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政 策評価の結果の政策への反映状況－平成 １ ６ 年度－

１ ． 基本的考え方
本 報 告 書 は 、 「 行 政 機 関 が 行 う 政 策 の 評 価 に 関 す る 法 律 」 （ 平 成 １ ３ 年 法 律 第 ８ ６ 号 ） 第 １ １ 条 「 行 政 機 関 の 長

は 、 少 な く と も 毎 年 一 回 、 当 該 行政 機関 にお け る 政 策 評 価 の結 果 の政 策へ の反映 状況 につ い て 、 総 務 大臣へ通
知す る と と も に 、 公 表 し な け れば な ら な い 。 」 と の 規定に基づ き 、 平 成 １ ７ 年 度予算案 をは じ め と す る 当省の施策に
どの よ う に反映 され たか を取 り ま と め た も の で あ る 。
今 回 対象 と し た 政 策評 価 の結 果 は 、 平 成 １ ６ 年 度 に 取 り ま と め た 「 文 部 科 学省実績評価書－平成 １ ５ 年 度 実績

－ 」 及 び 「 文 部 科 学 省 事 業 評 価 書 － 平 成 １ ７ 年 度 新 規 ・ 拡 充 事 業 及 び 平 成 １ ５ 年 度 達 成 年 度 到 来 事 業 － 」 で あ
る 。
な お 、 文 部 科 学 省 政 策評価基 本計 画 （ 平 成 １ ４ ～ １ ６ 年 度 ） で は 、 「 政 策 評 価 の 結 果 は 、 政 策 の 企 画 立 案 作業

（ 予 算 要 求 （ 定 員 等 を 含 む 。 ） 、 法 令 等 に よ る 制 度 の 新 設 ・ 改 廃 ） に お け る 重 要 な 情 報 と し て 活 用 さ れ 、 適 切 に 反
映 す る た め 、 大 臣 官 房 政 策 課 評 価 室 が 中 心 と な っ て 、 政 策 の 所 管 部 局 等 に お け る 政 策 評 価 の 結 果 の 取 り ま と め
や 評価結果 の政策への 反映 を 促進す る と と も に 、 予 算 、 法 令 等 の 取 り ま と め 部 局 と の 間 の連携 を確 保す る 。 」 と し
て お り 、 こ れ に 沿 っ て 、 予 算 概算要求 等 に先立 ち 、 評 価 結果 を 取 り ま と め 、 評 価結果の予算へ の適切 な 反映 を 図
っ た 。
本 報告書の取 り ま と め に 当 た っ て は 、 政策評価に関す る有識者会議 を開催 し 、 取 り ま と め 方法や内容等につい

て助言 を頂いた 。 ま た 、 本報告書については 、 ホー ムページ等を通 じ て公表す る 。

２ ． 取 り ま と め方針
本報 告書 に つ い て は 、 評 価 の 対 象 と し た 政 策 及 び 評 価 の 方 式 の 特 性 に 配 慮 し 、 以 下 の 方 針 で 取 り ま と め を 行

っ た 。

(1 )実 績 評価 （ ４ ２ 施 策目標 、 ２ ３ ４ 達 成目標 ）
平 成 １ ５ 年 度 の 実 績 を 評 価 し た 「 文 部 科 学 省 の 使 命 と 政 策 目 標 」 に 示 し た ４ ２ の 施 策 目 標 及 び ２ ３ ４ の 達 成 目

標 に つ い て 、 そ れ ぞ れ の 主 管 課 及 び 関 係 課 、 基 本 目 標 、 達 成 目 標 、 指 標 及 び 評 価 結 果 の 概 要 を 記 述 し 、 評 価
結果の政策への反映状況 と し て平成 １ ６ 年度以降の取組 を明 ら かに し た 。

(2 )事 業 評価
①新規 ・ 拡充事業 （ ７ ８ 事 業 ）
平 成 １ ７ 年 度 に予定す る新規 ・ 拡 充事業につい て 、 それ ぞれの事業名 、 主管課及び関係課 、 評価結果の概

要 を 記 述 し 、 評 価 結 果 の 政 策 へ の 反 映 状 況 と し て 、 平 成 １ ７ 年 度 予 算 概 算 要 求 及 び 平 成 １ ７ 年 度 予 算 案 （ 定
員等を含む 。 ） を 明 ら かに し た 。
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な お 、 「 経 済財政運営 と 構造改革に関す る基本方針 ２ ０ ０ ４ 」 （ 平 成 １ ６ 年 ６ 月 閣議決定 ） に 盛 り 込 まれ た 「 政
策群 」 の 対象 と な る 事業について 、 事業評価 を行 った も の についてはその旨 を明記 し た 。

②達成年度到来事業 （ ８ 事業 ）
事 前 に評価 を実施 し た も の で平成 １ ５ 年 度 に達成年度が到来 し た事業につい て 、 そ れぞれの事業名 、 主管

課及び関係課 、 評 価 結果 の概要 を 記 述 し 、 評 価 結果の政策へ の反映状況 と し て 、 改 善 事項等 、 平 成 １ ７ 年 度
概算要求額及び平成 １ ７ 年度予算案 を明 ら か に し た 。
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（１）実績評価
主管課及び 基本目標 達成目標 指 標 評価結果の概要 評価結果の政策への反映状況

関係課 （平成16年度以降の取組）

施策目標１－１ 生涯を通じた学習機会の拡大

【主管課】 高度で体系的か 放送大学において、学生数１０ ・放送大学の学生数 ○放送大学は、身近な学生の学習活動の拠 ○多様なニーズに適切に応えるた

生涯学習政策局 つ継続的な学習 万人を目指す。 点である学習センターの充実・整備及びそ め、サービス向上の観点から「放送

政策課 を通じた幅広い のブランチ施設であるサテライトスペースの 大学の充実・整備」を図る必要があ

【関係課】 学習機会を提供 設置等を行ってきたことにより、平成１５年度 り、平成 16年度は茨城学習センタ
生涯学習政策局 する。 の学生数は、約９万９千５百人と着実に増加 ー、 17年度は熊本学習センターを
生涯学習推進課 しており、想定どおり達成した。 施設合築による整備等を図る。（平

、高等教育局大 放送大学では、学生数の確保に加え、生 成 17 年度予算案： 11,260 百万
学振興課・専門 涯学習の中核的機関として、学生一人一人 円）

教育課 の多様なニーズに適切に応えられているの

かというサービス向上の視点が必要である。 ○授業内容の充実を図るため、平

今後は、質的充実など、新たな目標設定 成 17年度から、学生による授業評
に向けて検討をすすめる。 価結果を番組制作に反映させるた

めの評価システムを検討する。

各大学における社会人受け入 ・社会人特別選抜の ○大学等における社会人受け入れの推進に ○平成 16年度までに専門職大学
れ体制の整備状況に応じて、 導入大学数 ついては、社会人特別選抜の促進、長期履 院が７７大学(93専攻)において設置
大学の受け入れられる社会人 修学生、サテライト教室の制度化、大学院の

数を増加させる。 高度専門職業人養成機能の充実等により、

その環境の整備が順調に図られている。

○大学等が専門的な内容や先端の知識・技 ○「大学等におけるキャリアアップ推

術の学習機会の提供を行うキャリアアップ講 進事業」を引き続き実施。（１６年度）

座を開設するため、そのモデルプログラムの

開発、普及を図ることが引き続き必要である。

各大学院における社会人受け ・大学院における社

入れ体制の整備状況に応じて 会人の数

、大学院の受け入れられる社会

人数を増加させる。
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社会が求める即戦力となる人材 ・私立専修学校にお ○キャリアアップのための先導的な教育プロ ○職種に応じた専門的能力を持つ

の養成のため、専修学校にお ける社会人の数 グラムの開発等の施策を通して、専修学校 人材を育成するため「専修学校社

いて受け入れられる社会人の が社会人を受け入れられる環境整備を進め 会人キャリアアップ教育推進事業」

数を増加させる。 ており、概ね順調に進捗している。 を引き続き実施。（１４、１５、１６、１７

年度）（平成17年度予算案：293百

万円）

○フリーター等が増加している現状を踏まえ ○フリーター等に対する短期教育プ

、 職業能力を向上させる上で必要となる知 ログラムの開発や、実務・教育連結

識・技術に関する教育の提供を行うなど、よ 型人材育成システム（日本版デュア

り社会人が専修学校において学びやすくな ルシステム）の導入を図る「専修学

るよう引き続き、環境整備を進める必要があ 校を活用した若者の自立・挑戦支援

る。 事業」を引き続き実施。（１６、１７年

度）（平成17年度予算案：509百万

円）

専修学校において、社会的要請

の高い課題に対応する教育体制・

方法等の研究開発を実施し、その

成果を広く普及する「専修学校教育

重点支援プラン」を実施（平成17年

度予算案：453百万円）。

若者自立・挑戦プランの強化策の

一つとしてフリーターや若年人材等

が、いつでも、どこでも、誰でも手軽

に学び直しや、職業能力の向上が

できる「ｅラーニングによる人材育成

支援モデル事業」を実施（平成17年

度予算案： 189百万円。なお、本施
策は政策群「若年・長期失業者の就

業拡大」に位置づけ。）

地域における生涯学習の機会 ・大学等における公 ○大学公開講座は、年々着実に地域に定 ○大学等公開講座の様々な課題を

を拡充するため、大学等におけ 開講座の開設講座 着し、開設講座数及び受講者数は増加傾向 解決するため、有効な方策につい
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る公開講座の開設数を増加さ 数のうち国立大学に にあるが、引き続き人々の多様化、高度化す て調査・研究などを行う大学等開放

せる。 おける公開講座の開 る学習需要や地域ニーズに対応した講座の 推進事業を引き続き実施（ 16 、 17
設講座数 開設及び内容の充実を図っていく必要があ 年度）（平成17年度予算案：20百

る。 万円）

施策目標１－２ 地域教育力の活性化

【主管課】 地域における様 ＮＰＯや地域の大学等と ・生涯学習分野のＮ ○ＮＰＯの活動基盤の整備や、ＮＰＯと高等 ○行政と高等教育機関・ＮＰＯとの

生涯学習政策局 々な現代的課題 の組織的連携を通して、 ＰＯの連携によるまち 教育機関と行政の連携を通して、地域学習 積極的な連携により、地域活動や学

政策課 等に対応するた 地域学習活動や学習成 づくり支援事業を実 活動や学習成果を生かしたまちづくりの活性 習活動を生かしたまちづくりの拡充

【関係課】 め、多様な学習 果を生かしたまちづくりを 施している事業数等 化が図られたが、 今後も行政と大学・ＮＰＯ 及び振興を図るため、「生涯学習ま

生涯学習政策局 活動の機会や情 拡充・振興する。 ･生涯学習分野 等の積極的な連携を促進することが求めら ちづくりモデル支援事業」（１６年度）

生涯学習推進課 報の提供、様々 におけるＮＰＯ れる。また、先進的な事例の調査研究や市 及び「生涯学習分野におけるＮＰＯ

・社会教育課・男 な機関・団体が 支援事業を実施 町村等への国のアドバイザリー機能の強化 支援事業」（１６、１７年度）を実施。

女共同参画学習 連携することによ している実行委 を図る必要がある。 マネジメント能力の育成に関する

課・参事官 り、地域における 員会数 諸外国の先進事例、特色ある地域

学習活動を活性 ・地域ＮＰＯとの づくり事例の分析・評価のための調

化させる 連携による地域 査研究を行い、地域づくりを行う市

学習活動活性化 町村等への国のアドバイザリー機能

支援事業を実施 の強化を図るため、「人づくりを通じ

している事業数 た地域づくり推進事業」を１７年度に

実施（平成 17年度予算案：３７百万
円）

完全学校週５日制に対 ・地域と学校が ○週末等における子どもの活動支援等により ○地域の大人の教育力を結集して

応した週末などにおける 連携協力した奉 、地域の教育力の活性化が図られているが、 、子どもたちのスポーツや文化活動

子ども等の体験活動の受 仕活動・体験活 地域や家庭の教育力の向上については、家 などの様々な体験活動や地域住民

け入れの場を全国的に 動推進事業にお 庭、地域、学校がそれぞれの教育力の充実 との交流活動等を支援する「地域教

拡充する。 ける事業数 を図るとともに、それらの教育力を結集してい 育力再生プラン」（地域子ども教室

ける環境づくりを行うことが重要であり、今後 推進事業）を引き続き実施（平成

も地域社会で心豊かな子どもたちを育成する 17年度予算案：8,762百万円）

気運を醸成していく必要がある。

行政と IT関連 NPO等 ・地域ＮＰＯとの ○平成 15年度においては 71事業の取組 ○平成 15年度をもって、本達成目
との連携による地域住民 連携による地域 みがあり平成 14年度よりも取組みが増えて 標を達成するための既存の施策が

のための IT学習活動に 学習活動活性化 いる。 終了したため、 16年度から新たに
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ついて、前年度における 支援事業のうち また、本事業においては、障害のある人や 、地域のニーズに対応した事業展

取り組み数より増加させ 、ＩＴ学習活動を 高齢者を対象とした講座や、パソコン起動の 開を図るため、現状の把握や分析、

る。 実施している事 仕方やインターネット操作といった基礎的な それを踏まえた事業の企画・実施、

業数 学習から ITサポーターの育成やホームペ 実施後の評価までを一体的に行うこ

ージ作成など技能向上を図る講座も開催さ とを目的とした新たな施策の実施と

れており、パソコンを活用した多様な学習機 その達成目標を平成 16年度から
会の提供が行われている。なお、達成目標 設定する。（達成目標：社会教育施

に対する達成度合いについては想定どおり 設が中心となった社会教育の活性

達成している。 化のための先駆的な事業の実施や

さらに、地域においては多様な IT学習活 評価を一体的に行い、全国に広く

動が行われているところであるが、今後、より 普及する。）

ITを効果的に活用して社会教育事業の一
層の活性化を図ることが求められる。

学校教育・社会教育に関 ・エルネット受信施設 ○平成１５年度の達成目標に関しては、１４ ○エル・ネット受信局数は平成１６年

する情報・研修番組や学 数 年度と比較し受信施設数が増加しており、概 １１月現在 2,186箇所となっている。
習番組等を全国で受信 ね順調に進捗。今後は設備の適正な配置や 各受信局においてエル・ネット番

できるよう、「教育情報衛 利用の促進について取り組んでいく必要が 組を事業等において有効活用し,受
星通信ネットワーク（エル ある。また、図書館ネットワークを活用するこ 信設備が活用されるよう指導した。

・ネット）」について、公民 とについて検討を始める必要がある。 （ 16年度）
館等社会教育施設や学 無償貸付に係るエル・ネット受信

校等における受信設備 設備について，平成１７年度以降の

の配置を進める。 貸付の有無及び貸付を希望する場

合の今後の利用計画等の提出を求

めるとともに，新たに貸付を希望す

る施設に対し１７年度から貸付を行う

こととするなど，受信施設の適正な

配置を行った。（ 16年度）
「図書館をハブとしたネットワーク

の在り方に関する研究会」において

、地域の情報拠点として重要な役割

を果たすことを期待される図書館が

、より豊かで質の高いサービスを提
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供することができるよう、情報通信技

術やネットワーク環境の積極的な活

用及び他の施設を結んだネットワー

クの在り方について調査研究を実施

した。（ 16年度）
学校教育・社会教育を通 － ○平成１５年度の達成目標に関しては、教育 ○１６年４月より現代的課題に対応

じて、各種の優れた教育 用コンテンツの活用・高度化事業、教育用コ した生涯学習番組「いきいき！夢キ

用コンテンツの活用・促 ンテンツの奨励事業、 インターネット活用教 ラリ」を制作・放送。また、教育映画

進を図ることにより、 IT 育実践コンクールの事業に取り組み、想定ど 等審査規程については、ＤＶＤ等も

を活用した教育及び学 おり達成。今後は教育映画等審査規程の改 審査対象に含める方向で調整中。

習の質的向上を図る。 定とともに、現代的課題に対応したテレビ番 （ 16年度）
組の制作・放送を振興する施策が必要であ

る。

男女共同参画の促進に ・「男女の家庭・ ○男女共同参画の促進に関するモデル事 ○引き続き男女共同参画の促進を

関するモデル事業を毎 地域生活充実支 業「男女の家庭・地域生活充実支援事業」を 図るため、女性が社会で十分力を

年実施し、その成果を広 援事業」委託件 全国１０か所で実施、その成果をまとめた事 発揮し、多様なキャリアを形成する

く都道府県教育委員会 数 例集を作成し、都道府県教育委員会等に配 ための支援策についての調査研究

等に周知することにより、 布し周知を図った。また、地方においては本 や女性が様々な学習や活動等の成

普及・啓発を図る。 事業における事例をモデルとした自主的な 果を活かして男性と共に地域社会

取組等が見られ、着実に成果の普及が図ら の方針決定の場へ参画するための

れていると考えられることから、概ね順調に 資質や能力の向上を図る「女性のキ

進捗。 ャリア形成支援プラン」を実施する。

今後は、女性の多様なキャリアの形成及 （平成１７年度）

び方針決定過程への参画を支援する必要

がある。

施策目標１－３ 家庭教育の支援

【主管課】 近年の都市化、 「妊娠期子育て講座」を ・妊娠期子育て講座 ○妊娠期子育て講座の実施については、達 ○平成 16年度より、補助事業から
生涯学習政策局 核家族化、少子 全国 3,000講座で実施 数 成目標の約 85％に達し、想定どおり達成。 国直轄の、行政と子育て支援団体

男女共同参画学 化、地域におけ する。 ○就学時健康診断等を活用した子育て講座 等が連携した家庭教育に関する学

習課 る地縁的つなが 「就学時健診等の機会を ・就学時健康診断等 の実施については、達成目標の約 86％に 習機会の提供等を行う、「家庭教育

りの希薄化等を 活用した子育て講座」を を活用した子育て講 達し、想定どおり達成。 支援総合推進事業」の中のメニュー

背景として、親の 全国 20,000講座で実施 座数 の１つとして、全国的に実施。
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間に、子育ての する。 ○思春期の子どもを持つ親を対象とした子 ○、平成１７年度は、すべての親に対

負担感や子ども 「思春期の子どもを持つ ・思春期の子どもを持 育て講座の実施については、達成目標の約 するきめ細やかな家庭教育支援を

の教育の仕方が 親を対象とした子育て講 つ親を対象とした子 72％であり、一定の成果が上っているが、一 最重要課題として、親が子育て中の

わからないといっ 座」を全国で 10,000講 育て講座数 部については想定どおり達成できなかった。 悩みや不安を払拭し、自信を持って

た育児に関する 座実施する。 ○今後の課題として、子育てに無関心な親 子育てができるよう、ＩＴを活用した

悩みなどが広が や孤立化する親など、これまで手の届きにく 家庭教育支援手法の開発事業を実

っていることが指 かった親へのアプローチも含めた効果的な 施する。

摘されている。こ 家庭教育に関する学習機会の提供等が必 ○そこで、平成１７年度は、すべての

のため、子育て 要。（ 16年度） 親に対するきめ細やかな家庭教育

の提供、親が 24 支援を最重要課題として、親が子育

時間いつでも相 て中の悩みや不安を払拭し、自信を

談できる体制の 持って子育てができるよう、ＩＴを活

整備、地域で子 用した家庭教育支援手法の開発事

育てを支援する 業を実施する。

ネットワークの形 該当するすべての家庭 ・「家庭教育手帳」の ○家庭教育手帳・ノートの配布については、 ○これまでの２分冊から３分冊とする

成等の観点から に「家庭教育手帳」、「家 配布数 目標値の 110％の配布を達成。また、家庭 など、子どもの発達段階に即した内

家庭教育に対す 庭教育ノート」を順次配 ・「家庭教育ノート」の 教育手帳・ノートに関するアンケート調査に 容に充実した「新家庭教育手帳」を

る支援の充実を 布する。 配布数 おいて 8割以上が「役に立った」と回答して 作成・配布。（ 16年度）
図る。 おり、想定した以上に達成。

17時以降においても電 ・17時以降に家庭 ○事業終了後の平成 15年度においても、 ○当該事業は、平成 14年度で終
話等により、親が悩み等 教育電話相談事業 90％以上の都道府県で当該事業が普及・ 了しており、本事業の達成目標は十

について相談できる体制 を実施している都道 実施されており、想定した以上に達成。 分達成できたと評価している。

を８割程度の都道府県に 府県数 現在は、家庭教育に関する電話

普及・定着させる。 相談事業は都道府県単独事業とし

て多くの自治体で実施。

「新エンゼルプラン(平成 ・「子育てサポーター」 ○子育てサポーターの配置については、 達 ○子育てサポーターの委嘱により、

11年 12月 関係６大 の配置数 成目標の約 156％に達し、想定した以上に 子育てネットワークの整備は着実に

臣合意)」に沿って、子育 達成。 進んでいることから、平成１６年度以

てサポーターの配置によ 降においては、子育てサポーターの

る地域における子育て支 資質向上を図るためのリーダー養成

援ネットワーク構築事業 講座を実施。（ 16年度）
を実施することにより、子
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育て支援のネットワーク

構築のノウハウ等が他の

市町村へ波及するなど、

各市町村における子育

て支援のネットワークの

整備を活性化・推進する

。

施策目標１－４ 奉仕活動・体験活動の推進による青少年の豊かな心の育成

【主管課】 全国的に学校内 国レベルでの情報収集・ － ○「全国体験活動ボランティア活動総合推 ○「地域と学校が連携協力した奉仕

生涯学習政策局 外を通じた青少 提供や自治体の活動支 進センター」については、平成 14年 7月に 活動・体験活動推進事業」において

社会教育課 年等のボランテ 援などを行う「全国体験 開設以降，活動事例等の情報提供を行って 、平成 15年度に引き続き、推進体
【関係課】 ィア活動などの 活動ボランティア活動総 きたところであるとともに、平成 16年度から 制の整備・充実を図るとともに、社会

初等中等教育局 奉仕活動・体験 合推進センター」を平成 は、国立教育政策研究所社会教育実践研 的気運の醸成を図るため、全国フォ

児童生徒課 活動の推進体制 14年度中に開設し、平 究センターにおいて単独設置を行ったことに ーラムの開催などによる広報啓発や

の整備を行い、 成 16年度までに、情報 より、継続的な運営・設置が可能となった。 、調査研究を実施した。（ 16年度）
当該活動の大幅 収集・提供システムを確 （ 14～ 15年度は、文部科学省からの委嘱
な拡充を図る。 立するなど、その役割を 事業で設置・運営）

十分に果たせるよう機能 このことから、全国の支援センターに対す

の拡充を図る。 る情報提供など、その役割は今後とも十分に

果たしていけるため、想定どおり達成された

といえる。

国において、平成 14年 － ○「全国奉仕活動・体験活動推進協議会」に ○本事業は、 16年度で達成年度
度中に関係府省及び全 ついては、平成 14年 11月に設置し、 14 が到来することとなるが、 17年度以
国規模の関係団体相互 年度に 1回、 15年度に２回開催し、情報交 降は、これまでの子どもを対象とした

の連携協力関係を構築 換を行うなど、関係府省庁及び関係団体等 事業展開から、地域の子どもから大

するための協議の場とし との継続的な連携協力関係が図られたこと 人、そして高齢者までを対象とした

て「全国奉仕活動・体験 から、想定どおり達成されたといえる。 事業展開へと事業対象世代を拡大

活動推進協議会」を構成 し、地域全体でボランティア活動に

し、平成 16年度までに、 取組む施策を展開するとともに、こ

活動に関する情報の共 れまで行ってきた体制整備の機能

有など、幅広い関係者に の充実を図る。（ 17年度）
よる継続的な連携協力関
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係の構築を図る。

平成 16年度までに、全 ・支援センター整備 ○ 46都道府県及び約 4割程度の市区町 ○平成 16年度中目途で市区町村
国の都道府県・市町村に 数 村に支援センターが整備されたが、半分に に設置された支援センターや推進

おいて、活動に関する情 満たない整備状況であり、進捗にやや遅れ 協議会の設置状況の調査結果を取

報提供・相談等のコーデ が見られる。 りまとめる予定。今後は、その調査

ィネイトを行う支援センタ 今後は、委託事業を契機として市区町村 結果により、文部科学省の委託事業

ーが整備されるよう支援 が自主的に整備した支援センター等を含め や、市町村が単独で設置した支援

する。 、全国的な実情を把握する必要がある。 センター等の全国的な設置状況を

平成 16年度までに、全 ・推進協議会整備数 ○ 44都道府県及び約 4割程度の市区町 的確に把握したうえで、これまでの

国の都道府県・市町村に 村に推進協議会が設置されたが、半分に満 行政における継続的な設置のみな

おいて、幅広く関係機関 たない整備状況であり、進捗にやや遅れが らず、地域の企業や大学等との連

や団体等との連携を図り 見られる。 携を図りながら民間における設置へ

活動の推進に向けた諸 今後は、委託事業を契機として市区町村 の移行についての方策を導き出し、

課題について協議を行う が自主的に設置した推進協議会等を含め、 支援センターの機能を継続的なもの

推進協議会が整備される 全国的な実情を把握する必要がある。 とするため、平成 17年度より「地域
よう支援する。 ボランティア活動推進事業」を実

施。

平成 17年度までに、全 ・学校において体験 ○概ね順調に進捗しているものと判断される ○「豊かな体験活動推進事業」にお

国の小・中・高校におい 活動を実施している が、目標の達成に向けて引き続き学校にお いて、長期にわたる集団宿泊等の

て、７日間以上のまとまっ 平均日数 ける体験活動の充実を図る必要がある。 共同生活体験を行う「長期宿泊体験

た体験活動の取組が行 推進校」を設置。（１６年度）

われるよう支援する。 「豊かな体験活動推進事業」にお

ける「推進地域・推進校」の中で命

の大切さを学ばせるのに有効な調

査研究を新たに実施。（１７年度）

施策目標２－１ 確かな学力の育成

【主管課】 基礎・基本を徹 学習指導要領の目標・内 ・教育課程実施状況 ○知識・技能、学ぶ意欲、思考力、判断力、表現力 ○新学習指導要領の趣旨の実現のため、

初等中等教育局 底し、自ら学び 容に照らした児童生徒の 調査等の結果 等まで含めた「確かな学力」の育成の達成度合いに 「学力向上アクションプラン」として、①個に

教育課程課 自ら考える力な 学習状況の改善を図り、 ・国際比較調査にお ついて、これまでの調査結果を総合的に分析すると 応じた指導の充実、②学力の質の向上、

【関係課】 どまで含めた「確 知識・技能はもとより、学 ける成績等 、国際的にトップクラスの成績を維持していること、全 ③個性・能力の伸長、④英語力・国語力の

初等中等教育局 かな学力」を身 ぶ意欲、思考力、判断力 体として学習指導要領の目標・内容が概ね実現され 向上を柱とした施策を総合的に展開し、平

初等中等教育企 に付けさせる。 、表現力等まで含めた「 ていること、児童生徒の授業の理解度に増加の兆し 成１６年度以降も、引き続きその充実を図
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画課・財務課・児 確かな学力」を育成する が見られることなどから、概ね順調に進捗しているも る。また、引き続き、第７次教職員定

童生徒課・特別 。 のと判断するものの、学ぶ意欲、学習習慣等の 数改善計画を着実に推進する。

支援教育課・国 取り組むべき課題も見られる。

際教育課・教科 調査で明らかになった指導上の改善点を踏まえ、

書課・施設助成 個に応じた指導を一層充実させるとともに、学ぶ意欲、

課・教職員課・参 学習習慣を児童生徒に身に付けさせることが重要で

事官、生涯学習 あり、学力の質を向上させるなど、新学習指導要領

政策局参事官 の趣旨の徹底の実現が必要である。

少人数指導・習熟度別指 ・習熟度別指導を実 ○個に応じた指導の充実に資する施策の成果とし

導の実施など、個に応じ 施している学校の割 て、平成１５年度には全国の約７割の小・中学校にお

た指導の充実を図る。 合 いて習熟度別学習が取り入れられるに至っており、

概ね順調に進捗していると判断するが、児童生徒一

人一人の習熟の程度等に応じたきめ細かな指導を

一層充実する観点から、今後、更なる指導方法や指

導体制の工夫・改善を進める必要がある。

教員一人あたりの児童生 ・国からの加配定数 ○基礎学力の向上ときめ細かな指導を目指 ○平成 16年度に計画どおりの改善
徒数の欧米並の水準（小 を活用して少人数指 し、平成 13～ 17年度までの５ヵ年計画で を図ったところであり、平成 17年度
： 18.6人、中 14.6人） 導等を実施している 教職員定数改善計画を実施しているところ には同計画を完成させることとして

への改善を進める。 学校数 であり、概ね順調な進捗状況にあるが、平成 いる。

・教員一人あたりの児 17年度の計画完成に向けて、引き続き、着
童生徒数 実な推進に努める必要がある。

学校教育への社会人等 ・学校教育への社会 ○全国の学校に多様な知識や経歴を有する ○平成１６年度も、着実に実施して

の活用の増加（平成１６ 人等の活用状況 社会人を活用し、子供たち一人一人に目配 おり、学校いきいきプランは「緊急地

年度までに約５万人を全 りのきいた教育を実現するため、特別非常勤 域雇用創出特別交付金（厚生労働

国の学校に導入等）を推 講師制度や緊急地域雇用創出特別交付金 省所管）」の終了に伴い、平成１６年

進する。 の活用などによる「学校いきいきプラン」を推 度を以って終了するが、引き続き、

進しており、現在まで順調に進捗している。 学校教育への社会人の活用を推進

引き続き社会人の活用については、着実に していく。

実施していくことが必要である。

英語教育の改善の目標 － ○「『英語が使える日本人』の育成のための ○平成１６年度においては、スーパ

や方向性を明らかにし、 行動計画」（平成１５年３月策定）に基づき、 ー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイ

その実現のために国とし 関係施策を着実に実施中であり、平成１５年 スクールを８５校指定し、また、地方
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て取り組むべき施策を盛 度においては、スーパー・イングリッシュ・ラン 自治体主催の全ての英語教員に対

り込んだ「英語が使える ゲージ・ハイスクールを５０校指定し、英語教 する研修には、９８２３人が参加見込

日本人」の育成のための 育に関する実践的な研究が推進されている みなど、平成１９年度末の達成年度

行動計画を策定し、計画 。また、地方自治体主催の全ての英語教員 に向けて関係施策を着実に実施中

に基づいた施策を実施 に対する研修には、８０５３人が参加するなど である。

することにより、今後５カ 、平成１９年度末までの達成目標に向けて、

年で「英語が使える日本 概ね進捗状況にあると判断している。引き続

人」を育成する体制を確 き、英語教員の指導力向上及び指導体制の

立する。 充実など英語教育の改善に向けて着実に関

係施策を推進していく必要がある。

学校での朝読書等の読 ・全校一斉読書活動 ○全校一斉読書活動を実施している学校の ○平成 14年度からの５か年で、毎
書活動を充実するととも を実施している学校 割合が増加しているなど概ね順調に進捗し 年約 130億円総額約 650億円の
に、平成１４年度からの５ の割合 ているものと判断されるが、公立学校図書館 地方交付税措置が講じられているこ

年間で、学校図書館の ・公立学校図書館の の蔵書については目標の達成に向けて引き とを踏まえ、学校図書館図書の整備

蔵書について、新たに４ 蔵書数 続き充実を図る必要がある。 について、教育委員会に指導を行

千万冊を整備する（およ った。（ 16年度）
そ２０％の増を図る）。

施策目標２－２ 豊かな心の育成と児童生徒の問題行動等への適切な対応

【主管課】 他人を思いやる 幼稚園から高等学校までの全 ・地域人材を活 ○体験活動を生かしたり、地域人材を積極 ○道徳教育については、全小・中学

初等中等教育局 心、生命や人権 ての学校種において、体験活 用した道徳教育 的に活用する等学校や教育委員会による創 生に「心のノート」を配布するとともに

児童生徒課 を尊重する心、 動をいかした道徳教育や地域 の実施状況 意工夫ある道徳教育を推進し、特色ある充 、「心のノート」の活用のための教師

【関係課】 自然や美しいも 人材の積極的活用など特色あ 実した道徳教育のための取組が各地で進め 用参考資料の作成・配布、学校や

初等中等教育局 のに感動する心 る充実した道徳教育を実施する られていることから、概ね順調に進捗。 教育委員会の創意工夫を生かした

教育課程課・幼 、正義感や公正 。 引き続き道徳教育に取組む必要がある。 道徳教育を推進するための実践研

児教育課・特別 さを重んじる心、 究である「児童生徒の心に響く道徳

支援教育課 勤労観、職業観 教育推進事業」等を都道府県教育

など、子どもたち 委員会との連携、協力の下に実施。

と社会性を育む （１６年度）

ための教育を実 全国の小・中・高校において、7 ・学校において ○各種事業の実施を通じて、小学校では既 ○「豊かな体験活動推進事業」にお

現するとともに、 日間以上のまとまった体験活動 体験活動を実施 に７日間以上の体験活動を実施するなど、 いて、長期にわたる集団宿泊等の

児童生徒の問題 を実施する(再掲)。 している平均日 概ね順調に進捗しているものと判断されるが 共同生活体験を行う「長期宿泊体験

行動等への適切 数 、目標の達成に向けて引き続き学校におけ 推進校」を設置。（１６年度）
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な対応を図る。 る体験活動の充実を図る必要がある。 「豊かな体験活動推進事業」にお

ける「推進地域・推進校」の中で命

の大切さを学ばせるのに有効な調

査研究を新たに実施（１７年度）

（豊かな体験活動推進事業： 17年
度予算案 400百万円）

児童生徒が望ましい勤労観、職 ・職場体験の実 ○職場体験やインターンシップの実施率が ○小中高校で一貫したキャリア教育

業観を身に付け、個々 の能力・ 施状況 向上しており、概ね順調に進捗しているもの を行うための指導方法・内容等につ

適性に応じて主体的に進路を ・インターンシッ と判断されるが、児童生徒の勤労観、職業観 いて地域ぐるみで実践研究を行う推

選択することができるよう、職業 プの実施状況 の育成については引き続き、職場体験やイ 進地域の指定やキャリア教育推進フ

体験やインターンシップ（就業体 ンターンシップ（就業体験）の充実等を通じ ォーラムの開催など「新キャリア教育

験）の充実等を通じて、キャリア て、キャリア教育の推進を図る必要がある。 プラン推進事業」の実施（ 16年度）
教育の推進を図る。 （１７年度予算案 129百万円）

各都道府県等において、中学校

を中心に、５日間以上の職場体験

等の実施など、地域の教育力を最

大限活用し、キャリア教育の更なる

推進を図るための調査研究を「キャ

リア教育実践プロジェクト」として新

たに実施（ 17年度）（１７年度予算
案 500百万円）
政策群「若者・長期失業者の就

業拡大」として位置付け（平成１７年

度）

○キャリア教育の推進を図るため、

指導調査係員 1名を措置（ 17年
度）

全国の公立中学校において、 ・公立中学校に ○スクールカウンセラーの配置を拡充する取 ○スクールカウンセラーの配置の一

全ての生徒が専門的な教育相 おけるスクール 組みが進んでいるなど、概ね順調に進捗し 層の充実（１５年度７０００校→１６年

談を受けることができる体制を整 カウンセラーの ているものと判断されるが、教育相談体制に 度８５００校→１７年度約１万校）（ 17
備する。 配置校数 ついては引き続き、全国の公立中学校にお 年度予算案 22百万円）
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いて、すべての生徒が専門的な教育相談を

受けることができる体制の整備を図る必要が

ある。

不登校対策に関する中核的機 ・スクーリング・サ ○スクーリング・サポート・センターの設置を ○「スクーリング・サポート・ネットワー

能（スクーリング・サポート・センタ ポート・センター 推進するなど、概ね順調に進捗しているもの ク整備事業」の充実（１６年度）（１７

ー）を充実し、学校・家庭・関係 の数 と判断されるが、不登校への対応について 年度予算案 838百万円）
機関が連携した地域ぐるみのサ は、様々な要因・背景を踏まえ、引き続きネ 不登校児童生徒等の様々な要因

ポートシステムを整備する。 ットワークの整備を進める必要がある。 ・背景を踏まえ、一層多様な支援を

行うため、実績のあるＮＰＯ、民間施

設、公的施設に対し、効果的な学習

カリキュラム、活動プログラム等の研

究を新たに委託（１７年度）（１７年度

予算案 103百万円）
学校・教育委員会・関係機関か ・「サポートチー ○「サポートチーム等地域支援システム作り ○「問題行動に対する地域における

らなるサポートチームの組織化 ム等地域支援シ 推進事業」を実施し、地域における支援シス 行動連携推進事業」において、従来

など、地域における支援システ ステムづくり推進 テムづくりの研究を実施するなど、概ね順調 のサポートチームに加え、学校外で

ムづくりについて研究し、その成 事業」推進地域 に進捗しているものと判断されるが、地域シ の支援の場や機能の在り方等につ

果の普及を図る。 数 ステムづくりについては、引き続き、サポート いて調査研究を行う「自立支援教室

チームの組織化などの研究を行うとともに、 」を設置（１６年度）。

学校外での支援の場や機能の在り方につい

て研究を行う必要がある。 ○事業の一層効果的な実施に役立

てるため、新たにブロック毎に協議

会を開催（１７年度）。

（問題行動に対する地域における行

動連携推進事業：１７年度予算案

530百万円）
障害のある子ども一人一人のニ ・盲・聾・養護学 ○学習障害、注意欠陥／多動性障害、高機 ○特別支援教育体制推進事業（ 17
ーズに応じてきめ細かな支援を 校における個別 能自閉症の児童生徒への教育支援体制の 年度予算（案） 203百万円）
行うために乳幼児期から学校卒 の教育支援計画 整備のためのガイドライン（試案）を作成し、 学習障害、注意欠陥／多動性障

業後まで一貫して計画的に教 の策定状況 全ての小中学校及び盲・聾・養護学校等に 害等を含め、障害のある児童生徒

育を行うとともに、学習障害、注 配布。おおむね順調に進捗。引き続き教育 一人一人の教育的ニーズに応じて

意欠陥／多動性障害、自閉症 支援体制の整備に取組むことが必要。 適切に対応するため、平成 16年度
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などについて教育的支援を行う から「特別支援教育推進体制モデ

など教育に特別のニーズのある ル事業」を通じ、関係機関との連携

子どもについて適切に対応する の下に乳幼児から学校卒業後まで

。 を見通した「個別の教育支援計画」

の策定を、盲・聾・養護学校等にお

いて促進。

17年度予算案においては、厚生
労働省との連携を強化し、乳幼児か

ら学校卒業後までの一貫した支援

体制の一層の整備を図るため、「特

別支援教育体制推進事業」を拡充

し、引き続き「個別の教育支援計画」

の策定を促進。

施策目標２－３ 信頼される学校づくり

【主管課】 保護者や地域住 全公立学校において自 ・自己評価の状況 ○平成１５年度において、９４．６％の公立学 ○引き続き、学校評価の実施状況と

初等中等教育局 民に信頼される 己評価を実施し、その結 校が自己評価を実施しており、概ね順調に 学校評議員の設置状況についての

初等中等教育企 学校作りを進め 果を公表する。 進捗。今後は評価内容の充実に向けて取組 調査結果を公表することなどにより、

画課 るため、地域に む。 自己評価、学校評議員等のより効

【関係課】 開かれた学校づ 全公立学校の６割に学 ・学校評議員を設置 ○平成１６年７月現在、約７割の公立学校に 果的な活用に向けて、各教育委員

初等中等教育局 くりや教員の資 校評議員を設置する。 している公立学校の おいて学校評議員を設置済。想定した以上 会の取組の充実を推進（１６年度～）

教職員課・参事 質向上を進める 割合 に達成。今後はその内容の充実に向けて取

官、大臣官房文 とともに、特色あ 学校運営協議会 組む。

教施設企画部施 る学校作りをす 制度を導入して

設助成課 すめ、学校施設 いる学校数 ○平成１６年に「地方教育行政の組

の耐震化を推進 織及び運営に関する法律」を改正し

する。 、新たに「学校運営協議会制度」を

導入。その全国的な普及及び円滑

な活用を図るため、コミュニティ・スク

ール推進事業等を実施する。

（平成１７年度）

○初等中等教育の制度改革等に係
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る事務処理体制の充実を図るため、

継続して教育制度改革室を設置。

（１７年度）

全都道府県・指定都市教 ・新たな教員評価シ ○平成 15年度より「教員の評価に関する調 ○平成 17年度予算においても「教
育委員会における教員 ステムを導入している 査研究」を全都道府県・指定都市教育委員 員の評価に関する調査研究」の実

評価システムの改善を目 都道府県・指定都市 会に委嘱しており、概ね順調に進捗。引き続 施のための経費を措置。（ 17年１月
指す。 教育委員会の数 き教員評価システムの改善を図る必要がある 現在で 25教育委員会が新たな評

。 価システムを試行又は実施。） （平

成 15年度～）
全都道府県･指定都市教 ・指導力不足に関す ○すでに全ての都道府県・指定都市教育委 ○各都道府県・指定都市教育委員

育委員会における指導 る人事管理システム 員会において指導力不足教員に関する人 会において構築された指導力不足

力不足教員に関する人 を運用している都道 事管理システムを構築・運用。想定どおり達 教員に関する人事管理システムの

事管理システムの導入を 府県・指定都市教育 成。 一層適切な運用を指導。

目指す。 委員会の数

教員の実践的指導力の ・コンピュータを使っ ○平成 16年３月の時点で、約６割の教員が ○教員のＩＴ指導力の向上を図るた

向上を図る一環として、 て指導ができる教員 ＩＴを使って指導できると答えており、進捗に め、 e-教員プロジェクトを延長すると
概ね全ての教員がコンピ の割合 やや遅れが見られると判断。今後すべての 共に、ＩＴ活用推進総合プランと統合

ューターを使った指導を 教員がＩＴを使って指導できるよう、教員研修 し、学校教育情報化推進総合プラ

実施できるようにする。 の充実等に取り組んでいくことが重要な課題 ンとして総合的に実施（平成１６、 17
。 年度）。

教員の資質向上に関し ・大学での教員 ○平成１５年度１１月の調査においては、大 ○引き続き、教育委員会と大学との

ては、教員の養成・採用・ 研修（現職教育 学での教員研修（現職研修）段階における 連携・協力等を促進していく。

研修段階を通じた教育 ）の改善を目的 連携の取組を行っている教育委員会は、全 また、大学の教員養成の改善・充

委員会と大学との連携推 とした大学との 体の５３．３％で、達成目標の達成に向け、 実を図っていくため、平成１７年度よ

進が重要であることから、 連携の取組を行 概ね順調に進捗していると判断。 り教員養成の改革に関する総合的

各都道府県・指定都市教 なっている都道 一方で、学校現場や保護者、地域社会の 調査研究等を行う。

育委員会の８割が、教員 府県・指定都市 ニーズを反映した教員を養成していくために 平成１７年度予算案：１６３百万円

研修の改善を目的とした 教育委員会の割 は、教員研修の改善を目的とした教育委員

大学との連携の取組を行 合 会と大学との連携を一層推進していくととも ○教育委員会と大学との連携を一

うことを目指すとともに、 に、昨今さらに教員養成段階においても大 層推進するなど、教員養成制度の

中核市においてもこれら 学と教育委員会との連携を推進していくこと 改革を実行するための教員養成制

の取組が促進されること が求められているため、今後は、教員養成、 度企画官１名を平成１７年度より措
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を目指す。 研修の双方において教育委員会と大学との 置。

連携を促していく必要がある。

公立小中学校施設の耐 ・公立学校にお ○公立小中学校施設の耐震化を推進する ○公立学校施設整備費のうち耐震

震補強や改築事業につ ける耐震化率 ため、耐震補強等を行う際に必要な経費の 化関連分として平成１６年度予算に

いて国庫補助を行うこと 補助を実施。なお、平成 16年４月時点の耐 おいては、前年度比６億円増の

等により、地方公共団体 震化率は 49.1％であり、児童生徒等の安全 1,155億円（うち文部科学省計上分
の計画的な取組を支援し を守るとともに災害時に地域住民の避難場 1,081億円）を計上するとともに、平
、公立小中学校施設の 所となる公立小中学校施設の耐震化の必要 成 17年度予算案においては、前
耐震化を重点的に推進 性から鑑みて、進捗にやや遅れが見られると 年度比 18億円増の 1,173億円（う
する。 判断。耐震補強等を行う際に必要な経費の ち文部科学省計上分 1,088億円）

補助を行うための予算の拡充に努める等、 を計上。

公立小中学校施設の老朽化・耐震化対策を

推進する必要がある。

生徒や保護者が実質的 ・各都道府県等 ○平成１５年度現在では、全国で設置されて ○制度化されて５ヵ年が経過したこ

に中高一貫教育校を選 で設置されてい いる中高一貫教育校数は１１８校になり、生 とから、これまでの研究成果を踏ま

択することが可能となるよ る中高一貫教育 徒や保護者が実質的に中高一貫教育を選 え、中高一貫教育校等の改善充実

う、通学範囲の身近なと 校の学校数 択することが可能となるよう、着実に整備が に係る教育課程の編成の在り方等

ころに数多く設置されるこ 進んでいる。引き続き関連施策、中高一貫 についての実践研究を実施。(１６年

とを目標に整備を促進す 教育校の設置促進を図るための取組みを推 度～)

る。 進していく必要がある。 より一層特色のある教育課程の編

成・実施を可能とするため、教育課

程の基準の特例を拡大。

(１６年度～)

○初等中等教育の制度改革等に係

る事務処理体制の充実を図るため、

継続して教育制度改革室を設置。

(１７年度)

施策目標２－４ 快適で豊かな文教施設・設備の整備

【主管課】 児童生徒が安心 昭和５６年度（新耐震設計法の ・公立小・中学校 ○公立小中学校施設の耐震化を推進する ○公立学校施設整備費のうち耐震

大臣官房文教施 して学習でき、 施行）以前に建築された公立小 における耐震化 ため、耐震補強等を行う際に必要な経費の 化関連分として平成１６年度予算に

設企画部施設企 教育内容・方法 中学校建物（総棟数８７，５８７棟） 率 補助を実施。また、平成１５年７月には「学校 おいては、前年度比６億円増の
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画課 の多様化や社会 について地方公共団体におけ 施設耐震化推進指針」を策定し、学校施設 1,155億円（うち文部科学省計上分
【関係課】 のニーズに対応 る耐震診断等の実施を促すこと の耐震化推進に係る基本方針や耐震化推 1,081億円）を計上するとともに、平
大臣官房文教施 した文教施設・ により、公立小中学校施設の老 進計画を策定するための手法等について地 成 17年度予算案においては、前
設企画部施設助 設備の整備を図 朽化・耐震化対策を重点的に 方公共団体等に周知するとともに、「学校施 年度比 18億円増の 1,173億円（う
成課、初等中等 る。 推進する。 設の耐震化推進計画策定支援事業」を実施 ち文部科学省計上分 1,088億円）
教育局参事官 し、モデル的な事例を取りまとめて各設置者 を計上。

に周知するなど情報提供を実施。なお、平 地方公共団体が、その策定する

成 16年 4月時点の耐震化率は 49.1%であ 公立学校施設の耐震診断実施計画
り、児童生徒等の安全を守るとともに災害時 に基づき、耐震診断が着実に実施

に地域住民の避難場所となる公立小中学校 されるよう要請。（平成 16年度）
施設の耐震化の必要性から鑑みて、進捗に 地方公共団体の関係者、設計実

やや遅れが見られると判断。耐震補強等を 務者を対象として、「学校施設耐震

行う際に必要な経費の補助を行うための予 化推進指針」等についての講習会

算の拡充に努める等、公立小中学校施設の を実施。 （平成 16 、 17年度）
老朽化・耐震化対策を推進する必要がある。 学校施設の耐震化推進計画策定

支援事業等を実施。（１６、１７年度）

児童生徒５．４人に１台の ・公立学校における ○平成１６年３月の時点で、公立学校にお ○教育用コンピュータの整備につ

教育用コンピュータを整 教育用コンピュータ１ ける教育用コンピューター１台当たりの児童 いて、約２，０５０億円の地方交付税

備する。 台当たりの児童生徒 数は８．８人。また、公立学校における高速イ 措置。(インターネット接続経費を含

数 ンターネットの接続率は７２％。引き続き、コ む)（１６年度）

概ねすべての公立学校が高速 ・公立学校における ンピュータの整備及び高速インターネットの

インターネットに常時接続できる 高速インターネットの 接続環境の整備の推進が必要。

よう推進を図る。 接続率

５年間で環境を考慮した学校施 ・公立学校における ○平成１５年度には、環境を考慮した学校施 ○環境を考慮した学校施設（エコ

設（エコスクール）を２００校以上 エコスクールの事業 設（エコスクール）のパイロット・モデル事業に スクール）のパイロット・モデル事業

整備する。 実績 ９７校を認定。 を実施することにより、エコスクール

の整備を推進。（１６、１７年度）

施策目標３－１ 大学などにおける教育研究機能の充実

【主管課】 活力に富み国際 各大学におけるファカル ・ファカルティディベロ ○大学の教育内容・方法については、各大 ○各大学が個性・特色を持った多様

高等教育局高等 競争力のある大 ティディベロップメント、厳 ップメントの取組を行 学の自主性及び創意工夫の下、様々な取組 で質の高い教育を展開するよう、審

教育企画課・大 学づくりを目指し 格な成績評価（ GPA)等 っている大学数 を通じて教育研究の充実を図っているところ 議会の答申等の提言内容を各種会

学振興課・専門 て、大学の改革 の教育内容・方法の改善 ・厳格な成績評価（Ｇ であり、その取組を行う大学数も年々増加し 議等を通じて周知するとともに、各
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教育課・医学教 を推進するととも などに取り組む大学を増 ＰＡ）の取組を行って ており、想定どおり達成。 大学のカリキュラム改革の進捗状況

育課・国立大学 に、大学の適切 加させる。 いる大学数 今後も引き続き、各大学の自主的な取組 に係る調査の公表（予定）等を通じ

法人支援課 を育成すること を促していくとともに、大学教育の新たな展 てこれらの取組を促進。（平成 16年
等によって、大 開などに対する各大学の取組を支援、促進 度）

学などにおける することも必要。 今後の大学教育の新たな改革課

教育研究の充実 題について、大学等への委託調査

を図る。 研究を行い、その調査結果の公表

等により各大学の取組を支援・促進

する「大学改革研究委託事業」を平

成１７年度予算案に計上。

大学におけるインターン ・大学におけるインタ ○大学におけるインターンシップ実施率につ ○大学への必要な経費の支援。（１

シップ(授業科目として位 ーンシップ実施率 いては、年々増加しており、概ね順調に進捗 ６、１７年度）

置づけられているものに 。今後、インターンシップを実施する大学を インターンシップフォーラムの内

限る。）の実施率を 5割 増加させるためには、大学に対する情報提 容等を紹介するとともに、インターン

以上とする。 供や必要な経費の支援を図ることが課題。 シップ実施状況調査の公表（予定）

を実施。

大学における教員の任 ・任期制を導入して ○「大学教員等の任期に関する法律」に基 ○各大学の任期制・公募制の取組

期制の導入や公募制の いる大学数及び全 づき任期制を導入している大学は、年々増 状況に関する調査を実施し、公表（

実施によって、教員の流 体に占める割合 加。公募制を導入している大学も増加傾向 予定）することを通じて、その導入を

動化を促進させる。 ・公募制を実施して にあり、想定どおり達成。今後も引き続き、各 促進。（平成 16年度）
いる大学数及び全 大学における任期制や公募制の導入を促す

体に占める割合 とともに、各大学の任期制・公募制の取組状 ○新たな指標については現在検討

況をより正確に把握するための指標等を検 中。

討する。

各大学等による自己点 ・自己点検･評価の ○平成１５年１０月現在、全大学のうち、６３１ ○各大学の自己点検・評価の実施

検・評価の実施及び実施 実施している大学数 校(９２％)が自己点検・評価を実施し、６１１校( 及び実施結果の公表に関する調査

結果の公表が 100%とな ・自己点検・評価 ８９％)がホームページ等で結果を公表して を行い、公表することを通じて、その

るよう促進するとともに、 の実施結果を公表 おり、約９割の大学では実施するに至ってい 取組みを促進。

大学評価・学位授与機構 している大学数 る。 ○平成１６年４月に認証評価制度を

によるすべての国立大学 ○平成１６年４月から、全ての国公私立大学 導入し、平成１７年２月現在、認証の

等に対する大学評価を について、文部科学大臣が認証した評価機 申請があった４評価機関を認証した

本格実施する。 関が定期的に評価を行う制度（認証評価制度 ところ。また、新たに導入された本制
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）を導入したところであり、大学評価・学位授 度については、円滑に実施していく

与機構は、この認証を受けて認証評価を実施 ことが重要であり、認証評価機関等

する。今後、この制度を円滑に実施していく により、認証評価制度におけるより

ことが必要。 質の高い評価の実施体制や方法等

の整備充実に関する調査研究を実

施。

診療に必要な基本的な ・共用試験トライアル ○臨床実習開始前の学生を、コンピュータ ○２１世紀の医療を担う良き医師・歯

知識、技能及び態度を に参加している学部 ーを用いた知識・問題解決能力を評価する 科医師を養成するため、全国医学

有する医師・歯科医師を 数 試験と診察技能や態度を評価する試験によ 部長病院長会議等を通じ、平成１７

養成するため、臨床実習 って、学生の基本的臨床能力を評価する大 年度からの本格実施に向けた共用

開始前に行う客観的か 学間共通の評価システムが開発され、現在 試験システムの定着を促した。

つ総合的な試験システム 第３回のトライアル（試行試験）に多数の大学

の定着を促す。 が参加しており、想定した以上に順調に進

捗している。

今後も引き続き共用試験システムの定着

を促していく。

第三者評価に基づく競 ・「２１世紀COEプロ ○平成１４年度に、「大学の構造改革」の一 ○２４大学２８拠点を採択（申請は、

争原理により、国公私立 グラム」の申請件数 環として、第三者評価に基づく競争原理によ １８６大学３２０件）し、１４年度に採択

大学を通じて、学問分野 ・「２１世紀COEプロ り、国公私立大学を通じて、世界的な研究教 した拠点の中間評価を実施。（１６年

別に、世界的な研究教 グラム」の採択件数 育拠点の形成を重点支援する「２１世紀 CO 度）

育拠点を形成し、国際競 Eプログラム」を創設。 競争的環境下における拠点形成

争力のある世界最高水 事業の制度（審査委員会、審査要項等）を の充実強化のため、中間評価を経

準の大学づくりを推進す 整備し、平成１４年度は、５０大学１１３拠点を た１４年度採択拠点に間接経費を措

る。各大学の戦略により、 採択（申請は、１６３大学４６４拠点）し、平成１ 置予定。（１７年度）

各大学の個性や特色の ５年度は、５６大学１３３拠点を採択（申請は、 ○現代社会の新たなニーズに応え

明確化が図られ、大学全 ２２５大学６１１拠点）しており、想定した以上 られる創造性豊かな若手研究者の

体の水準向上や活性化 に順調に進捗。 養成機能の強化を図るため、大学

を図る。 今後は、これらの拠点の中間評価等を通 院における意欲的かつ独創的な教

して、進捗状況の確認を行いつつ、引き続き 育の取組みを重点的に支援する（「

「２１世紀ＣＯＥプログラム」を推進し、大学全 魅力ある大学院教育」イニシアチブ

体の活性化を図っていく。 ）を創設できるよう、平成１７年度予

また、大学院における教育の課程の組織 算案に計上。
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的取組みに着目して、その実質化を図るた

めの重点支援事業も必要である。

大学教育の改善に資す ・「特色ある大学 ○平成１５年度に、大学教育の改善に資す ○「特色ある大学教育改革の支援」

る種々の取組のうち特色 教育支援プログ る種々の取組の中から国公私を通じた競争 事業として「特色ある大学教育支援

ある優れたものを選定し ラム」採択取組 的環境の下で、特色ある優れたものを選定し プログラム」、「現代的教育ニーズ取

、広く社会に情報提供を 数 (申請件数) 、広く社会に情報提供を行う「特色ある大学 組み支援プログラム」等を実施。

行うなどにより、高等教育 教育支援プログラム」を創設し、８０件を採択 また、選定された取り組みについ

の活性化の促進を図る。 し（申請は６６４件）ており、概ね順調に進捗。 て、事例集の発行及びフォーラムの

今後は、「特色ある大学教育支援プログラ 開催（北海道、東京、京都、福岡の

ム」の継続とともに、社会的要請の強い政策 ４会場）を通じて、社会に情報提供。

課題に対応した大学等の優れた取組を支援 （１６年度）

する「現代的教育ニーズ取組支援プログラム 「特色ある大学教育支援プログラ

」等を実施し、更なる高等教育の活性化の促 ム」、「現代的教育ニーズ取組支援

進を図る。 プログラム」等を引き続き実施すると

また、新たな社会的要請に対応した支援 ともに、教職員の教員面での改革に

策を実施するため、大学教育の一層の国際 資する海外派遣の取り組みを支援

化を推進する取組、全人的医療等を担いう する「大学教育の国際化推進プログ

る医療人の養成を目指す取組など、大学に ラム」及び地域医療等社会的ニーズ

おける特色ある優れた教育プロジェクトへの を踏まえた医療人教育の展開により

財政支援の対象を拡充させる必要がある。 、全人的医療等を担いうる医療人の

養成を目指す優れた取り組みを支

援する「地域医療等社会的ニーズ

に対応した医療人教育支援プログ

ラム」を創設できるよう、平成１７年度

予算案に計上。

○選定された取り組みの教育研究

活動状況の調査及び事後評価や優

れた取り組みの社会的情報提供等

を行うための改革支援第二係長１名

を措置予定。（１７年度）

専門職大学院制度の周 ・専門職大学院 ○専門職大学院制度は平成１５年４月１日に ○「法科大学院等専門職大学院形



23

知などを通じて同制度の の設置認可件数 円滑に施行されるとともに、平成１５年度に設 成支援プログラム」において、法科

円滑な導入を図り、高度 置認可を受けた１６年度４月開設の専門職大 大学院等専門職大学院における教

専門職業人の養成を推 学院数は、平成１５年度の専門職大学院数（ 育内容・方法の開発・充実等に取り

進する。 ８大学１０専攻）を大幅に上回る７６大学８３専 組む教育プロジェクトを国公私立を

攻であり、本制度創設の周知は十分に行わ 通じた競争的環境中で決定し、重

れたと考えることができる。 点的な支援を行い高度専門職業人

の養成を推進した。

大学の学部等の設置認 ・大学等の設置 ○平成１５年度からその一部が届出事項とな ○平成 15年までの取組みにより改
可に関し、従来は文部科 認可・届出の件 った公私立大学の学部等の設置の平成１４ 善された設置認可制度の的確な運

学大臣の認可が必要で 数 年度における認可申請件数が２１２件である 用を行う。なお、今後の運用に当た

あった事項の相当程度を のに対し、平成１５年度の認可又は届出件数 っては、平成 17年 1月中央教育
届出で可能とすることに は３７４件（うち届出は１８９件）であり、公私立 審議会答申「我が国の高等教育の

より、公私立大学の機動 大学の機動的・弾力的な組織改編が十分に 将来像」において、質保証の観点か

的・弾力的な組織改編を 行われた。 ら「設置認可の重要性と的確な運用

可能とする。 」について提言がなされたところ。

国立大学の法人化及び － ○国立大学の法人化に係る、関係法令の制 ○平成 16年 4月に全ての国立大
公立大学法人制度の創 定・改正など所要の整備を予定通り平成 15 学（ 89大学)が法人化。
設により、各大学の自主 年度中に実施し、今後は、制度の円滑な定 ○平成１６年度は公立大学法人１法

性・自律性を高め、国公 着を行うとともに、各大学の法人化のメリット 人が設立。

立大学の教育研究の活 を生かした教育研究の活性化や個性ある大 ○平成１７年度予算案においては、

性化を図る。 学づくりを支援。 各国立大学が行う法人化のメリットを

○公立大学法人制度の創設に係る、関係法 生かした取組み及び教育研究基盤

令の制定・改正など所要の整備を予定通り を支えるために必要な運営費交付

平成１５年度中に実施。 金を措置。

以上を踏まえ、概ね順調に進捗と判断。

○今後は、地方公共団体への制度趣旨の ○平成１７年度の設立に向けて準備

周知等を行うとともに、法人化を目指す地方 を進めている地方公共団体に対し

公共団体に対し、必要な助言・指導を行うこ て必要な助言・指導を行うとともに、

とが重要な課題であり、このために、各公立 制度趣旨の周知を図るため、全国６

大学の法人化等による改革への取組支援や ヶ所で、公立大学法人制度につい

各地方公共団体などとの連絡調整機能の充 て説明会を開催。

実のための体制整備が必要。
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○各国立大学の財務及び経営面に

ついて相談・助言等を行うため財務

経営専門官 1名を措置予定。また、
法人化を含めた公立大学の組織・

運営及び教育の振興に関する専門

的な指導等を行うための公立大学

専門官１名を措置予定。（ともに１７

年度）

学校法人制度の改善を － ○学校法人制度の改善の内容について、大 ○改正私立学校法の成立（平成 16
図ることにより、学校法人 学設置・学校法人審議会学校法人分科会の 年 5月公布）を受け、制度改正の趣
が課題に対して主体的・ 下に設けられた検討委員会の報告が平成 旨等の周知を通じ、平成 17年 4月
機動的に対応していくた 15年 10月に取りまとめられたことにより、制 からの新制度の円滑な導入を図っ

めの体制改善を行い、も 度改善の方向性を固め、私立学校法の改正 ている。

って私立大学の活性化 案を平成 15年度中に国会に提出しており、
を図る。 概ね順調に進捗と判断。

施策目標３－２ 大学などにおける教育研究基盤の整備

【主管課】 国立大学等施設 国立大学等施設研究整備５か ・国立大学等施設緊 ○「国立大学等施設緊急整備５か年計画」の ○５か年計画の所要経費として最大

大臣官房文教施 を重点的・計画 年計画に基づき、平成１７年度 急設備５か年計画の 整備目標の約６００万㎡に対し、平成１ 5年 約 16,000億円を見込んでおり、平
設企画部計画課 的に整備し、大 までに約６００万㎡の国立大学 達成状況 度までに約 329万㎡（ 55.1％）の整備を実 成 16年度予算において 1,433億
【関係課】 学などにおける 等の施設整備を重点的・計画 施している。整備対象別に見ると、「大学院 円（うち補正分 359億円）を確保。
高等教育局国立 教育研究基盤の 的に行う。 施設の狭隘解消等」（ 86.9％）、「卓越した ○また、平成１７年度予算案におい

大学法人支援課 整備を図る。 研究拠点等」（ 83.8％）、「先端医療に対応 ては、事業費ベースで 901億円を
・専門教育課・医 した大学附属病院」（ 72.0％）、「老朽化した 計上。
学教育課 施設の改善」（ 40.2％）となっており、「老朽

化した施設の改善」については当初想定し

た整備水準を下回っているものの、全体とし

ては大学の多様な教育研究活動を支える施

設環境基盤の整備・充実は概ね想定どおり

に達成。

今後は、必要な予算の確保に努めるととも

に、進捗に遅れが見られる「老朽化した施設

の改善」を一層推進していくことが必要。
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施設の効率的・弾力的利用を ・施設の効率的・弾 ○対象とする大学等すべてにおいて施設検

図るための施設検討委員会等 力的利用を図るため 討委員会等の設置を完了しており、想定ど

の設置などの体制づくりを推進 の体制づくりの整備 おり達成。

する。 状況

施設の効率的・弾力的利用を ・施設の効率的・弾 ○施設の効率的・弾力的利用に関する学内

図るための学内規定の整備を 力的利用に関する学 規定の整備は約 90％に達しており、想定ど
推進する。 内規定の整備状況 おり達成。

施策目標３－３ 意欲ある学生への支援体制の整備

【主管課】 教育を受ける意 学生が経済的な面で心配する ・基準適格申請者に ○奨学金を希望する学生が増加し、基準適 ○平成 16年度については、基準を
高等教育局学生 欲と能力のある ことなく、安心して学べるよう、基 対する貸与率 格者数も増加している中で、基準適格者に 満たす希望者全員に貸与できるよう

支援課 者がより多くこれ 準適格申請者に対する貸与率 対する貸与率が着実に改善。（ 3.9ポイント 、無利子奨学金及び有利子奨学金

を受けられるよう の改善に努める。 増の 93.7％へ改善） 合わせて適切な事業規模を確保し

奨学金の充実を 奨学金を希望する者がより多く ・貸与人員 奨学金を希望する学生がより多くこれを受 、充実を図った。（貸与人員 96万
図る。 これを受けられるよう、貸与人員 けられるよう、貸与人員を増員。（ 6万 9千 5千人（ 9万 9千人増））

の増員に努める。 人増の 86万 6千人へ増員） 平成 17年度予算案については
以上を踏まえ、想定どおり達成と判断。 、学生のニーズ等を踏まえ、事業全

今後とも、より多くの学生が経済的な面で 体で 7,510億円（ 690億円増）の
心配することなく、安心して学べる環境を整 事業費で、 103万 4千人（ 6万 9
備するため、基準適格申請者に対する貸与 千人増）の奨学生に奨学金を貸与

率を前年度より高めるられるよう、学生のニー 予定。

ズ等を踏まえ引き続き充実に努めていくこと 生活費等の動向を踏まえ無利子

とする。 奨学金の貸与月額を大学・大学院

学生生活費等の動向を踏まえ、 ・貸与月額の推移： ○学生生活費等の動向を勘案し、無利子奨 等で１千円増額。

学生が安心して学べるよう、貸 私立大学自宅外の 学金の貸与月額において大学・大学院等で

与月額の充実に努める。 場合 ２千円の月額増を行うことにより、学生の経済

的負担を緩和。

入学時の需要に対応するため、入学直後

の基本貸与月額に 30万円（有利子による
一時金）を増額して貸与する制度を創設。

以上を踏まえ、想定どおり達成と判断。

学生生活費等を踏まえた貸与月額を設定

しており、今後とも、適切に貸与月額の充実
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に取り組むこととする。

奨学金事業の原資となる奨学 ・口座振替制度の加 ○返還金回収業務を推進するため、口座振 ○口座振替制度について、新規返

生からの返還金を確実に回収 入率 替制度の加入率を着実に改善しており、想 還者は原則全員加入とし、未加入

するため、口座振替（リレー口座 定どおり達成と判断。（ 4.9ポイント増の 者に対して加入督促を行った。

）への加入を促進する。 75.2％へ改善）
確実な返還金の回収を図るため、引き続

き、口座振替制度への加入等を徹底するこ

ととする。

奨学金希望者及び大学等担当 ・奨学金申請システ ○奨学金申請システム（イクシス）の導入によ ○奨学金申請システム（イクシス）の

者の利便性の向上及び処理の ムの利用（参加）率 り、より多くの学校が活用（ 9.9ポイント増の 利用を各学校へ依頼し、参加校を

迅速化等のための申請手続の 70.5％の利用率）することで、奨学金の申請 増やした。

電子化を推進する。 手続が効率化を図っており、想定どおり達成

と判断。

○今後とも奨学金申請システム（イクシス）の

利便性の周知を行い利用の促進を図る必要

がある。

施策目標３－４ 特色ある教育研究を展開する私立学校の振興

【主管課】 私立学校の振興 学校法人の収入構成に占める ・大学法人の帰属収 ○学校法人の収入構成に占める寄付金収 ○平成１７年度税制改正において、

高等教育局私学 に向け、私立学 寄付金収入の割合を高める。 入における寄付金収 入、事業収入の割合は、微減又は横ばいと 寄附金控除の控除対象限度額の拡

部私学行政課 校における教育 入の割合 なっており、一部については想定どおりには 充等が実現されたことを受け、学校

【関係課】 研究条件の維持 学校法人の収入構成に占める ・大学法人の帰属収 達成できなかったが、学校法人は、厳しい経 法人に対し、各種会議等を通じ、そ

高等教育局私学 ・向上、経営の 事業収入の割合を高める。 入における事業収入 済状況の中ではあるが、教育研究基盤の維 の周知を図ることにより、外部資金

部私学助成課・ 健全性の向上を の割合 持・向上に努めているものと考えられる。 の導入、その他の経営改善のため

参事官 図る。 の取組を促進。

私立大学及び私立専門 ・私立大学等におけ ○私立学校における経常的経費に対する ○平成１７年度予算案において、私

学校における教育又は る経常的経費に対す 補助の増額、財務状況の公開の促進等によ 立大学等経常費補助については、

研究に係る経常的経費 る経常費助成の割合 り、私立学校の教育条件の維持向上や財政 対前年度 30億円増の 3,292億 5
に対する補助金の割合 の健全化に大きく貢献している。 千万円を、私立高等学校等経常費

を高めるために、経常費 私立大学の経常的経費に対する補助割 助成費等補助については、対前年

補助のより一層の充実を 合及び高等学校以下の私立学校の経常的 度 5億円増の 1,033億 5千万円を
図る。 経費に対する補助割合とも、予算は増額され 計上。

私立の小学校、中学校、 ・私立高等学校等に ており、一定の成果が上がっているが、今後
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高等学校、中等教育学 おける経常的経費に も私学助成の一層の充実を図っていく必要

校、盲学校、聾学校、養 対する経常費補助の がある。

護学校及び幼稚園の教 割合

育に係る経常的経費に

対する補助割合の向上

を図るなど、経常費補助

のより一層の充実を図る

。

財務状況を公開している ・財務状況を公開し ○財務状況を公開している文部科学大臣所 ○平成１７年度から財務情報の公開

文部科学大臣所轄学校 ている大臣所轄学校 轄学校法人の割合は、平成１１年度の 63.8 を義務化し、その趣旨を説明会や

法人の割合を高め、でき 法人の割合 ％から、平成１５年度には 95.9％となってお 指導通知を行うことにより徹底。

る限り１００％に近づける り、達成目標に概ね近づいている。今後は、 また、各種会議等を通じ、公開方

。 公開方法について各学校法人の実情に応じ 法について各学校法人の実情に応

た積極的な取組みを促していく必要がある。 じた積極的な取組を促進。

施策目標４－１ 基礎研究の推進

【主管課】 研究者の自由な 第２期科学技術基本計画の方 ・大学・大学共 ○国立大学・大学共同利用機関等における ○国立大学・大学共同利用機関等

研究振興局基礎 発想に基づく基 針に沿って、基礎研究について 同利用機関等に 基礎研究関連予算（競争的資金は含まない における独創的・先端的な基礎研

基盤研究課 礎研究を幅広く 一定の資源を確保する。 おける独創的・ ）は、最近 5 ヵ年において着実に確保されて 究を着実に推進するため、平成 16
【関係課】 、着実に、かつ 先端的基礎研究 おり、第２期計画科学技術基本計画におけ 年度予算において所要額を運営費

研究振興局学術 究成果や、新た の推進 る「基礎研究について一定の資源の確保」の 交付金として適切に措置した。また

研究助成課・学 なブレークスル 目標を達成している。 、 17年度予算案においても所要額
術機関課 ーをもたらす優 を運営費交付金として適切に確保し

れた研究成果を ている。

生み出す。 第２期科学技術基本計 ・競争的研究資 ○平成 15年度において予算拡充につとめ ○各競争的資金制度における予算

画の競争的資金の倍増 金予算額（文部 たものの、平成 15年度における文部科学省 を拡充した。（ 16年度予算 82,453
を目指すとの方針に沿っ 科学省分） 関連の競争的資金予算額 271,386 （百万 百万円）

て、基礎研究を推進する 円）と平成 12年度比１．１倍増となり、第２期 平成 17年度予算案における文
ための競争的資金（科学 科学技術基本計画に基づく平成 12年度か 部科学省関連の競争的資金

研究費補助金及び戦略 らの５年間で倍増という目標に対して、平成 は 360,865 百万円と平成 12年
的創造研究推進事業）の 15年度に想定したとおりに達成しているとは 度比約１．５倍増となる。

拡充に努める。 いえず、今後は、第二期基本計画における

倍増目標を引き続き目指しつつ、競争的環
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境の整備に向けた動きを定着させることが課

題。

優れた研究成果が生み出され － ○科学研究費補助金においては、第一線の ○科学研究費補助金においては、

活用されるよう、間接経費の拡 研究者によるピア・レビューの仕組みを導入 間接経費の拡充、プログラムオフ

充等、競争的研究資金の制度 し、公正な審査・評価を実施している。ピア・ ィサーの充実を図るとともに、計

改革を進める。 レビューの具体的方法は「評価ルール」とし 画的な日本学術振興会への移管、

て定められホームページ掲載等により公表し 独立した配分機関におけるよりき

ており、また、中間・事後評価の結果を一般 め細かな審査・評価体制の構築に

に公開するなど、透明性を確保している。ま それぞれ努めている。

た、プログラムオフィサーの充実や繰越明許

費への登録、応募資格の拡大等制度改革を

着実に進めている。なお、間接経費の拡充

については、平成 13年度以降、規模の大き
な研究種目から順次導入を図ってきている

が、未だ全研究種目に導入されるまでに至

っていない。

○科学技術振興機構が実施する戦略的創 ○科学技術振興機構が実施する戦

造研究推進事業においては、研究領域毎に 略的創造研究推進事業では、研究

事前、中間、事後評価を行っており、その評 機関への委託研究費 30％の間接
価結果により予算配分や研究体制の見直し 経費に加え、間接経費に準ずる研

を行うなどその体制整備は着実に進んでい 究環境経費の拡充に努めるとともに

る。さらに、間接経費については、研究機関 、研究評価においても、国内外の科

への委託研究費の 30％に加え、間接経費 学技術動向の調査・分析等を行う研

に準ずる研究環境経費をH15年度より導入 究開発動向センターが研究領域の

し、間接経費相当経費として予算措置を行 事前評価等に加わることでより一層

ったところである。 の透明性確保に努めている。

競争的資金のさらなる拡充が今後の課題

であり、また、競争的資金の効果を最大限に

引き出すために、科学技術基本計画及び「

競争的研究資金制度改革について（意見）」

方針を踏まえ、透明性の高い評価の実施、

間接経費拡充など、引き続き制度の諸改革
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を行う。

施策目標４－２ ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進

【主管課】 ライフサイエンス タンパク質の全基本構造 ・タンパク質構造 ○平成 14年度に「タンパク３０００プロジェク ○タンパク３０００プロジェクトにおけ

研究振興局ライ 研究を戦略的・ の 1/3 （約 3000種）以 解析数 ト」を創設。本プロジェクトにおけるタンパク質 る研究開発は順調に成果を創出し

フサイエンス課 重点的に推進す 上の構造及び機能を解 ・タンパク 3000 の構造解析は平成 16年 3月までで、 1192 ていることから、引き続き研究開発を
【関係課】 ることにより、革 析し、解析結果の特許化 プロジェクトにお 個（うちタンパク質の公的なデータベースで 推進する。中間評価の結果を踏まえ

研究振興局基礎 新的な創薬・医 を図る。 ける、特許出願 ある PDBへの登録数は 902個）にのぼっ て、プロジェクトにおけるさらなる成

基盤研究課 療技術及び食料 数 ており、年度当初想定していた構造解析数 果の拡大を図るために、知財獲得

や環境問題への 734個という目標に照らし、順調に進捗して や産学連携、解析ターゲット及び技

対応のための基 いる。また生命活動に関する数々の重要な 術開発等に係るプロジェクト内の連

盤技術を開発し タンパク質の機能解析を実施し、科学的にも 携等を促進する。

、ゲノム情報を活 優れた成果を上げており、国内外で 208(平 得られた成果を創薬等に応用す

用した創薬や個 成 16年 5月時点）の特許出願がなされると る基盤作りに着手するため、必要な

人にあった医療 ともに、合計 1652報（平成 16年 5月時点） 予算を確保。
等を実現し、活 のプロジェクトの成果に関わる論文が発表さ

力ある経済社会 れていることから、概ね順調に進捗している。

の創造に資する 今後はそれらの得られた優れた成果を創

。 薬等に応用し、国民の健康を通じて社会へ

の貢献を行うためのより具体的な施策の実

施が必要となる。平成 16年度に中間評価を
実施する予定であり、中間評価の結果を踏

まえた適切な対応が必要。

ライフサイエンス研究の － ○平成１５年度に「ナショナルバイオリソース ○平成 16年度中に実施した中間
基盤となる生物遺伝資源 プロジェクト」を創設。実施機関における体制 評価の結果を踏まえ、各中核機関

（バイオリソース）及びそ の整備もほぼ終わり、生物遺伝資源の収集 において、２０１０年に世界最高水準

のゲノム情報について、 は着実に実施されており、達成目標につい を達成するため、 ライフサイエンス

戦略的に開発・収集・保 ては、概ね順調に進捗している。 研究の基盤となる生物遺伝資源（バ

存・提供を行う体制を確 今後は、国内外の連携、知的財産権の扱 イオリソース）及びゲノム情報につい

立する。 い、情報提供体制の整備等を強化する必要 て、国として戦略的に整備する必要

がある。平成 16年度に中間評価を実施する があるものについて着実に収集等を
予定であり、中間評価の結果を踏まえた適 実施していく。

切な対応が必要。 情報提供体制については、知的
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財産権、国際化を視野に入れて、ゲ

ノム解析等により、研究者のニーズ

に合わせたより付加価値の高いリソ

ースの研究開発を行うとともに、デ

ータベースの構築・整備を行い、一

層の強化を図る。

基礎研究の成果を実用 － ○平成１４年度に「 21世紀型革新的先端ラ ○本プロジェクトの課題の多くが、大

化につなげていくための イフサイエンス技術開発プロジェクト」を創設 規模なプロジェクトに発展、引き続き

実施体制や支援体制を 。平成 14年度に公募を行い採択した研究 研究が進められていること等により、

整備し、基礎研究成果の 課題を、平成 15年度も引き続き推進した。 平成 16年度に実施した中間評価
臨床応用への橋渡し研 基礎研究成果の臨床応用への橋渡し研究（ における評価結果は「本プロジェクト

究（トランスレーショナルリ トランスレーショナルリサーチ）や最先端の解 は、新たな領域を切り拓く課題を先

サーチ）や最先端の解析 析機器開発に向けた研究開発が着実に実 導的に進めるプロジェクトとして、一

機器開発を推進するなど 施されており、達成目標については、概ね順 定の成果を上げたと言える。そのた

により、革新的な成果を 調に進捗している。 め、本プロジェクトは終了することと

創出する。 平成 16年度に中間評価を実施する予定 する」であった。この評価結果を踏ま

であり、中間評価の結果を踏まえた適切な対 え、１６年度でプロジェクトを終了。

応が必要。

対象とする疾患について － ○平成 15年度に「個人の遺伝情報に応じ ○引き続き、適正なインフォームドコ

30万人規模のサンプル た医療の実現プロジェクト」を創設。血液サン ンセントの取得に基づき、サンプル

及び臨床情報を収集す プル及び臨床情報の収集・保管・管理のた 及び臨床情報を収集・蓄積している

るとともに、ＳＮＰ（一塩基 めの設備整備を完了し、試料収集に係るイ 。なお、平成 17年 1月より、収集さ
多型）の解析を実施し、 ンフォームド・コンセントの取得を開始した。 れた研究資材の提供に着手した。ま

個人個人にあった予防・ インフォームド・コンセントの取得状況は概ね た、倫理面における検討の充実の

治療を可能とする医療の 順調であり、また当該プロジェクトについて周 為、プロジェクト内において生命倫

実現に資するための基 知、理解促進を図るためのシンポジウム等、 理に関する有識者から構成される

盤を整備する。 広報活動も活発に実施している。倫理面に ELSI （ ELSI;Ethical, Legal and
おける配慮についても十分に議論を重ねて Social Issues)委員会を設置した。
おり、達成目標の実現に向け、概ね順調に ライフサイエンス委員会等の評価を

進捗している。収集された試料のうち、筋萎 踏まえ、平成 17年度より、収集され
縮性側索硬化症(ALS)についてＳＮＰタイピ たサンプル及びＳＮＰ解析技術を活

ング、また薬理遺伝学解析研究のため免疫 用した疾患関連遺伝子研究に着手
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抑制剤の副作用発現に係るＳＮＰについて する予定。

機能解析を開始したところ。 平成 17年度中に中間評価を実施｡
再生医療の実現のため － ○平成 15年度に「再生医療の実現化プロ ○整備した研究用バンクより臍帯血

に必要な幹細胞利用技 ジェクト」を創設。研究用幹細胞バンクの整 の提供を開始し、研究者支援の加

術等を世界に先駆けて 備や幹細胞を用いた新規治療法の開発に 速を図っている。幹細胞動員・分離

確立し、その実用化を図 資する研究課題が概ね順調に進捗。今後と ・培養技術の向上、マウスなどで得

る。 も着実に推進していくことが必要。 られた細胞分化に関する操作技術

等のサルやヒトの細胞への応用、幹

細胞移植や細胞増殖因子を活用し

た治療技術について研究を進めて

いる。平成 17年度中に中間評価を
実施。

実際の生体や細胞を用 － ○平成 15年度に「細胞・生体シミュレーショ ○引き続き、実際の生体や細胞を
いて実施している薬剤応 ンプロジェクト」を創設。実施機関を選定する 用いて実施している薬剤応答解析・

答解析等を、先端生命 とともに、測定機器類の設置等のインフラ整 動物試験等を、生命情報技術・先

情報技術等によってシミ 備を行い、ゲノム解析等によって得られた膨 端イメージング技術によってシミュレ

ュレーションするプログラ 大なデータを活用して創薬の開発に利用す ーションするプログラム開発を実施

ムを開発する。 るための研究開発に着手すると共に、研究 する。

を統括する統括マネージャーの下、各機関 また、シミュレーションプログラムを

の連携を図っており、概ね順調に進捗してい 開発することを通じて、医学・工学・

る。 バイオインフォマティクスの融合化研

今後は平成 15年度で整備されたインフラ 究を推進する。
及び研究体制をもとに、主目的であるシミュ なお、平成 17年度に中間評価を
レーション開発の更なる加速を図ることが重 実施する予定。

要。

高齢者が健康で幸福な － ○平成 15年度に「光技術を融合した生体機 ○平成 16年度以降も計画に沿って
生き方を実現できることを 能計測技術の研究開発プロジェクト」を創設。 装置の試作等を行い、トレーサー技

目標に、がんなどをごく 要素技術開発等を実施した。計画に沿ってデ 術の開発、スクリーニング技術の開発

初期の段階で発見、早 バイス開発や装置の基礎設計、試作を行うなど 、 PET高度化技術の開発を着実に
期治療を可能とするレー 、研究は概ね順調に進捗している。平成 16年 実施する。

ザー技術、分子バイオ技 度以降もこれまでの成果をもとに、トレーサー 平成 17年度中に中間評価を実
術、ポジトロン CT （ PET 技術の開発、スクリーニング技術の開発、 PET 施。
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)などの光技術を融合し 高度化技術の開発を推進する。

た診断・検診技術等を開

発する。

国家的・社会的要請の高 － ○国家的・社会的要請の高い脳、ゲノム、免 ○平成 16年度以降も、国家的・社
い脳、ゲノム、免疫・アレ 疫・アレルギー研究やバイオインフォマティク 会的要請の高い各分野の研究を引

ルギー研究やバイオイン ス研究等の分野については、理化学研究所 き続き積極的に推進していくとともに

フォマティクス研究等の や科学技術振興機構の独立行政法人等に 、世界の動向を踏まえ、必要に応じ

分野において、基礎的・ おいて、新たに設定された中期目標のもとで 適切な研究の見直しを行う。

先導的な研究を推進す 重点的に研究開発が推進されており、概ね

る。 順調に進捗している。これまでの成果や国際

動向の変化をふまえつつ、外部評価等によ

り重点化を図りながら、国家的・社会的要請

の高い各分野の研究を引き続き積極的に推

進。

施策目標４－３ 情報通信分野の研究開発の重点的推進

【主管課】 先端的な情報科 大学等における情報通 － ○平成１５年度は、例えば超小型大容量ハ ○本評価結果を受けて、平成１６年

研究振興局情報 学技術の研究開 信技術のうち、実用化が ードディスクの開発については、１５０ギガビ 度も引き続き左記のプロジェクト研

課 発及び研究開発 期待できる技術（モバイ ット／平方インチ級の世界最高の記録密度 究を推進中。また、平成１６年８月に

に関する情報化 ル、光、デバイス）等につ を持つ磁気記録媒体の試作を行うとともに、 実施した本研究開発の中間評価の

を推進する。 いて重点投資を行い、プ 光・電子デバイスの開発については、量子暗 結果に基づき、一部の課題につい

ロジェクト研究として推進 号通信に必要な、単一光発生器の開発に世 ては進め方を見直し、成果を挙げて

し、プロジェクト研究成果 界で初めて成功するなど、一部を除き、順調 いる課題に予算を重点配分すること

の実用化・企業化を目指 に進捗しており、情報科学技術の研究開発 とした。

す。 が着実に推進されている。

観測実験・シミュレーショ ・スーパーＳＩＮＥＴのノ ○スーパー SINETについては、ノード（接 ○スーパーＳＩＮＥＴについては、平

ン等で大容量のデータを ード数（接続拠点） 続拠点）を平成１６年３月までに２８機関にお 成１６年度中に新たに１大学、１国立

扱い、超高速・広帯域の いて整備しており、順調に進捗している。情 試験研究機関にノードを整備。平成

ネットワークを必要とする 報通信分野の研究開発を推進するという観 １７年度も引き続き、運営体制の充

高エネルギー・核融合科 点から、引き続き、その整備の充実と活用を 実等により、活用の推進を図る。

学をはじめとする先端分 推進していくことが必要。

野の研究を一層推進す

るため、先端的研究機関
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を最速 10Gbpsの回線
で接続するスーパー

SINETのノード（接続拠
点）数を 28機関におい
て整備し、さらに順次拡

充する。

世界最高水準の高度情 － ○研究初年度の平成１５年度は、例えば組 ○「情報科学技術に関する研究開発

報通信システム形成のた み込みソフトウェアの設計作業を UML （統 の推進方策」(平成１４年６月科学

めの鍵となるソフトウェア 一モデリング言語）により支援し、設計作業 技術・学術審議会研究計画・評価

開発を実現させ、いつで 結果の形式的整合性の検査とテスト実行を 分科会決定)等に沿い、平成１６年

もどこでも誰でも安心して 行うツールのプロトタイプを構築するなど、概 度も当初計画通りに研究開発を実

参加できるＩＴ社会の構 ね順調に進捗しており、情報科学技術の研 施。なお、平成１７年の夏に中間

築に資する。 究開発が着実に推進されている。 評価を実施することとしている。

分散したコンピュータを － ○研究初年度の平成１５年度は、グリッド基 ○「情報科学技術に関する研究開発

高速ネットワークで結び、 盤ソフトウェアに必要とされる基本的機能の の推進方策」(平成１４年６月科学

百テラフロップス級の計 概念設計とプロトタイプ開発をするなど、概 技術・学術審議会研究計画・評価

算処理能力を持つグリッ ね順調に進捗しており、情報科学技術の研 分科会決定)等に沿い、平成１６年

ド・コンピューティング環 究開発が着実に推進されている。 度も当初計画通りに研究開発を実

境を構築し、産学官連携 施。なお、平成１７年の夏に中間

の推進や、ナノ分野等他 評価を実施することとしている。

分野と情報通信分野との

連携の下で行う融合領

域研究を進展させること

により世界水準の高速コ

ンピューティング環境の

実現を目指す。

施策目標４－４ 環境分野の研究開発の重点的推進

【主管課】 地球温暖化、水 ARGO計画に基いたフ ・ＡＲＧＯ計画による ○ＡＲＧＯ計画については、国際連携の下で ○ＡＲＧＯ計画については、第９回

研究開発局海洋 循環、資源循環 ロートの展開を実現し、 データ取得数 の観測機器（中層フロート）の展開数が米国 ＡＲＧＯ計画推進委員会を開催し，

地球課 、有害化学物質 海洋データを全地球規 に次いで世界 2位の寄与度である。 関係機関連携の下で事業を推進（１

【関係課】 等の地球環境問 模で収集する。人工衛星 人工衛星からの地球観測のうち、環境観 ６年度）。引き続き目標達成に向け

研究開発局宇宙 題は、我々人類 からの地球観測により、 測技術衛星（ＡＤＥＯＳ‐Ⅱ）の地球観測運用 て研究開発を推進（１７年度）。
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開発利用課 の社会生活と密 地球変動予測に不可欠 を断念したが、取得したデータについて最大 地球観測の基盤整備を促進し、

接な関連を有し な観測データを取得する 限の活用を図っている。陸域観測技術衛星（ 国として直接的かつ具体的な政策

、重大な影響を 。これらの観測により、国 ＡＬＯＳ）及び温室効果ガス観測技術衛星（ 誘導を行うために、地球観測衛星開

及ぼす恐れがあ 際的な地球観測の枠組 ＧＯＳＡＴ）の開発並びに改良型高性能マイ 発費補助金を創設（１７年度）。また

ることから、総合 である IGOS （統合地球 クロ波放射計（ＡＭＳＲ‐Ｅ）の運用について 、宇宙開発委員会の下に地球観測

科学技術会議の 観測戦略）の活動を通じ は概ね順調に進められている。 特別部会を設置し、今後１５年程度

環境分野推進戦 た地球環境観測体制の 以上のことから、進捗状況にやや遅れが の地球観測衛星計画を検討中。衛

略を受け、その 強化を図る。 見られる。 星の総点検、及び信頼性向上への

現象を科学的に 今後は、「みどりⅡ」が担ってきた先進性の 取り組みを集中的に実施（１６年

解明し、適切な 高い観測能力を継続的に補完、強化し気候 度）。

対応を図るため 変動予測モデルの向上及び気候の短期・中 第２回地球観測サミットを平成 16
の研究開発を推 期予報精度の改善に資することを目標とした 年４月に東京で開催（１６年度）。ま

進する。 研究開発に取り組む必要がある。 た，平成 17年２月の第３回地球観
G8エビアン・サミットや第１回地球観測サ 測サミットにおいて採択された地球

ミットなど、全世界をカバーする地球観測の 観測 10年実施計画への貢献を目
実現に対する国際社会からの要請が高まっ 指し，技術開発・観測研究等を行う「

ており、全地球観測システムの構築のため我 地球観測システム構築推進プラン」

が国からの国際貢献を推進する必要がある を創設（１７年度）。さらに，科学技術

。 ・学術審議会研究計画・評価分科

会の下に地球観測推進部会を設置

し（１６年度），関係府省・機関連携

の下，我が国の地球観測の推進に

関する所要の調査審議を実施予定

（１７年度）。

南極地域観測第Ⅵ期 5 － ○南極・ドームふじ観測拠点における試験 ○南極観測を継続させるため、厳し

カ年計画に基づき、南極 掘削を目標としており、試験掘削を行い順調 い財政状況の中で、「しらせ」後継

地域観測事業を推進し、 に稼働していることから、概ね順調に進捗と 船を平成１７年度から５年計画（平成

地球温暖化、オゾンホー 判断。 ２１年度完成）で建造し、平成２０年

ル等の地球規模での環 なお、平成２０年に、現在の南極観測船「 度の観測については、代替輸送手

境変動の解明に向けた しらせ」及びヘリコプターが退役するため、切 法を用いて観測を継続する。

研究・観測を行う。 れ目なく南極地域観測を継続させるために また、ヘリコプター後継機１機を製

は、「しらせ」後継船及びヘリコプター後継機 造開始（１６年度）。安全な輸送体制
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を早期に就役させ、平成２０年度以降の観測 を確保するため２機目の製造を目指

体制の実現を図る必要がある。 す（１８年度）。

（南極地域観測は、昭和 51年に統合推進
本部が定めた「南極地域観測事業の将来計

画基本方針」に基づき、５カ年を１単位とする

観測計画を策定）

地球温暖化等に関する － ○10kmメッシュ全球モデルの開発に不可欠 ○平成 16年度は、地域的、時間的
精度の高い予測を実現 な各要素過程の組み込みのための（地域的 に限られたサブシステムモデルの更

することを目的として、約 、時間的に限られた）サブシステムモデルの なる改良を図った。各モデルのパラ

10 ｋｍメッシュスケール 開発が進むとともに、60kmメッシュの高解像 メタリゼーションの一層の高度化を

の全球大気･海洋各モデ 度結合モデルの開発に向けて、一段分解能 図るとともに、各個別プロセスのフィ

ル及び高解像度結合モ の低い120kmメッシュの大気・海洋モデル結 ードバック効果等全球モデルの開

デルを開発する。 合を進めた。また、大気モデル及び海洋モ 発に重要なサブシステムの開発を

デルを地球シミュレータ上で駆動させ、その 進めた。（１６年度）

パフォーマンスの改良を行っており、概ね順 引き続き目標達成に向けて研究

調に進捗している。 開発を推進。（１７年度）

今後は、地域的、時間的に限られたサブ

システムモデルの更なる改良により、各モデ

ルのパラメタリゼーションの一層の高度化を

図るとともに、各個別プロセスのフィードバッ

ク効果等全球モデルの開発に重要なサブシ

ステムの開発、改良を進めることが必要。

世界最高の計算処理速 － ○平成14年3月から本格的運転を開始した ○高精度プログラムの開発の一環と

度を有する地球シミュレ 地球シミュレータはコンピュータの性能評価 して、平成16年度より連結階層シミ

ータ（最大性能 40 Ｔ 用プログラムによる試験において35.86Tflops ュレーション研究開発に着手。（１６

flops ）を平成 13年度に の世界最高性能を達成しており、平成15年 年度）

開発し、高精度の地球環 には「21世紀の偉業賞」等を受賞した。さら 引き続き目標達成に向けて研究

境変動のシミュレーション に、地球変動予測については、地球シミュレ 開発を推進。（１７年度）

を実現するため、平成 ータが持つ世界最高性能を十分活かすこと

18年度までに、全球大 のできる高精度プログラムの開発を進めてお

気・海洋各モデル等を用 り、概ね順調に進捗している。

いたシミュレーションを世 今後は、地球環境予測研究等で開発して



36

界最高レベルの速度で いる地球変動予測研究の代表的な分野に

駆動させるためのプログ おける大規模シミュレーションを、地球シミュ

ラムを開発する。 レータ上でさらに効率よく計算できる高精度

プログラムを開発。

大学･研究機関の英知を － ○ＲＲ２００２「人･自然･地球共生プロジェクト｣ ○｢人･自然･地球共生プロジェクト｣に

結集し、各種観測データ における温暖化ミッションとして、平成14年度に おける温暖化ミッションとして、研究開

を集約することにより、気 ４つの研究開発課題を設定し，研究開発実施 始後３年目である平成16年9月に中間

候変動に関する政府間 機関を公募し、６件の主管研究実施機関を選 評価を実施した。地球シミュレータの

パネル(IPCC)における 定した。15年度は温暖化予測実験の開始に向 特色を生かし、異なる解像度・機能で

第 4次評価報告書に寄 けたモデル開発・改良が順調に進んだ。平成1 のモデル開発を着実に進め、ＩＰＣＣ

与できる精度の高い温暖 6年3月には平成15年度研究成果報告会を開 第４次評価報告書への寄与という目

化予測を目指して｢日本 催し進捗状況の講評を行ったところであり，研 標に良く対応、特に１６年度に入って

モデル｣（大気海洋結合 究開発は順調に進められている。 から７月までの間には顕著な進捗が、

モデルの高度化、地球 今後は、中間評価を行うとともに、 IPCC 見られている等の高い評価を得た。ま

温暖化予測統合モデル の研究成果報の普及に努める必要がある。 た、IPCCに向けて研究成果をとりまと

の開発、高精度・高分解 め，研究成果報告会の開催等により

能気候モデルの開発）を 成果の普及に努めた。（１６年度）

開発する。 引き続き目標達成に向けて研究開発

を推進。（１７年度）

日本を中心としたアジア･ － ○RR2002「人・自然・地球共生プロジェクト」に ○「人・自然・地球共生プロジェクト」

モンスーン地域における おける水循環変動予測ミッションとして、既に実 における水循環ミッションとして、研究

陸水循環過程の解明に 施中の課題に対しアジア地域等の水環境改善 開始後３年目の平成16年9月に中間

向け、各研究機関が共 の観点の成果を補完するための研究開発課題 評価を実施した。アジア・モンスーン

同で高解像度の水循環 として「水資源管理システムの開発」を追加設 地域における水循環予測モデルを開

モデルを開発する。 定し，研究開発実施機関を公募し、２件の，主 発することにより、水資源・水災害の予

管研究実施機関を選定した。また、水循環変 測や化学・生物汚染防止も含めた十

動モデルの素過程のモジュール開発を実施す 分かつ良質な水資源の確保を目指す

るとともに，水収支をシミュレーションするため など、予測から問題解決型の視点ま

に必要な0.1度メッシュのデータ整備にもGIS取 で幅広くとらえ、適切に計画されてお

り組んだ。さらに、平成16年 3月には，平成 15 りほぼ順調に進捗、特に従来の欧米

年度研究成果報告会を開催し進捗状況の講 モデルが適応できないアジア地域の

評を行ったところであり、研究開発は概ね順調 モデル化の取り組みは先駆的・独創
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に進捗している。 的である等高い評価を得た。また、研

今後は、中間評価を実施、研究成果の普 究成果報告会の開催等により，成果

及に努める必要がある。 の普及に努めた。（１６年度）

引き続き目標達成に向けて研究開発

を推進。（１７年度）

「持続型経済社会」の実 － ○リーディングプロジェクト「一般・産業廃棄 ○「一般・産業廃棄物・バイオマスの

現に向けて、都市・地域 物・バイオマスの複合処理・再資源化プロジ 複合処理・再資源化プロジェクト」と

から排出される廃棄物･ ェクト」として、大学、研究機関、民間企業に して、研究成果報告会の開催等に

バイオマスの無害化処理 よる研究グループを形成し、産学官連携によ より、成果の普及に努めるとともに、

と再資源化（原料化･燃 る研究開発を実施しており、概ね順調に進 要素技術やシステム開発等の研究

料化）に関する技術開発 捗していると判断。 開発を推進。さらに、「モデル事業」

を行うとともに、その実用 今後は、プロジェクトの適切な進捗が図ら として、エネルギー変換効率の従来

化と普及を目指して、要 れるよう中間評価を実施予定。。 方式に比した向上を目指し、実証実

素技術、影響･安全性評 験を実施。(１６年度)

価及び経済･社会システ 引き続き目標達成に向けて研究

ム設計に関する研究開 開発を推進するとともに、研究開始

発を産学官の連携・協力 ３年目である平成１７年度中に中間

により行う。 評価を実施予定。 （１７年度）。

施策目標４－５ ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の重点的推進

【主管課】 ナノテクノロジー 分野別バーチャルラボに － ○分野別バーチャルラボについては、平成１ ○科学技術振興機構の戦略的創造

研究振興局基礎 に関して、我が よって１０～２０年後の実 ４年度に、科学技術振興事業団（現科学技 研究推進事業の活用により、「ナノテ

基盤研究課 国における産学 用化・産業化を展望した 術振興機構）において、①ナノテクノロジー クノロジー分野別バーチャルラボ」と

官の英知を結集 挑戦的な研究に関して に関する１０の研究領域を設定、②各研究領 して研究を引き続き推進（１４年度～

した戦略的な取 研究者の緊密な連携の 域の研究総括を選定、③各研究領域の研究 ）。また、研究者間の交流の一層の

組を行うとともに 下に効果的な研究を行う 者の公募を実施し、採択されたトップレベル 促進を図るため、各研究領域毎の

、物質・材料に 。 の研究者の緊密な連携の下に１０～２０年後 会議を引き続き開催するとともに、全

関して重点的に の実用化・産業化を展望した効果的な研究（ ての領域から研究者が参加する合

発を進め、世界 チーム型研究８３課題・個人型研究１９課題） 同シンポジウムを開催。

に先駆け技術革 を開始した。平成１５年度においては９４４件

新を先導する。 の論文掲載があるなど、着実にその成果が

出てきている。また、ナノテクノロジーは研究

動向が激しく変化している分野であるため、



38

平成１５年度は、５件新規採択して短期集中

かつ重点的な取り組みを開始するなど、研

究の変化に応えており、概ね順調に進捗し

ている。

ナノテクノロジーとバイオ － ○平成１５年度は、「ナノテクノロジーを活用 ○経済活性化のための研究開発プ

テクノロジーの融合によ した人工臓器の開発」の事業を開始し、生体 ロジェクトとして、「ナノテクノロジーを

って、生体適合材料等を 適合材料等の開発に着手した。また、医学 活用した人工臓器の開発」を引き続

開発し、人体の機能を代 応用・産業化に向けた企業との連携をとる医 き実施。

替・補助する医療用機器 工連携の研究体制を整備するなど、概ね順

を創製するとともに、国際 調に進捗している。

的な医療産業における

競争力の強化を図る。

2010年頃に訪れると予 － ○平成１５年度は「ナノテクノロジーを用いた ○経済活性化のための研究開発プ

想されるシリコン電子デ 新しい原理のデバイス開発」の事業を開始し ロジェクトとして、「ナノテクノロジーを

バイスの微細化の限界を 、バイオテクノロジーと半導体ナノテクノロジ 活用した新しい原理のデバイス開発

打破するため、より小型、 ーの本格的融合によるバイオナノドットを利 」を引き続き実施。

より高速、より省電力の新 用したメモリデバイスの開発に着手した。現

原理のデバイスをバイオ 在までに、バイオの側面では、バイオナノドッ

テクノロジーを利用した ト内包の組換体かご状タンパク質の供給体

新原理プロセスを用いて 制を確立し、ナノ粒子の基板上高密度配列

世界に先駆けて開発し、 に成功した。半導体の側面ではメモリ作製の

ＩＴ分野において世界を 基礎技術開発に成功するなど、概ね順調に

先導することを目指す。 進捗している。

広範な科学技術分野の － ○平成１５年度は、「次世代の科学技術をリ ○経済活性化のための研究開発プ

研究開発に資するととも ードする計測・分析・評価機器の開発」の事 ロジェクトとして「次世代の科学技術

に、産業の技術革新のた 業を開始し、新たな方式の核磁気共鳴の開 をリードする計測・分析・評価機器の

めの基盤技術として重要 発に着手した。その他、試料作製法の開発 開発」を引き続き実施。

な、世界最先端のナノ計 やアプリケーションの開発なども並行して行

測、分析、評価機器を開 っており、概ね順調に進捗している。

発する。

ナノテクノロジー総合支 － ○ナノテクノロジー総合支援プロジェクトにつ ○「ナノテクノロジー総合支援プロジ

援プロジェクトの一環とし いては、放射光グループ（ SPring-8 、立命 ェクト」により、外部研究者に対する
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て、大型・特殊施設・設 館大学）、極微細加工・造形支援グループ（ 大型・特殊施設・設備の提供及び技

備の共同利用の促進を 産総研、東工大、早大、広島大、大阪大）、 術支援等、並びにメールマガジンの

行い、また、情報収集・ 超高圧透過型電子顕微鏡グループ（物材機 配信やシンポジウムの開催等による

発信及び研究者の交流 構、東北大、大阪大、九大）、分子・物質総 ナノテクノロジーに関する情報収集・

促進を図り、総合的に研 合合成・解析グループ（自然科学研究機構、 発信等を引き続き実施。

究活動を支援することを 京大、九大）各グループによる大型・特殊施

通じて、我が国における 設・設備の共用を行っている。各支援機関に

ナノテクノロジーを戦略 よる技術的支援等を含めた共同利用が活発

的に推進する。 に行われており、我が国のナノテクノロジー

の戦略的推進に貢献している。平成 15年
度の、本支援事業が関連した研究発表も

1000件（論文、誌上、口頭の合計）を超えた
ことからも本事業が概ね順調に進捗してい

る｡

また、ナノテクノロジー総合支援プロジェク

トセンターにおいてナノテクノロジーに関する

情報を掲載したホームページ公開、最新の

動向紹介などからなるメールマガジンの配信

等インターネットを活用したシステムを構築

するとともに、延べ参加者数１７００人あまりを

数えた「第２回ナノテクノロジー総合シンポジ

ウム」を開催するなどナノテクノロジーに関す

る情報収集・発信、研究者の交流促進を図

っており、総合的な支援を通じたナノテクノロ

ジー研究の戦略的な推進に貢献しているこ

とから、概ね順調に進捗している。

強度２倍かつ寿命２倍の － ○超鉄鋼研究については、 650℃石炭火 ○超鉄鋼研究については、独立行

超鉄鋼材料技術を実現 力発電用材料として、高強度でしかも水蒸気 法人物質・材料研究機構において

する。 中耐酸化性を満足する材料創製プロセスの 引き続き研究開発を行うとともに、そ

可能性を見いだすなど、概ね順調に進捗し の成果の実用化・普及のための取

ている。 組を産業界等との連携の下に実施。

施策目標４－６ 原子力分野の研究・開発・利用の推進
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【主管課】 損なわれた国民 長期的なエネルギー安 － ○高速増殖炉サイクルに関しては、実用化 ○高速増殖炉サイクル実用化戦略

研究開発局原子 の信頼を回復し 定供給を実現するため、 候補技術の明確化や研究開発計画の提示 調査研究は、フェーズⅡ段階の中

力課 、原子力を社会 高速増殖炉サイクルの炉 を行なうフェーズⅡ段階の中間とりまとめとし 間取りまとめ結果について、外部評

【関係課】 が受容できるよう ・再処理・燃料製造の実 て、各種要素試験の結果を踏まえた複数の 価を受け、研究計画及び研究成果

科学技術・学術 安全に制御、管 用化候補の更なる絞込 実用化技術候補が得られており、予定通り について妥当との評価を受けた。

政策局原子力安 理する技術と社 みを行う。同時に、高速 進捗している。 （ 16年度）
全課、研究振興 会的制度を確立 増殖炉サイクル技術の実 原型炉「もんじゅ」の運転再開については 原型炉「もんじゅ」については、早

局量子放射線研 しながら、長期 用化に向け、「もんじゅ」 、改造工事着手への地元了解が得られてお 期の運転再開を目指し、国が説明

究課、研究開発 的なエネルギー の運転再開に向けた準 らず、進捗していない。 責任を果たすことに重点を置いた取

局開発企画課立 の安定供給、原 備を進める。 以上のことから、一定の成果があがってい 組を積極的に推進してきたこと等を

地地域対策室・ 先端科学技術の るが、一部については想定どおり達成できな 受け、改造工事の地元了解が得ら

核燃料サイクル 発展、国民生活 かったと判断。 れた。（ 16年度）
研究開発課・原 の質の向上に向 今後、「もんじゅ」は、「ナトリウム取扱技術

子力課核融合開 けて、原子力の の確立」と「発電プラントとしての信頼性実証

発室 多様な可能性を 」という初期の目的を達成するため、改造工

最大限引き出す 事に着手し、早期の運転再開を目指す。

研究開発を行う 物質・生命科学並びに原 － ○平成 15年度には、リニアック、 3Gevシン ○大強度陽子加速器計画を着実に

子核・素粒子研究の展開 クトロン、 50GeVシンクロトロン及び利用施 推進。平成１６年度からはニュートリ

のため、世界最高レベル 設である物質・生命科学実験施設、原子核・ ノ実験施設の建設を開始。（１６年度

。 のビーム強度を持つ陽 素粒子実験施設の建屋・設備の整備を継続 ）

子加速器を建設する。（ するなど、大強度陽子加速器建設は計画ど

大強度陽子加速器計画 おり順調に進捗している。また、平成１５年１

）（ J-PARC ） ２月には本計画の中間評価を実施。

今後とも、大強度陽子加速器について着

実に建設を進める。

原子核物理学や RI利 － ○平成 15年度においては、引き続き着実 ○ＲＩＢＦ建設を実施。

用等の広範な研究に資 に建設が進められており、超伝導のリングサ

するため、水素からウラン イクロトロン等の総合調整を開始するなど、

までの全元素のＲＩを世 予定通りに進捗している。

界最大の強度でビームと RIBFの着実な建設を引き続き行う。
して発生させ、実験を開

始する。（ＲＩＢＦ）
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身体的負担の少ないが － ○重粒子線を用いたがん治療研究について ○重粒子線がん治療試験研究の推

ん治療法を普及させるた は、予定より早く、平成 15年 10月に厚生 進のため、平成 17年度以降も引き
め、重粒子線がん治療 労働大臣より高度先進医療の承認を受ける 続き、がんの疾患別の最適な重粒

臨床試験の高度先進医 など、当初の達成目標を想定した以上に達 子線照射技術の確立など治療の高

療としての承認申請を厚 成。１７年度以降は、重粒子線がん治療の普 度化を行うとともに、普及のための

生労働省に対し行う。 及への要望が高まっていることから、継続し 情報提供、人材育成等を積極的に

て装置の小型化及び治療の高度化を行うと 推進。

ともに、普及にあたり必要となる人材育成等

を図ることが必要。

ＩＴＥＲの建設活動を開始 － ○ＩＴＥＲに関しては、未だ建設地の合意に ○我が国へのサイト誘致が合意され

する。 至らず進捗が遅れているものの、今後も関係 るよう関係各国との交渉を継続。

各国と交渉を続け、出来るだけ早期に我が

国へのサイト誘致が合意されるよう取り組ん

でいく。

六ヶ所再処理施設の操 － ○六ヶ所再処理施設については、平成１４年 ○平成１８年度に予定されている六

業が予定されている平成 １２月に「六ヶ所保障措置センター」の運用を ヶ所再処理施設の操業に向けて、

１７年度までに、同施設 開始する等順調に進捗。今後は「六ヶ所保 事業の進捗に合わせて保障措置体

に対する必要な保障措 障措置分析所」の整備を進めつつ、平成１７ 制の整備を着実に実施。（１６年度）

置システムの確立を行う 年度の使用済み燃料を用いたアクティブ試

。 験に向けて国際協議を進めるなど保障措置

体制の整備を着実に行う。

施策目標４－７ 宇宙分野の研究・開発・利用の推進

【主管課】 宇宙というフロン 月・地球型惑星、小惑星 － ○ＬＵＮＡＲ－Ａについては、搭載部品がリコ ○ＬＵＮＡＲ－Ａについては、リコー

研究開発局宇宙 ティア分野で先 、磁気圏など太陽系科学 ール対象となったことから、今後の対応を検 ル対象部品を交換したが、総点検

政策課 端科学技術に挑 探査技術の確立に向け 討することとした。 の結果、搭載するペネトレータ（槍

【関係課】 戦し、「人類の将 て、第１７号科学衛星（Ｌ ＳＥＬＥＮＥについては、Ｈ－ⅡＡロケット６ 型の貫入体）の開発にさらなる期間

研究開発局宇宙 来につながる知 ＵＮＡＲ－Ａ）や月周回 号機の打上げ失敗等を受け、打上げ年度を と費用を要することが判明したため、

開発利用課 見を獲得」すると 衛星（ＳＥＬＥＮＥ）の開発 平成１８年度に変更し、引き続き開発中。 計画を見直すこととした。

ともに、「社会経 、打上げ、運用を行う。ま 「はやぶさ」については、平成１５年５月に ＳＥＬＥＮＥについては、平成１８

済への貢献」及 た、第２０号科学衛星（Ｍ 打上げ、平成１６年５月に地球スイングバイに 年度の打上げに向け、引き続き着

び「宇宙活動基 ＵＳＥＳ－Ｃ）「はやぶさ」 成功し、小惑星に向けて順調に航行中。 実に開発を実施。

盤の強化」を目 の運用を行う。 以上を踏まえ、施策の進捗にやや遅れが 「はやぶさ」については、平成１７
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指す。 見られる。今後は信頼性の確立を最優先に 年夏の小惑星到着に向け、着実に

、衛星の総点検を行ったうえで打上げに向 運用。

けた準備を行い、また、既に打ち上げられて 既に打ち上げられている衛星に

いる衛星については着実な運用を行う。 ついては着実な運用を行う等、太陽

系科学探査技術の研究開発を実施

した。

宇宙からの天文観測に － ○ＡＳＴＲＯ－Ｆについては、試験中に不具 ○ＡＳＴＲＯ－Ｆについては、不具合

おいて最先端の観測技 合が見つかったため、新たな打上げ年度を 箇所を改修し、引き続き着実に開発

術の確立に向け、第２１ 設定中であり、引き続き開発中。 を実施するとともに、打上げ年度を

号科学衛星（ＡＳＴＲＯ－ ＳＯＬＡＲ－Ｂについては、ＡＳＴＲＯ－Ｆの 検討中。

Ｆ）や第２２号科学衛星（ 打上げ年度の変更を受け、打上げ年度を平 ＳＯＬＡＲ－Ｂについては、平成１

ＳＯＬＡＲ－Ｂ）、第２３号 成１８年度に変更し、引き続き開発中。 ８年度の打上げに向け、引き続き着

科学衛星（ＡＳＴＲＯ－Ｅ ＡＳＴＲＯ－ＥⅡについては、平成１６年度 実に開発を実施。

Ⅱ）の開発、打上げ、運 の打上げを目指し開発中。 ＡＳＴＲＯ－ＥⅡについては、総点

用を行う。 以上を踏まえ、施策の進捗にやや遅れが 検の結果、抽出された課題の対処

見られる。今後は、衛星の総点検の結果を の方向性は妥当であるとの宇宙開

踏まえたうえで、各々の衛星について、打上 発委員会の評価を得た。打上げ時

げに向けた準備を行う。 期についてはＨ－ⅡＡの打上げ再

開の影響により、平成１７年度に変

更した。

各々の衛星の打上げに向けて、

宇宙からの天文観測において最先

端の観測技術の研究開発を実施し

た。

高度な地球観測技術の － ○ＡＬＯＳ、ＧＯＳＡＴについては、それぞれ ○ＡＬＯＳについては、総点検の結

確立に向けて、陸域観測 平成１６年度、平成１９年度の打上げを目指 果、抽出された課題の対処の方向

技術衛星（ＡＬＯＳ）や温 して開発及び開発研究を実施。 性は妥当であるとの宇宙開発委員

室効果ガス観測技術衛 Ａｑｕａに搭載されたＡＭＳＲ－Ｅについて 会の評価を得た。打上げ時期につ

星（ GOSAT ）の開発、 は、平成１４年５月に打ち上げられ、観測デ いては、Ｈ－ⅡＡロケット６号機の打

打上げ、運用を行う。ま ータの取得や一般への配付が行われている 上げ失敗等を受け、平成１７年度に

た、米国の地球観測衛 。 変更し、引き続き着実に開発を実施

星（Ａｑｕａ）に搭載された 「みどりⅡ」については、平成１４年１２月に 。
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ＡＭＳＲ－Ｅ、環境観測 打上げ、観測データの取得や「こだま」との ＧＯＳＡＴについては、開発段階

技術衛星（ＡＤＥＯＳ－Ⅱ 衛星間通信実験に成功したが、平成１５年１ への移行を妥当とする宇宙開発委

）「みどりⅡ」の運用を行う ０月に電源系に異常が発生し、観測運用を 員会の評価を踏まえ、平成１７年度

。 断念した。約９ヶ月間に取得したデータにつ から開発に着手予定。

いては、一般への配付など最大限の活用を ＡＭＳＲ－Ｅについては、引き続き

図っている。 観測データの取得や一般への配布

現在、信頼性向上の観点から、ロケット・衛 を実施。

星の設計の基本にまで遡った総点検を実施 衛星の信頼性の確立に向けた不

している。 具合防止対策については、「みどり

以上を踏まえ、技術開発については、一 Ⅱ」の運用異常を踏まえ、技術基盤

定の進捗が見られるが、想定したとおりには の一層の強化・拡充を図るため、信

進捗していない。今後は、信頼性の確立を 頼性向上プログラムを平成１７年度

最優先に、衛星の不具合防止対策を実施す から創設・実施予定。

るほか、「みどりⅡ」が担ってきた先進性の高 「みどりⅡ」が担ってきた先進性の

い観測能力を継続的に補完、強化し、気候 高い観測能力を継続的に補完、強

変動予測モデルの向上及び気象の短期・中 化し、気候変動予測モデルの向上

期予報精度の改善に資することを目標とした 及び気象の短期・中期予報精度の

研究開発に平成１７年度から着手することを 改善に資することを目標とした研究

検討中。 開発に平成１７年度から着手するた

めの予算を計上した。

高度な衛星通信技術の － ○ＯＩＣＥＴＳについては、平成１７年度の打 ○ＯＩＣＥＴＳについては、平成１７年

確立に向けて、光通信技 上げを目指し準備中。 夏の打上げに向けて準備中。

術試験衛星（ＯＩＣＥＴＳ） ＥＴＳ－Ⅷ、ＷＩＮＤＳについては、Ｈ－Ⅱ ＥＴＳ－Ⅷについては、総点検の

や技術試験衛星Ⅷ型（Ｅ Ａロケット６号機の打上げ失敗等を受け、打 結果、抽出された課題の対処の方

ＴＳ－Ⅷ）、超高速インタ 上げ年度をそれぞれ平成１７年度、平成１８ 向性は妥当であるとの宇宙開発委

ーネット衛星（ＷＩＮＤＳ） 年度に変更し、引き続き開発中。 員会の評価を得た。打上げ時期に

の開発、打上げ、運用を 「こだま」については、平成１４年９月に打 ついては、Ｈ－ⅡＡロケット６号機の

行う。また、データ中継技 上げ、「みどりⅡ」との衛星間通信実験等に 打上げ失敗等を受け、平成１８年度

術衛星（ＤＲＴＳ）「こだま」 成功。 に変更し、引き続き着実に開発を実

の運用を行う。 以上を踏まえ、施策の進捗にやや遅れが 施。

見られる。今後は信頼性の確立を最優先に ＷＩＮＤＳについては、Ｈ－ⅡＡロ

、衛星の総点検を行ったうえで打上げに向 ケット６号機の打上げ失敗等を受け
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けた準備を行い、また、既に打ち上げられて 、打上げ年度を平成１９年度に変更

いる衛星については着実な運用を行う。 し、引き続き着実に開発を実施。

「こだま」については、引き続き着

実に運用。

衛星通信分野のみならず、測位

分野においても高度な技術の確立

が必要であるため、準天頂衛星シス

テムを用いた高精度測位実験シス

テムの開発研究を実施。

宇宙輸送系技術の完成 ・Ｈ－ⅡＡロケット打 ○平成１５年１１月にＨ－ⅡＡロケット６号機 ○Ｈ－ⅡＡロケットについては、技

と維持・発展による自在 上げ数 の打上げに失敗した。信頼性確立を最優先 術的対策と設計の基本にまで遡っ

な打ち上げ手段の確保 に、不具合防止対策及び総点検を実施して たロケット全体の再点検の実施、ま

に向けて、平成１７年度 いる。また、Ｈ－ⅡＡロケット標準型について た、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ

からの民間移管に向けて は、民間移管へ向けた取組みを継続中。 ）における、製造企業との責任体制

、Ｈ－ⅡＡロケットを９号 また、将来輸送系の選択肢の多様性を確 の見直しや信頼性推進評価室の設

機まで確実に打ち上げる 保するため、ＬＮＧ推進系の開発を着実に推 置、さらに、総合科学技術会議にお

とともに、開発を完了する 進している。 いてＨ－ⅡＡロケットの基幹ロケット

。 なお、Ｍ－Ⅴロケットについては、政府とし としての明確な位置づけの確認を得

ての技術開発を終了し、大型固体ロケット技 たことを踏まえ、平成１７年２月の打

術を確立した。平成１５年５月には５号機の 上げ再開に向けて準備中。また、Ｈ

打上げに成功した。 －ⅡＡロケット標準型の民間移管を

以上を踏まえ、施策が想定したとおりには 引き続き着実に推進。国際宇宙ステ

進捗していない。今後は、信頼性の確立を ーションへの物資補給等のニーズ

最優先に、不具合防止対策及び総点検を実 に対応するためH－Ⅱ A ロケット
施し、打上げ再開に向けた万全の対策を行 能力向上型の開発を引き続き推進

うこととし、Ｈ－ⅡＡロケット標準型の民間移 している。

管を着実に推進する。 LNG推進系については、打上げ
年度を平成１８年度に変更し、引き

続き着実に開発を実施。

M－ V ロケット６号機については
、 H－Ⅱ A ロケットの打上げ失敗
等を受け、打上げ年度を平成１７年
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度に変更。

ロケットの信頼性の確立に向けた

不具合防止対策については、Ｈ－

ⅡＡロケット６号機の打上げ失敗等

を受け、技術基盤の一層の強化・拡

充を図るため、信頼性向上プログラ

ムを平成１７年度から創設・実施予

定。

宇宙開発の発展及び宇宙産業の

国際競争力強化に向け、関税暫定

措置法の平成２０年度までの制度延

長が認められた。

日米欧加露の国際協力 － ○「きぼう」については、平成１７年度、１８年 ○米国のスペースシャトル「コロンビ

の下で行われている国際 度、１９年度における３回に分けての打上げ ア号」の事故及びその後の対策を

宇宙ステーション（ ISS) を目指し開発中。「きぼう」の主要部分である 受けて、「きぼう」を平成１９年度に３

計画を推進し、有人宇宙 船内実験室は、平成１５年８月に、ＩＳＳ本体 回に分けて打ち上げることとした。船

活動の基礎的な技術の 結合部との実機組み合わせ試験を行い、技 内実験室は、米国に輸送され、性能

確立、宇宙環境利用の 術データを取得している。 ・機能維持を行っている。

促進に向けて、我が国初 なお、ＩＳＳの組立てスケジュールについて 「きぼう」の打上げ経費の代替とし

の有人宇宙施設「きぼう」 は、米国スペースシャトル「コロンビア号」の ての生命科学実験施設（セントリフュ

を開発、運用する。 事故及びその後の対策のため、遅延が生じ ージ）及び ISSの共通運用経費の
ている。 代替としての宇宙ステーション補給

以上を踏まえ、施策の進捗にやや遅れが 機（ HTV ）の開発を継続する等、
見られる。今後は、米国のスペースシャトル ISS計画を着実に推進。
飛行再開の状況を見据えつつ、各極でスケ スペースシャトルについては、平

ジュールの見直し等の検討・調整を引き続き 成１７年５月頃の打上げ再開が予定

実施する。また、国内においては宇宙開発 されており、野口宇宙飛行士が搭乗

委員会利用部会報告書「我が国の国際宇宙 予定。また、平成 17年１月の ISS
ステーション運用・利用の今後の進め方につ 計画に関する宇宙機関長会議にお

いて」にあるとおり、 ISS計画の効率的・効 いて、平成２２年の終わりまでに

果的な推進に努める。 ISSを完成することが確認された。
国内においても ISS計画を効率
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的・効果的に推進している。

施策目標４－８ 海洋分野の研究開発の推進

【主管課】 地球全表面の７割を エルニーニョ源である西 － ○暖水プール域に展開したトライトンブイや ○平成 17年度は、 16年度に引き
研究開発局海洋 占め、多様な資源・ 太平洋からインド洋にか ADCP流速計ブイを用いて、長期観測を行 続きトライトンブイや ADCP流速計
地球課 空間を有する海洋に けての暖水プール域に っており、概ね順調に進捗している。 ブイを効率的に運用し、長期観測を

関する調査研究を行 おける熱収支の変動機 エルニーニョ源である西太平洋からインド 継続するとともに、観測の空白域の

うことで、気候変動、 構を明らかにするために 洋にかけての暖水プール域における熱収支 解消に向け研究開発を推進する。

地殻変動等の地球 、海洋観測ブイシステム の変動機構を明らかにするために展開して

変動現象を解明し、 により、海洋・大気と淡水 いる海洋観測ブイシステムを着実に運用して

国民生活の質の向 の空間分布と時間変化 、観測研究を継続的に進めて行く。また、 10
上など経済社会への を把握する。 年実施計画による包括的で持続的な地球観

貢献を目指す。 測体制の構築に向けて、我が国がこれまで

の実績を生かしつつアジアモンスーン地域

における観測の空白域の解消等に積極的に

貢献していくことが必要。

地球規模の高度海洋監 ・ＡＲＧＯ計画による ○海洋地球研究船「みらい」の南半球一周 ○平成１６年度は、地域的、時間的

視システムを国際協力に 塩分水温データ取 航海において、これまで観測の空白域だっ に限られたサブシステムモデルの更

より構築し、地球変動予 得数 た南半球に日本の中層フロートを投入する なる改良を図った。各モデルのパラ

測の実施に不可欠な海 など、南半球における空白域の解消に向け メタリゼーションの一層の高度化を

洋データを全地球規模 て貢献した。概ね順調に進捗している。 図るとともに、各個別プロセスのフィ

で収集する。 気候変動の機構解明とその予測能力向 ードバック効果等全球モデルの開

上を目指し、そのために必要不可欠な海洋 発に重要なサブシステムの開発を

データを全地球規模で収集するため、中層 進めた。

フロート観測網を用いた観測研究を着実に 平成 17年度は引き続き各モデ
進めていく。 ルのパラメタリゼーションの一層の高

度化を図るとともに、各個別プロセス

のフィードバック効果等全球モデル

の開発に重要なサブシステムの開

発を継続するとともに、高解像度結

合モデルの開発に向けて、着実に

研究開発を進める。

地球温暖化等の精度良 － ○10kmメッシュ全球モデルの開発に不可欠 ○平成１６年度は、地域的、時間的
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い予測を実現することを な各要素過程の組み込みのための（地域的 に限られたサブシステムモデルの更

目的として、約 10km メ 、時間的に限られた）サブシステムモデルの なる改良を図った。各モデルのパラ

ッシュスケールの全球大 開発が進むとともに、60kmメッシュの高解像 メタリゼーションの一層の高度化を

気・海洋各モデル及び高 度結合モデルの開発に向けて、一段分解能 図るとともに、各個別プロセスのフィ

解像度結合モデルを開 の低い120kmメッシュの大気・海洋モデル結 ードバック効果等全球モデルの開

発する。 合を進めた。また、大気モデル及び海洋モ 発に重要なサブシステムの開発を

デルを地球シミュレータ上で駆動させ、その 進めた。

パフォーマンスの改良を行っており、概ね順 平成 17年度は引き続き各モデ
調に進捗している。 ルのパラメタリゼーションの一層の高

地域的、時間的に限られたサブシステム 度化を図るとともに、各個別プロセス

モデルの更なる改良により、各モデルのパラ のフィードバック効果等全球モデル

メタリゼーションの一層の高度化を図るととも の開発に重要なサブシステムの開

に、各個別プロセスのフィードバック効果等 発を継続するとともに、高解像度結

全球モデルの開発に重要なサブシステムの 合モデルの開発に向けて、着実に

開発、改良を進めることが必要。 研究開発を進める。

日本列島の地殻変動に － ○日本列島の地殻変動に密接に関係するフ ○平成１６年度は、地球シミュレータ

密接に関係するフィリピ ィリピン海プレート・太平洋プレートの沈み込 を活用した地震発生サイクルシミュ

ン海プレート・太平洋プ み帯及び伊豆・マリアナ弧に重点を置いて、 レーション研究や個別要素法に基

レートの沈み込み帯及び 沈み込み帯に関する知見が確実に深まった づく新たな解析手法を開発し、沈み

伊豆・小笠原・マリアナ弧 。概ね順調に進捗している。 込み帯におけるプレートのダイナミク

に重点を置いて構造イメ プレート沈み込み帯に伴う流動・変形・破 ス研究を推進した。

ージングを進め、プレート 壊過程を含む時空間スケールの異なるプレ 平成１７年度は、引き続き地球シミ

沈み込み帯に伴う流動・ ート挙動並びに島弧地殻の形成過程を表現 ュレータを活用した地震サイクルシミ

変形・破壊過程を含む時 する新しいプレート挙動モデルの開発を目 ュレーションや個別要素法によるミク

空間スケールの異なるプ 指し、日本列島の地殻変動に密接に関係す ロ現象のシミュレーション等の研究

レート挙動並びに島弧地 るフィリピン海プレート・太平洋プレートの沈 開発を推進する。また、プレート沈

殻の形成過程を表現す み込み帯及び伊豆・小笠原・マリアナ弧に重 み込み帯におけるミクロ－マクロ現

る新しいプレート挙動モ 点を置いた構造イメージングを着実に進める 象を統一的に理解するモデルの構

デルを開発する。 ことが必要。 築を図る。

深海に生息する微生物 ・ゲノム解析を終 ○目標に向け順調に研究が進んだ。既に３ ○平成 16年度は、新たにゲノム解
を対象に、高圧下でのみ 了した微生物の 種の極限環境生物のゲノム解析を完了して 析が終了した 1種を加え合計 3種
発現する遺伝子群や好 種類 いる。また、民間企業との接点となるバイオ のゲノム情報を公開した。また、 新
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圧性微生物だけが持つ ベンチャーフォーラムを年１回開催するととも たな特許を取得するとともに、民間

特殊な遺伝子の発現調 に、民間企業との共同研究を実施し、研究 企業等と共同研究を行った。

整機能の解明、極限環 成果の還元も行った。概ね順調に進捗して 平成 17年度は、引き続き新たな
境特性のひとつである超 いる。 極限環境生物の探索とゲノム解析

臨界水中の分子特性並 深海をはじめとする極限環境に棲む生物 を行うともに、産業応用技術の開発

びに環境応答生物機能 の機能解明をさらに進めるとともに、極限環 を目指す。また、 11月には国際極
の解明、さらに解析を完 境生物を利用した産業応用技術の開発を目 限環境生物シンポジウムを開催し、

了した深海微生物のゲノ 指し、研究成果の還元を図るため、民間企 研究及び研究成果還元のための民

ム情報を利用した産業応 業との共同研究や特許の共同出願をさらに 間企業等との連携を促進する。

用技術の開発を行う。 進める。

地球環境変動、プレート － ○世界初のライザー科学掘削船である地球 ○平成 16年度は、地球深部探査
テクトニクス、地震発生メ 深部探査船「ちきゅう」の建造を進めた。概ね 船「ちきゅう」の海上公試を無事終了

カニズム等の地球科学に 順調に進捗している。 し、着実に建造を進めた。

関する研究を促進するた 今後は、着実に建造を進め、完成後には 平成 17年度前半までに建造を
めに、最終的に海底下の 国際運航の開始に向けた慣熟訓練を開始 終了し引き渡しを受けたのち、直ち

地層からマントル物質を する。 に試験運用を開始し、慣熟訓練等

含む有用な試料を採取 を行うことにより、国際運航の開始に

できる地球深部探査船の 備える。

建造を行う。

自律型無人潜水機の研 ・自律型無人潜水機 ○自律性能の確認のため、技術的に確立し ○平成 16年 6月には、台風接近
究において、動力源とし の航続距離 ているリチウム電池を動力源として用いて試 のため航続試験を途中で切り上げ

て燃料電池を用い、最大 験を行っていたが、航続距離 132.5kmの自 ざるを得なかったものの、燃料電池

使用深度 3500ｍ、航続 律航行に成功するなど、必要な自律性能に を用い航続距離 220kmを達成した
距離 300 ｋｍという性能 ついての確認を行った。一方、 300km とい 。引き続き、１６年度内に300ｋｍの長

を持つ技術試験 1号機 う航続距離の長距離化のためには、リチウム 距離航続を達成することを目指す。

を開発し、基本性能の技 電池では持続性に限界があるため、自律性 １7年度からは、300ｋｍの長距離航

術を確立する。 能の確認と並行して、さらなる長距離航行を 続を目指すとともに、実運用化に向

目指した閉鎖型燃料電池を開発していたが けて試験運用を開始する。

、 15年度には世界で初めて燃料電池による
潜航に成功した。概ね順調に進捗している。

航行距離の長大化等に関する研究を進める

とともに、海洋観測に供しながら、自律性能
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や観測性能を充実させ、実運用化を図る。

施策目標４－９ 社会基盤等の重要分野の推進や急速に発展しうる領域への対応

【主管課】 豊かで安心・安 全国主要９８断層帯の活 ・全国主要９８断 ○政府の地震調査研究推進本部では、平 ○「全国を概観した地震動予測地

科学技術・学術 全で快適な社会 断層調査結果等により、 層帯の調査終了 成１６年度末を目処に「全国を概観した地震 図」を平成１６年度末を目処に作成

政策局計画官 を実現するため 「全国を概観した地震動 数 動予測地図」を作成する予定。平成１５年度 するとともに、同地図の完成度をより

【関係課】 に、社会の抱え 予測地図」を作成する。 末に、西日本を対象にした同地図の試作版 高めるための補完的な活断層調査

研究開発局地震 を向上させ、質 を作成し、公表しているなど、平成１５年度の 等を実施。平成１７年度以降は、地

・防災研究課・防 の高い生活を実 達成目標の度合いとしては、想定どおりに達 震調査研究推進本部の方針に基づ

災科学技術推進 成。 き、強い揺れに見舞われる可能性

室・宇宙開発利 今後も各施策を着実に推進する。 が高い地域において重点的調査観

用課、研究振興 現するための研 測等を推進するとともに、「全国を概

局基礎基盤研究 究開発を推進す 観した地震動予測地図」の精度向

課 る。 上等を図る。

地震災害に負けない都 － ○平成１５年度の達成度合いとしては、Ｅ－ ○Ｅ－ディフェンスの平成１７年度か

市を創るため、地震によ ディフェンスの実験棟の設備工事を完了す らの本格稼動を考慮し、平成１７年

る被害を最小限にするた ると共に、加振系工事、計測制御系工事等 度以降の目標を「地震災害に負け

めの共用の研究施設「Ｅ を計画どおりに進めており、想定どおりに達 ない都市を作るため、国内外の共用

－ディフェンス（実大三次 成。 研究施設である「Ｅ－ディフェンス（

元震動破壊実験施設）」 今後も本格稼動に向けて着実に推進する。 実大三次元震動破壊実験施設）」を

を完成させる。 活用し、地震による被害を最小限に

するための耐震技術にかかる研究

開発を推進する」と修正する方針で

ある。

大都市圏において大地 － ○平成１５年度の達成度合いとしては、地震 ○地震調査研究と防災科学技術に

震が発生した際に人的・ 災害時における建物の倒壊、火災発生等に 関する研究開発を一体的に取り組

物的被害を軽減化できる よる人的・物的被害の軽減化に向けた「大都 む「大都市大震災軽減化特別プロ

ことを目指した研究開発 市大震災軽減化特別プロジェクト」において ジェクト」に関する事務をより一層効

を推進し、地震防災対策 計画された実験等を円滑に実施しており、成 果的かつ効率的に行うため、平成１

に関する科学的・技術的 果の公表も積極的に行っていることから、概 ５年度に設置した地震・防災研究課

基盤を確立する。 ね順調に進捗。 所管のもとで引き続き実施。上記の

今後も各施策を着実に推進する。 研究開発等を推進するとともに、大

学・防災機関・地方公共団体等との
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連携により、防災研究成果等を地域

の防災活動へ反映させる事業を平

成１６年度より３年間重点的に実施

する。

地球観測等への利用が － ○成層圏到達技術については、平成 15年 ○一連の研究開発の最後となる「定

可能な成層圏プラットフ 8月に実施された「成層圏滞空飛行試験」に 点滞空飛行試験」の成功に向け、着

ォーム飛行船システムを おいて無動力の飛行船を世界で初めて成層 実にプロジェクトを実施。また平成

実現するため、飛行船の 圏（高度 16.4km ）まで到達させることに成 15年に実施された「成層圏滞空飛
成層圏到達技術及び定 功した。定点滞空技術については、試験機 行試験」の結果をとりまとめるととも

点滞空技術を確立する。 の製作、実験場の整備などの作業を進める に、そこでの成果を最大限活用し、

とともに、平成 16年 3月に「浮上確認試験」 研究開発に反映。
を実施するなど、想定どおりに達成。平成

16年の「定点滞空飛行試験」に向けて引き
続き研究を着実に推進する。

移動時間短縮に貢献す － ○平成 14年のロケット実験機打上げ試験に ○実証計画の見直しを受け、超音
る次世代超音速機の実 おける不具合を受けたジェット実験機計画の 速機にとらわれず、回転翼機や宇

現を目指して、最適機体 再検討につき、産学界からの意見をもとに飛 宙往還機まで含めた航空機全体を

形状設計技術を確立す 行実証の目的や形態も含め、根本的な見直 念頭に置いたうえで、実証すべき課

る。（ただし、１４年度の試 しを実施。諸外国における超音速機開発の 題の絞込みを行うとともに、それを踏

験における不具合等を 動向等を踏まえ、さらなる検討が必要。 まえて 16年以降の達成目標の見
踏まえ、平成１５年度から 直しを実施予定。

２年程度、ジェット実験機

の開発に係る再検討を

実施。１６年度は航空科

学技術委員会に対し、中

間報告を実施予定）

テラヘルツ光を利用した － ○平成１５年度に創設した”新産業基盤「未 ○テラヘルツ光の実用化を目指し、

医療システムの開発とそ 踏光学（テラヘルツ光学）」開発・創生プロジ さらにデータの蓄積や要素技術開

の基盤技術の開発を行う ェクト”において、計画に沿って研究環境を 発等を実施。

とともに、テラヘルツ光高 整備し、新しいファイバーや検出器の開発を

感度検出・イメージング 行った。目的周波数帯の THz （テラヘルツ）
等の検出技術の研究開 波の放射が得られるなど、研究開発は概ね
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発を行う。 順調に進捗。

引き続き研究を着実に推進する。

施策目標５－１ 競争的かつ流動的な研究開発システムの構築

【主管課】 競争的資金の改 競争的資金の倍増の方 ・競争的資金予算額 ○文部科学省では、平成１５年度には厳しい ○平成１６年度においては、文部科

科学技術・学術 革及び拡充等に 針に沿って文部科学省 財政状況の中、対前年度比２．２％増となる 学省の一般歳出予算が対前年度比

政策局調査調整 より競争的な研 における競争的資金の ２,７１４億円を確保したが、平成１２年度比１． で減額となる厳しい財政状況のもと
課 究開発環境を整 倍増を目指す。 １倍にとどまっており、想定したとおりには達 、対前年度比１１１億円、４．１％増と

【関係課】 備するとともに、 成していないと判断。 なる２，８２５億円を措置。基本計画

科学技術・学術 任期制の広範な の最終年度にあたる平成１７年度に

政策局基盤政策 普及等による人 おいては抜本的な拡充を図るべく、

課、研究振興局 材の流動性を向 既存の制度の充実と共に「２１世紀

学術研究助成課 上させ、競争的 COEプログラム」等の７つの制度を
基礎基盤研究課 かつ流動的な研 新たに競争的資金とする予定として

・研究環境・産業 究システムを構 いる。

連携課 築する。 第２期科学技術基本計 － ○従来より事前、中間、事後評価を適切に ○引き続き、公平で透明性の高い

画、総合科学技術会議 実施し、中間評価の結果を踏まえた研究計 評価の実施するとともに、 PO ・ PD
等の方針を踏まえながら 画の変更、縮小、中止など適正な処理に努 を配置することにより、競争的資金

公正で透明性の高い評 めている。平成１５年度は「競争的研究資金 制度の一連の業務を一貫して管理

価の確立を図るとともに、 制度改革について（意見）」（平成１５年４月２ する実施体制が整備されるよう取り

評価に必要な体制を整 １日）を踏まえ各制度において、研究経歴の 組む。

える。 あるプログラムオフィサー（ PO ）やプログラム
ディレクター（ PD ）による、プログラムの一貫
したマネジメント体制の整備に取り組んでき

ていることから、概ね順調に進捗と判断。

競争的資金の中の間接 ・間接経費（文部科 ○間接経費措置額が増加しており、措置対 ○間接経費は研究機関の研究環境

経費を拡充する。 学省） 象プログラムも増加していることから、概ね順 やマネジメント体制の整備に不可欠

調と判断。 であり、引き続きその間接経費措置

額の拡充を図っていく。

我が国の研究開発活動 ・国研、独法研究機 ○任期制の広範な普及については、任期制 ○引き続き、国研、独法研究機関に

の中核を担う国研、独法 関における新規採用 に馴染まない分野があるなど、各研究機関の おける任期制に係る取組状況つい

研究機関における任期 者のうち任期付研究 個々の事情に拠るところがあるが、新規採用 ての実態調査を実施し、調査結果を

制の広範な普及を図る。 員の占める割合 者の約４０％が任期付で採用されており、常 広く関係機関に周知する予定。（１６
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勤研究者に占める任期付研究員の割合が増 年度）

加していることから、概ね順調に進捗。

国研、独法研究機関に ・国研、独法研究機 ○研究職の採用に関する公募の導入につい ○引き続き、国研、独法研究機関に

おける研究職の採用に 関における新規採用 ては、採用するポストの特殊性など、各研究 おける公募に係る取組状況ついて

ついて原則公募を目指 者のうち公募による 機関個々の事情に拠るところがあるが、新規 の実態調査を実施し、調査結果を

す。 採用者の占める割合 採用者の 80％が公募により採用されており 広く関係機関に周知する予定。（１６

、公募による採用者の割合が増加してること 年度）

から、概ね順調に進捗。

しかしながら、人材の流動性向上につい

ては、研究機関によって、研究の継続性等

により任期制が馴染まなないという実態や、

研究分野の特殊性により研究者のマーケット

等が小さく公募では必要な人材が集まらな

いという指摘もあり、さらに実態を調査するこ

とが必要。

学位取得後の早い段階 ・日本学術振興 ○ポストドクターの流動性向上については、 ○引き続き、日本学術振興会特別

から、研究者の流動性向 会の特別研究員 日本学術振興会の特別研究員（ＰＤ）におい 研究員事業（ PD ）におけるポストド
上に向けた環境を整備 (PD)における新 て、原則大学院在学当時の所属研究室以外 クターの流動性向上に向けた取組（

する。 規採用者のうち の研究室を選定する者を採用することとして 原則、出身研究室と異なる研究室

出身研究室以外 おり、新規採用者のうち大学院在学時の所 で活動する者を採用する）を推進。

の研究室を選定 属究室以外の研究室を選定した者の割合は （平成 16年度）
した者の占める 約 60％（ 14年度）から約 90％（ 15年度）
割合 に増加しており、概ね順調に進捗。

施策目標５－２ 評価システムの改革

【主管課】 科学技術を振興 すべての自然科学関係 ・評価結果の資源配 ○大綱的指針及び文部科学省評価指針に ○文部科学省評価指針や研究開発

科学技術・学術 するため、研究 の国立試験研究機関等 分への反映結果を 示された、評価結果の反映状況の公表につ 評価研修等を通じて、関係機関に

政策局計画官 者を励まし、優 において評価結果の資 公表した国立試験研 いては、公表機関が増えたことより、概ね順 研究開発評価に関する有用な情報

れた研究開発活 源配分等への反映状況 究機関等の数 調に進捗。今後は引き続き、目標達成に向 等を提供することにより、評価結果

動を奨励してい を公表する。 けた対応を図り、平成１６年度までにすべて の資源配分等への反映状況の公表

活性化を図り、よ の機関が評価反映実績の公表を目指すこと を促した。（平成 16年度）
り優れた研究開 が必要。

発成果の獲得、 評価に必要な資源を十 ・科学技術関係経費 ○評価予算に関しては、増加傾向にあり、達 ○大綱的指針や文部科学省評価指
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優れた研究者の 分確保するため、評価予 （文部科学省分）占 成目標に向け概ね順調に進捗している。引 針を踏まえ、評価活動に必要な資

養成を推進し、 算の科学技術関係経費（ める評価予算の割合 き続き、文部科学省評価指針に沿った研究 源の一層の確保を図るため、「国の

社会・経済への 文部科学省分）に占める 評価予算額 開発評価の推進により、優れた研究開発評 研究開発の評価の総合的推進」、「

還元等を図ると 比率を倍増する。 価を伸ばすため評価活動を成熟させ、研究 専門的知見に基づく研究評価環境

ともに、国民に対 開発における評価の文化を創り上げていくた の整備」等について予算要求をし、

して説明責任を め、評価活動に必要な資源の一層の確保を 評価活動に必要な資源を確保した

果たす。 図ることが必要。 。

適切な評価が実施される － ○文部科学省においては、データベースの ○大綱的指針や文部科学省評価指

よう、評価結果等をデー 整備を順調に進めている。また、評価業務に 針を踏まえ、評価データベースの整

タ化した評価データベー 携わる人材のデータベースへのアクセス体 備・活用等について関係機関や関

スを作成するとともに、評 制を整備した。引き続き、文部科学省評価指 係部局への周知を図った。

価業務に携わる人材が 針に沿った研究開発評価の推進により、優

評価データにアクセス可 れた研究開発を伸ばすため評価活動を成熟

能な体制を構築する。 させ、研究開発における評価の文化を創り

上げていくため、評価データベースの整備・

活用をさらに推進することが必要。

評価人材の養成・確保の ・国内外の有識 ○国内外の有識者による研究開発評価研修 ○文部科学省本省及び関係機関等

ため、研究開発評価に関 者による研究開 を文部科学省及び所管機関の他、他省庁の を対象とした研究開発評価研修を

する研修や講演会等を 発評価研修会の 研究者や職員も交えて実施しており、概ね 実施した。

実施する。 実施の回数 順調に進捗している。引き続き、着実に実施

していくことが必要。

フォローアップ等により、 － ○教育・研究機関を対象とした研究開発評 ○積極的に評価活動を実施してい

毎年度文部科学省の所 価アンケート調査及び事例集の中間とりまと る教育・研究機関を対象に現地ヒア

掌に係る研究開発の評 めを実施しており、概ね順調に進捗している リング調査を実施し、研究開発評価

価活動の内から文科省 。引き続き、着実に実施していくことが必要。 の活動実例集としてとりまとめ、ホー

指針に示された評価の ムページで公表した。

意義等に沿って実施され

た優れた活動を把握し、

広く紹介する。

施策目標５－３ 創造的な研究機関・拠点の整備

【主管課】 優れた成果を生 研究者の任期付雇用体 － ○優れた成果や人材を生み出し、新しい時 ○京都大学大学院医学研究科及び

科学技術・学術 み出す研究開発 制のための人事・評価制 代を拓く研究開発システムを実現するため、 独立行政法人産業技術総合研究所
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政策局調査調整 システムを実現 度を策定し、研究開発実 組織の長の優れた構想とリーダーシップによ について中間評価を実施した。この

課科学技術振興 するため、機関 績を、資金の配分、給与 り、研究機関の組織改革を進め、国際的に うち京都大学については、非常に優

調整費室 のマネージメント に反映させるシステムを 魅力ある卓越した人材創出・研究拠点の育 れた成果が期待できる組織運営構

【関係課】 の改革等を促進 確立する。（東京大学先 成を図ることとしており、１５年度までに、以下 想であると評価されるものの、実施

研究振興局研究 し、国際的に一 端科学技術センター） の機関が採択されている。 期間終了後の持続的発展には課題

環境・産業連携 流の研究開発拠 ニーズに応じた研究開発 － （平成１３年度） が残されており、全学的な努力が求

課 点を構築する。 プロジェクトとして弾力的 東京大学先端科学技術研究センター、大 められると評価された。また、産業技

に推進する。企業との共 阪大学大学院工学研究科（フロンティア研究 術総合研究所については、数的目

同研究促進のための体 機構） 標は達成されているが質的な内容

制を構築する。（意思決 （平成１４年度） が乏しいこと、産業技術総合研究所

定の迅速化、ＮＰＯ法人 京都大学大学院医学研究科、独立行政 本体の組織改革には明確につなが

の設立等）（大阪大学大 法人産業技術総合研究所（ベンチャー開発 っていないことなどから、現状のまま

学院工学研究科） 戦略研究センター） では十分な成果が期待できない組

若手研究者の育成シス － （平成１５年度） 織運営構想であると評価され、内部

テムを構築し、研究開発 東北大学（先進医工学研究機構）、独立 人材の育成、実施期間終了後の運

成果に基づく評価制度を 行政法人物質・材料研究機構（若手国際研 営資金確保等について計画を再検

確立する。研究支援部門 究拠点）、北海道大学（創成科学研究機構） 討するとともに、内部評価体制の強

の整備を行う。（京都大 化等を実施するよう提言した。（平成

学大学院医学研究科） １６年度）

ベンチャー企業の設立 － ○九州大学（ユーザーサイエンス機

及びそのノウハウの報告 構）、早稲田大学（先端科学・健康

書作成（産業技術総合研 医療融合研究機構）及び慶應義塾

究所） 大学（デジタルメディア・コンテンツ

工学系の先進科学技術 － 統合研究機構）の３機関を新たに採

と医学系の生命・健康科 択した。（平成 17年度）
学との融合により、新たな ○各機関とも、時限的な組織の設置、支援

医工学研究拠点を形成 部門の整備、若手人材の育成、資金の弾力

する。（東北大学大学院 的な運用等、それぞれの機関が有する達成

医学系研究科） 目標を達成するため、積極的な取組を行っ

英語を公用語とした国際 － ており、基本目標に照らしてみて、概ね順調

的な競争的な研究拠点 に進んでいる。

の実現する。（物質・材料 ○原則として、事業開始３年目及び終了後
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研究機構） に外部有識者による中間評価及び事後評価

知の創造から社会還元ま － を実施することとしており、各機関の課題や

で一貫した責任体制で 今後の方向性等を明確化することとしている

研究を推進し、科学技術 。

駆動型の経済・地域活性

化を目指した産学官連

携拠点を育成する。（北

海道大学創成科学研究

機構）

施策目標５－４ 優れた研究者・技術者の養成・確保

【主管課】 我が国の将来の 「ポストドクター等１万人支援計 ・「ポストドクター等１万 ○日本学術振興会の特別研究員事業にお ○政府全体として 10,405人（文部
科学技術・学術 研究活動等を担 画」の趣旨を踏まえ、ポストドクト 人支援計画」対象事 いて、平成１５年度より「２１世紀 COEプログ 科学省 9,444人）のポストドクター等
政策局基盤政策 う優れた研究者・ ラル制度等の質的充実を図りつ 業による支援人数の ラム」選定拠点に内在する若手研究者養成 を支援するのに必要な経費を措置（

課 技術者の養成・ つ、政府全体として優れた若手 推移 に優れた環境等の機能を活用した取組を推 １６年度）。さらに平成１７年度は、政

【関係課】 確保 研究者に対し、フェローシップ等 ・日本学術振興会の 進するなど、ポストドクトラル制度の質的充実 府全体として 10,485人（文部科学
科学技術・学術 による１万人規模の支援を行い 特別研究員（ＰＤ）に に向けた取組を推進しつつ、１万人規模の 省 9,764人）分の経費を措置予定。
政策局調査調整 、若手研究者の自立性向上等 おける新規採用者の 支援が確保されているなど、概ね順調に進 ○日本学術振興会の特別研究員事

課、研究振興局 を目指す。 うち出身研究室以外 捗。 業において、平成１７年度採用者か

振興企画課、高 の研究室を選定した ○国立大学の法人化など、我が国の研究環 ら PD ・ SPDの選考を一本化し、処
等教育局大学振 者の占める割合 境が変化しており、更にポストドクター等の実 遇を改善。（１６年度）

興課 態把握に努める必要がある。 ○大学･公的研究機関等における

ポストドクター等に関する実態調査

を実施し、調査結果を広く関係機関

に周知する予定。（１６年度）

競争的資金によるポストドクター ・競争的資金（文科 ○平成１５年度における競争的資金によるポ ○競争的資金の予算拡充により、ポ

を確保する機会の拡充を図り、 省）によるポストドクタ ストドクターの雇用者数が増加するとともに、 ストドクター等を雇用する機会を充

研究指導者の明確な責任の下 ー雇用者集 研究指導者の下でのスキルアップが図られ 実するとともに、ポストドクター等の

、若手研究者の資質向上を図 ており、概ね順調に進捗。 雇用状況について実態調査を実施

る。 し、調査結果を広く関係機関に周知

する予定。（１６年度）

ポストドクターの流動性向上に ・日本学術振興会の ○ポストドクターの流動性向上については、 ○引き続き、日本学術振興会の特

向けた環境を整備し、学位取得 特別研究員（ＰＤ）に 日本学術振興会の特別研究員（ＰＤ）におい 別研究員事業（ PD ）におけるポスト
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後の早い段階から、多様な研究 おける新規採用者の て、原則大学院在学当時の所属研究室以外 ドクターの流動性向上に向けた取組

環境の選択による若手研究者 うち出身研究室以外 の研究室を選定する者を採用することとして （原則、出身研究室と異なる研究室

自身の創造性豊かな広い視野 の研究室を選定した おり、新規採用者のうち大学院在学時の所 で活動をする者を採用する）を推進

を有する研究能力の涵養を目 者の占める割合 属究室以外の研究室を選定した者の割合は 。（１６年度）

指す。 約 90％に増加しており、概ね順調に進捗。
技術士資格が欧米の同種資格 ・技術士登録者数の ○技術士登録者数は平成１５年度末現在で ○引き続き、技術士制度の普及を

と同程度に普及することを目指 推移 は５４，７２０人（対前年比５，０９５人増）で着 図るなど技術士登録者数の着実な

し、技術士登録者数の着実な 実に増加しており、想定どおりに達成。 増加を図る。（１６年度）

増加を達成する。

海外の技術者資格との相互承 － ○ APECエンジニアの具体的審査が行わ ○引き続き、具体的審査を行い、

認に向けた協議を進める。 れており、約２，３００件について要件を満た APECエンジニアの増加を図るなど
すことが認められ、海外の技術者資格との相 海外の技術者資格との相互承認に

互承認に向けた協議が着実に進められてい 向けた取組を推進。（１６年度）

る。また、平成１５年１０月には、日本とオース

トラリアの間で、 APECエンジニア・プロジェ
クトにおける初の二国間相互承認枠組み文

書が署名された。これらにより、概ね順調に

進捗。

施策目標５－５ 研究開発基盤の整備

【主管課】 独創的・先端的 2010年を目途に、知的 ・微生物数（国立大 ○研究用材料（特に生物遺伝資源）、計量 ○知的基盤整備については、研究

研究振興局研究 な研究開発を進 基盤整備計画（科学技術 学、独立行政法人等 標準、データベースについては、それぞれ、 活動を先導する計測分析技術・機

環境・産業連携 めるため、施設 ・学術審議会阿部前会長 の研究機関におい ①微生物数、②計量標準・標準物質の整備 器の開発を産学官連携で推進する

課 整備はもとより、 より遠山大臣に平成１３ て保存されている微 数、④材料物性データベースのデータ数が プロジェクトを平成１６年度より開始。

【関係課】 知的基盤（①研 年8月３０日に答申）に記 生物数） 増加しており、概ね順調に整備が進められて 平成１７年度は新規開発領域を追

研究振興局情報 究用材料、②計 載された重点的に整備 ・計量標準・標準物 いるが、③計測方法、機器については、依然 加し新規課題を募集するなどプロジ

課・基礎基盤研 量標準、③計測 する知的基盤（①研究用 質 としてライフサイエンス分野の計測方法、機 ェクトのさらなる充実、強化を図る。

究課・ライフサイ 方法・機器等、 材料（微生物等の生物遺 ・ライフサイエンス分 器等の多くを海外に依存しており、一定の成

エンス課、大臣 ④データベース 伝資源等）、②計量標準 野の計測方法・機器 果は上がっているが一部については想定ど

官房文教施設企 ）、研究情報基 、③計測方法・機器等、 ・材料物性データベ おり達成できなかった。

画部計画課 盤などの研究開 ④データベース）の整備 ースのデータ数 今後の課題として、計測・分析機器につい

発基盤の整備を について、⑥指標に示さ ては、日本の国内市場における国内企業の

図る。 れているような整備目標 シェアは依然と低いため、将来の研究活動
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を達成する。 を先導する先端計測分析技術・機器につい

て、産学官の能力を結集して開発する事業

を推進することが必要である。

多様な物質・材料の構造 ・大型放射光施設 ○大型放射光施設の整備については、利用 ○本格的利用期にあたり、利用者

解析をはじめとして、従 （Spring-8 ）の利用 者の多様なニーズに対応すべく、大型放射 数の更なる拡大と利用分野の拡大

来の光源では達成できな 者数 光施設整備を実施してきたことにより、利用 を図ることを目的に、利用研究の進

い未踏の科学技術領域 者数は確実に増加しており、また、平成 15 展に伴い高度化する利用ニーズに

の開拓に寄与する施設 年度までに、光の受容センサーとして働くタ 対応し、利用実験の効率化・高精度

である大型放射光施設 ンパク質であるウシロドプシンの立体構造の 化、実験データ解析手法・ツールの

（ SPring-8 ：Ｓｕｐｅｒ Ｐｈ 解明や、ＤＮＡの遺伝情報を伝達する反応 開発と提供に係る経費として、高度

ｏｔｏｎ ｒｉｎｇ ８ＧｅＶの略 を直接担っている重要なタンパク質であるＲ 利用実験技術開発費を措置。

称）の共用利用をさらに ＮＡポリメラーゼなどの研究成果について、 また、平成 16年 4月の財務省予
促進し、優れた研究成果 ネイチャーやサイエンスに 26件の論文が掲 算執行調査を受け、多様化する利

を社会に還元するため、 載されるなど、世界的に高く評価される研究 用者ニーズに応えるべく、運転・維

施設整備等を進め、利用 成果を挙げているものの、産業界の利用の 持管理要員を技術支援要員に振り

者数が前年度に比べて 利用者全体に占める割合は不十分であると 替えることで、解析支援を含む技術

拡大するよう運用を図る ともに、新規利用者の更なる拡大を図るべき 支援範囲の拡大を図るとともに、更

。 ではないかと指摘もある。今後の課題として、 なる支援体制の強化を図ることによ

利用者数・利用分野の更なる拡大を図るた り、産業利用の一層の拡大を目指

め、新規ユーザーに応えることができる施設 す新規施策「先端大型研究施設戦

・設備の整備を一層推進していくことが必要 略活用プログラム」に係る経費を措

である。 置（ 17年度）。
観測実験・シミュレーショ ・スーパーＳＩＮＥＴのノ ○スーパー SINETについては、ノード（接 ○スーパーＳＩＮＥＴについては、平

ン等で大容量のデータを ード数（接続拠点） 続拠点）を平成１６年３月までに２８機関にお 成１６年度中に新たに１大学、１国立

扱い、超高速・広帯域の いて整備しており、順調に進捗している。情 試験研究機関にノードを整備。平成

ネットワークを必要とする 報通信分野の研究開発を推進するという観 １７年度も引き続き、運営体制の充

高エネルギー・核融合科 点から、引き続き、その整備の充実と活用を 実等により活用の推進を図る。

学をはじめとする先端分 推進していくことが必要。

野の研究を一層推進す

るため、先端的研究機関

を最速 10Gbpsの回線
で接続する超高速研究
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ネットワーク（スーパー

SINET ）のノード（接続
拠点）数を平成 15年度
までに 28機関において
整備し、さらに順次拡充

する。

世界水準の教育研究成 ・国立大学等施設緊 ○「国立大学等施設緊急整備５か年計画」の ○５か年計画の所要経費として最大

果の確保を目指し、国立 急整備５か年計 整備目標の約 600万㎡に対し、平成 15年 約 16,000億円を見込んでおり、平
大学等施設緊急整備５ 画の達成状況 度までに約 329万㎡（ 55.1％）の整備を実 成 16年度予算において、 1,433億
か年計画に基づき、平成 施している。整備対象別に見ると、「大学院 円（うち補正分 359億円）を確保。
１７年度までに約６００万 施設の狭隘解消等」（ 86.9％）、「卓越した また、平成１７年度予算案におい

㎡の国立大学等の施設 研究拠点等」（ 83.8％）、「先端医療に対応 ては、事業費ベースで 901億円を
整備を重点的・計画的に した大学附属病院」（ 72.0％）、「老朽化 計上。

行う。（再掲） した施設の改善」（ 40.2％）となっており、「
老朽化した施設の改善」については当初想

定した整備水準を下回っているものの、全体

としては大学等の多様な教育研究活動を支

える施設環境基盤の整備・充実は概ね想定

どおりに達成。

今後は、必要予算の確保に努めるとともに

、進捗に遅れが見られる「老朽化した施設の

改善」を一層推進していくことが必要。

施策目標５－６ 科学技術活動の国際化の推進

【主管課】 国際的な取組が 地球規模の問題の解決 － ○国際機関会合、各国との科学技術協力協 ○政府間合意に基づく重要課題協

科学技術・学術 必要とされてい を目指した研究や国際 定下の合同委員会等の政府間会合におい 力の機動的推進（科学技術振興調

政策局国際交流 る研究を国際協 的な取組が必要となる基 て、重点協力分野、共同研究プロジェクト等 整費）の推進。（１６年度）

官 力プロジェクトと 礎研究等について、国際 について確認、合意し、重要な課題につい ○政府間合意に基づく重要課題の

して推進するとと 協力プロジェクトを推進 ては機動的に実施されており、概ね順調に うち、特定の機関で対応するよりもプ

もに、研究成果 する。 進捗。 ロジェクト型で対応するものが効果

等の積極的な海 的なものについて、優れた研究者チ

外発信を行い、 ームによる共同研究等の支援を図る

我が国の科学技 ための戦略的国際科学技術協力推



59

術活動を認知さ 進事業（科学技術振興機構）の推進

せる。また、研究 。（１６年度）

者国際交流を促 ○先端研究グローバルネットワーク

進するとともに、 事業（日本学術振興会）の推進。

国内の研究環境 （１６年度）

を国際化する。 ○拠点大学交流事業（多国間）（日

本学術振興会）の推進。（１６年度）

研究者間のネットワーク ・国際研究集会派 ○文部科学省の支援により海外で開催され ○国内外の優秀な研究者を集め、

を構築し、我が国の研究 遣研究員による海外 る学術的な国際研究集会への派遣人数は 最新のアイデア・意見を交換する「ク

成果、研究水準を世界に で開催される国際会 増加傾向であり、概ね順調に進捗している。 ローズドセミナー」（日本学術振興会

発信するため、海外で開 議への派遣人数 優秀な人材の育成のためには、国際的な研 ）の充実。（１６年度）

催される国際会議等で研 究交流への参加機会の提供が不可欠であり

究発表を行う研究者の派 、今後、若手研究者が中心の国際会議等の

遣を拡充する。 開催支援等の充実が必要。

研究者間のネットワーク ・文部科学省が支援 ○文部科学省の支援により国立大学等の主 ○国内外の優秀な研究者を集め、

を構築し、我が国の研究 する国際シンポジウ 導で開催する国際会議シンポジウムの開催 最新のアイデア・意見を交換する「ク

成果、研究水準を世界に ムの件数 件数は、平成 15年度は前年と同程度で推 ローズドセミナー」（日本学術振興会

発信するため、我が国の 移している。その他日本学術振興会の若手 ）の充実。（１６年度）（再掲）

主導により開催する国際 研究者を対象としたセミナー等、多面的に各

会議に対する支援を拡 種国際会議を実施している。優秀な人材の

充する。 育成のためには、国際的な研究交流への参

加機会の提供が不可欠であり今後、若手研

究者が中心の国際会議等の開催支援等の

充実が必要。

研究者国際交流を促進 ・研究者国際交流状 ○外国人特別研究員制度の受入人数は増 ○先端研究グローバルネットワーク

し、我が国の研究環境を 況調査(受入) 加傾向であり概ね順調に進捗している。また 事業（日本学術振興会）の推進。

国際化するため、外国人 ・外国人特別研究員 、外国人特別研究員制度については、終了 （１６年度）（再掲）

研究者の受入れを拡充 制度（日本学術振興 後のネットワーク形成等にかかる仕組みとし ○拠点大学交流事業（多国間）（日

する。また、帰国後も我 会）による受入人数 て、連絡先の確保、ＯＢ会の設立準備・設立 本学術振興会）の推進。（１６年度）

が国との関係を維持・発 に着手した。 （再掲）

展させるための様々な取

り組みを充実させる。
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研究者国際交流を促進 ・研究者国際交流状 ○海外特別研究員制度の海外への研究者 ○先端研究グローバルネットワーク

し、我が国の研究環境を 況調査(派遣) の派遣も平成１５年度は増加傾向であるため 事業（日本学術振興会）の推進。

国際化するため、海外の ・海外特別研究員制 、概ね順調に進捗している。 （１６年度）（再掲）

優れた研究機関で研究 度（日本学術振興会 ○拠点大学交流事業（多国間）（日

する経験を積めるよう日 ）による派遣人数 本学術振興会）の推進。（１６年度）

本人研究者の派遣を拡 （再掲）

充する。

施策目標６－１ 産業を通じた研究開発成果の社会還元の推進

【主管課】 産学官連携を強 大学発特許取得数を１０年間で ・国立大学における ○科学技術振興機構による技術移転事業 ○大学知的財産本部整備事業につ

研究振興局研究 化するとともに、 １５倍に増加する。 特許出願件数 等の各種施策の推進に伴い、大学における いては、４３大学を支援し、外部人

環境・産業連携 大学における知 特許取得件数については年々増加している 材の活用の充実・強化を行う（平成１

課 的財産の創出を が現状の特許取得件数（ 312件）から判断 ６年度）。平成１７年度については、

【関係課】 刺激・活性化し、 して、 10年間で 1320件の目標に対する達 大学知的財産本部を核として、大学

科学技術・学術 大学発の研究成 成度としては、必ずしも順調であるとはいえ 内の研究リソースを結集し、組織的

政策局調査調整 果の産業化を拡 ない。なお、国立大学における特許等知的 に産学官連携を推進するための体

課科学技術振興 充することにより 財産の取扱いについては、平成 16年度か 制である「スーパー産学官連携本部

調整費室 、研究成果の社 らの国立大学法人化を契機に原則個人帰 」を整備し、産学官連携のより一層

会還元を実現す 属から機関帰属に転換したことや、戦略的か の推進を図る。

る。 つ組織的な知的財産の創出・管理・活用を

図る大学知的財産本部整備事業等の推進 ○大学等の研究成果の特許出願関

により、件数は更に増加する見込みであるが 連支援、技術移転相談窓口機能な

、上記の知的財産の機関帰属化を徹底する ど技術移転活動を総合的に支援。

ために、特許出願支援の充実を図ることが必 平成１７年度においても、外国特許

要である。 出願の支援（外国特許出願関連：約

１３００件を支援）をはじめとした総合

的支援の充実・強化を引き続き推進

。

大学発特許実施件数を５年後 ・大学等発研究成果 ○大学発ベンチャー創出推進事業やマッチ ○大学知的財産本部整備事業につ

に１０倍に増加する。 に基づく特許の実施 ングファンドによる共同研究推進等の研究費 いては、４３大学を支援し、外部人

件数 助成制度の推進や技術移転機関（ＴＬＯ）の 材の活用の充実・強化を行う（平成１

支援の増加等に伴い、増加傾向にあるが、 ６年度）。平成１７年度については、

現状の特許実施件数（ 531件）から判断して 大学知的財産本部を核として、大学
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、 5年間で 1050件の目標達成度に対する 内の研究リソースを結集し、組織的

進捗状況は遅れている。なお、国立大学に に産学官連携を推進するための体

おける特許等知的財産の扱いについては、 制である「スーパー産学官連携本部

平成 16年度からの国立大学法人化を契機 」を整備し、産学官連携のより一層

に原則個人帰属から原則機関帰属に転換し の推進を図る。

たことや、戦略かつ組織的な知的財産の創 大学等の研究成果の特許出願関

出・管理・活用を図る大学知的財産本部整 連支援、技術移転相談窓口機能、

備事業等の推進により、件数は更に増加す 大学見本市の開催、開発あっせん・

る見込みであるが、大学研究成果の技術移 実施許諾など技術移転活動を総合

転を加速するため、大学シーズと企業ニーズ 的に支援。平成１７年度においても

のマッチングを促進するための施策の充実 、外国特許出願の支援（外国特許

を図ることが必要である。 出願関連：約１３００件を支援）をはじ

めとした総合的支援の充実・強化を

引き続き推進。

その他、産学官共同研究や大学

発ベンチャー創出の推進等の施策

を積極的に展開。平成１７年度にお

いても、引き続きこれらの施策の実

施を図る。

大学等の産学官連携、知的 ・知的財産・産学官 ○目利き人財養成プログラム、知的財産の ○大学等で技術移転業務を行って

財産、技術経営（ＭＯＴ）に係る 連携専門人材の確 専門人材育成ユニットの本格的な実施により いる人材を対象とした目利き人材育

専門知識や経験を有する人材 保・養成人数 、産学官連携等の専門知識を有する人材の 成を行う（平成１６年度）。平成１７年

を５年後に５倍に増加する。 育成数は着実に増加している。昨年度の 2 度においては、目利き人材育成の

倍、達成目標の 4割に当たる人材を確保・ 対象をポスドクに拡大するなど事業

養成しており、現状の専門人材の育成・確保 の充実・強化を予定。

数（ 441件）から判断して、 5年間で 1080 産学官連携支援を行う人材を全

件の目標達成度に対して想定どおり達成し 国の大学等に１１０名配置（平成１６

ていると考えられるが、知的財産・産学官連 年度）。「知的財産」に関する人材を

携専門人材の育成の重要性に鑑み、引き続 養成するための取組を２大学で新た

き施策の充実を図ることが必要である。 に実施（平成１６年度）。平成１７年

度もこれらの施策を引き続き実施予

定。
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施策目標６－２ 地域における科学技術振興のための環境整備

【主管課】 地域の研究開発 知的クラスターを１０拠点程度育 ・知的クラスター創成 ○知的クラスター創成事業は、実施地域を ○知的クラスターの形成を目指し、

科学技術・学術 に関する資源や 成する。 事業実施拠点数 12地域から 15地域へと拡大するなか、各 産業クラスター計画と連携しながら

政策局基盤政策 ポテンシャルの 地域における参画企業数も増加し、地域独 産学官の共同研究を中心とした事

課地域科学技術 活用や地域にお 自の研究成果から革新技術・新産業が生ま 業を全国１８地域で実施している。

振興室 ける科学技術振 れ始める等、国際競争力のある技術革新の 平成１７年度は、クラスター形成を加

【関係課】 興のための環境 ための集積の形成が着実に進捗してきてい 速するため、産業クラスター計画参

研究振興局研究 整備を行うことに る。 加企業と地域内の大学等との新た

環境・産業連携 より、我が国の科 な共同研究のための経費を計上す

課 学技術の高度化 るなど、支援措置を強化する。また、

・多様化、ひい 事業開始３年目を迎える１２地域に

ては当該地域に 対しては中間評価を実施し、結果に

おける革新技術 応じて予算の傾斜配分を行う予定。

・新産業の創出 産学官連携の拠点となるエリア ・都市エリア産学官 ○都市エリア産学官連携促進事業は、各地 ○自立的かつ継続的な産学官連携

を通じた我が国 を１５～２０ヵ所程度育成する。 連携促進事業実施 域が自主的に策定した計画に基づき、産学 基盤の構築を目指し、全国３７地域

経済の活性化を 拠点数 官の基盤整備、共同研究及び、研究成果育 で産学官の共同研究等を実施して

図る。 成事業の推進等に取り組んでおり、１５年度 いる。平成１６年度で事業終了を迎

における共同研究参加企業数、特許出願数 える１９地域のうち、特に優れた成果

等が増加するなど、概ね順調に進捗してい を上げ、かつ、今後の発展が見込ま

る。 れる地域に対して、モデル事業とし

て発展的に事業を展開できるような

経費を来年度予算案に計上。

また、地域に密着した「安全・安

心」に係るテーマを積極的に実施。

各事業を通じた大学等の産学 ・産学官共同研究実 ○知的クラスター創成事業及び都市エリア ○各地域における大学等の産学官

官連携による研究開発を３割程 施件数 産学官連携促進事業を含む、 15年度の大 連携による共同研究事業として、知

度増加させる。 学等における産学研究数は 8,023件、対前 的クラスター創成事業や都市エリア

年度比１８．６％増と大幅に増加しており、大 産学官連携促進事業等を実施。平

学等の産学官連携による共同研究開発は概 成１７年度においても、支援措置の

ね順調に進捗している。 強化を図りながら実施。

地域施策を通じた大学等の特 ・特許出願件数 ○初年度に比べて、２年目の知的クラスター ○今後も特許出願が促進されるよう

許権の出願件数を３割程度増 創成事業及び都市エリア産学官連携事業に 、知的クラスター創成事業や都市エ



63

加させる。 よって生じた特許件数は約３．５倍と増加して リア産学官連携促進事業を支援措

おり、想定以上に増加している。 置の強化を図りながら実施。

知的クラスター創成事業の実施 ・知的クラスターと産 ○両省の合同成果発表会は、各地において ○平成１６年度は、地域ごとの合同

地域で産業クラスターとの合同 業クラスターの合同 、毎年度実施されており、想定どおり達成で 成果発表会のみならず、全国レベ

成果発表会等を毎年開催する 会合数 きている。 ルのフォーラムや合同発表会を東

。 京で開催。

知的クラスター創成事業や都市 ・知的クラスター創成 ○初年度に比べて、２年目の共同研究参加 ○地域ごとに開催される産業クラス

エリア事業における参加企業を 事業と都市エリア産 企業数は着実に増加しており、概ね順調に ター計画との合同成果発表会や、

増加させる。 学官連携促進事業 進捗しているといえる。 中央でのフォーラム等を通じ、地域

における参加企業数 の産学官連携による研究開発の取

組を外部に発信していくとともに、目

利き専門人材によるコーディネート

活動を継続的に実施。

すべての都道府県、政令指定 ・都道府県、政令指 ○平成１５年度に全都道府県が策定したこと ○平成 16年度は、国と都道府県及
都市が独自の科学技術政策大 定都市における科学 に加え、多くの政令指定都市も着々と科学 び政令指定都市の地域科学技術行

綱や方針を策定するように促す 技術大綱等の策定 技術政策大綱や方針を策定し始め、昨年よ 政担当者が産学官連携施策等の情

。 数 りも策定が進んでいる。 報共有や担当者間の意見交換を行

う「地域科学技術振興フォーラム」を

開催。また、平成 17年度において
は会議の場を通じて地域科学技術

に関する意識の向上を図る「「地域

科学技術振興会議」を開催予定。

施策目標６－３ 国民の科学技術に対する理解の増進及び信頼の獲得

【主管課】 理科・数学に重 ①理科・数学に重点を置 ・スーパーサイエンス ○スーパーサイエンスハイスクールを計５２ ○スーパーサイエンスハイスクール

科学技術・学術 点を置いた教育 いた教育課程の研究開 ハイスクールの指定 校指定（１４年度２６校、１５年度２６校）し、科 について、新たに２０校追加し、現

政策局基盤政策 課程の研究開発 発等を行うスーパーサイ 期間は３年間であり、 学技術、理科・数学に重点を置いた教育課 在７２校において取組を実施。各指

課・計画官 、実験・観察を エンスハイスクールを指 研究開発の実情を 程の研究開発等が行われている。また、各 定校で特色ある取組みが行われて

【関係課】 重視した活動の 定し、その活動を支援す 勘案しつつ、検討 学校の研究の進捗状況については、報告書 おり、活動の成果として、知的好奇

生涯学習政策局 推進及び学校と ることによって、理科・数 の分析、実地調査、教員や生徒の研究発表 心・探究心の高まり、学ぶ意欲の向

社会教育課、 大学・研究機関 学教育について特色ある ・交流会や連絡協議会等の実施を通じて、 上、進路意識の明確化など生徒の

初等中等教育局 等との効果的な 取組を推進し、成果の普 その把握に努めている。報告によれば、生徒 変容、高大連携の具体化と接続の

教育課程課 連携方策や研究 及を図るとともに、我が国 の学習意欲の喚起、進路意識の明確化、学 改善（愛媛大学の特別入試制度等）
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者の業績発信等 の将来の科学技術を支 力の向上等が顕著な効果として認められる 、教員の意識変化等が報告されて

を推進し、児童 える人材を育成する拠点 など、事業は概ね順調に進捗。今後の課題 いる。（１６年度）

生徒の科学的体 のモデル形成を図る。② として、指定期間の長期化等、改善点を明 スーパーサイエンスハイスクール

験の機会を充実 都道府県単位のモデル 確化して推進することが必要。 については、調査結果等を踏まえ、

させるとともに、 地域を指定し、域内の小 平成１７年度より指定期間を長期化

これらについて ・中学校において、科学 （３→５年間）し、国際的な科学技術

の知見を確立す に対する知的好奇心や 系人材の育成施策としての位置づ

る。また、広く国 探求心、科学的な見方 けを明確化する予定。

民に向けたメデ や考え方の育成に取り組 ○平成１７年度より、科学技術振興

ィアを活用した む科学技術・理科教育推 機構において、小･中学生を対象と

科学技術につい 進モデル事業を実施し、 して、地域の教育資源を総合的･有

ての情報発信、 理数教育の充実を図る 機的に組み合わせて理数教育等を

科学館や科学系 取組を推進する。 実施する理数大好きモデル地域事

博物館の活動強 業を実施予定。

化を実現し、国 ①大学、研究機関、民間 ・サイエンス・パートナ ○平成 15年度のサイエンス・パートナーシ ○サイエンス・パートナーシップ・プ

民の科学技術に 企業等と学校、教育委員 ーシップ・プログラム ップ・プログラムにおいては、大学・研究機関 ログラムにおける採択件数が着実に

対する理解の増 会の連携によって行われ の公募に対する主題 等と学校・教育委員会との間の連携推進の 増加。また、本事業を実施した高等

進及び信頼の獲 る実験等の取組や教員 申請件数 ため４００件のテーマについて支援等を実施 学校がスーパーサイエンスハイスク

得を図る。 研修を支援し、児童生徒 するなど、事業は概ね順調に進捗。 ールに指定されるなど、成果が着実

が科学技術や研究者・技 に浸透。また、実施機関へのヒアリン

術者に触れる機会を充 グや有識者会議での議論を受けて

実させるあり方の調査研 ティーチング・アシスタントの積極的

究、②研究者の情報発 な活用を促すなど必要な改善を加

信等のあり方について知 えて事業を推進。（１６年度）

見を得る等の科学技術・

理科についての学習支

援手法の調査研究、を行

うサイエンス・パートナー

シップ・プログラムを推進

する。

研究機関等における最 ・デジタル教材を提 ○平成１５年度にデジタル教材を１２教材開 ○「理科ねっとわーく」 の利用登録

先端の研究成果等を学 供する「理科ねっとわ 発し、調査研究等を実施。デジタル教材を学 者数が１０，５８８人（平成１７年２月３
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習素材として活用し、先 ーく」の登録者数 校等へ提供するためのシステム「理科ねっと 日現在） となり、利用が拡大してい

進的な科学技術・理科教 わーく」の利用登録者数も伸びているなど、 る。（１６年度）

育用デジタル教材や学 事業は概ね順調に進捗。 ○「理科ねっとわーく」の一般公開を

校等にこれらを提供する 開始。（１６年度）

ためのシステムを開発し ○全国１２地域等と協力して、デジタ

、開発手法について公開 ル教材の活用・普及手法について

する。また、開発したデジ 研究を実施。（１６年度）

タル教材を用いた学習活

動について評価を実施

する。希望する教員や各

地域において成果の活

用を図る。

ＴＶメディアを活用した科 ・科学技術番組をイ ○平成 15年度に科学技術番組を 248本 ○開発した科学技術番組をＣＳ放送

学技術番組を開発し、そ ンターネットにより提 作成し、サイエンス チャンネル等において 、ケーブルテレビ、インターネットを

の普及を推進すること、 供するホームページ 提供。また、先駆的展示開発に当たっては、 通じ全国に配信。インターネットによ

また、科学館等における へのアクセス数（Ｈ１４ 積極的に展示テーマに関係する機関の協力 る番組視聴数は 1,060,201件（平
先駆的な手法を用いた ブロードバンド配信 、研究者等の参画を得て開発を進めるなど 成 16年４～ 12月）で、既に対前年
科学技術に関する展示 開始） 事業は概ね順調に進捗。 度を上回る実績が得られている。（１

の開発を行うとともに、そ ６年度）

の活用を推進することに

より、国民に科学技術に

ついてわかりやすく伝え

る。

最先端の科学技術及び ・日本科学未来館へ ○平成１３年７月に開館した日本科学未来館 ○日本科学未来館については、広

科学技術の理解増進に の入館者数 は、最先端の科学技術を分かりやすく展示・ 報活動等を引き続き積極的に実施

関する内外への情報発 解説する他、各種学会や会議の開催、学校 し、入館者数は既に５２９，６４７人（

信及び交流のための拠 教育における活用、ノーベル賞受賞者の白 平成１６年４月～平成１７年１月）に

点として、日本科学未来 川博士も参加した実験教室等、情報発信と 到達。なお、平成１６年１１月に、開

館の整備・運営を行う。 交流拠点としての機能を果たしており、事業 館からの累計入館者数 200万人を
運営に当たっては、各年 は概ね順調に進捗。 達成。（１６年度）

度当たり５０万人以上の

来館者数を確保する。
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科学技術行政について ・プレス発表数（科学 ○文部科学省ホームページのデザインが更 ○文部科学省ホームページにおい

も、広く国民等の多様な 技術・学術政策局、 新され、より見やすくよりわかりやすく情報を て継続して広報及び広聴活動を行

意見を募集するとともに、 研究振興局、研究開 発信できる体制が整えられた。文部科学省 っている。また、今年度行われた科

その過程の公正の確保と 発局） ホームページでは「科学技術振興調整費ニ 学技術に関するプレス発表数（科学

透明性の向上を図る。 ュース」などによって研究開発の成果を掲載 技術･学術政策局、研究振興局、研

し、積極的に情報を発信するとともに、パブリ 究開発局）は 609件（平成 16年度
ックコメント等により広く国民の多様な意見を 2月 8日時点）に達しており、今後
募集しており、目標に対する達成状況は順 も引き続き目標達成に努める。

調に進捗。

施策目標７－１ 生涯スポーツ社会の実現

【主管課】 国民の誰もが、 平成２２年度までに、成 ・成人の週一回のス ○内閣府の「体力・スポーツに関する世論調 ○平成１６年度より、総合型地域ス

スポーツ・青少 それぞれの体力 人の週一回以上のスポ ポーツ実施率 査」によると、成人の週一回以上のスポーツ ポーツクラブの全国展開を一層推

年局生涯スポー や年齢、技術、 ーツ実施率を二人に一 実施率は、平成１２年において３７．２％であ 進するための新たな取組として「総

ツ課 どこでも、いつま 人（５０％）とする。 ったのが、平成１５年においては３８．５％とな 合型地域スポーツクラブ育成推進

でもスポーツに っており、概ね順調に進捗していると言える。 事業」を実施しており、全国２００か

親しむことができ スポーツ実施率を目標である５０％にするた 所において新たに総合型地域スポ

る生涯スポーツ め、引き続き総合型地域スポーツクラブの育 ーツクラブを育成予定。

社会を実現する 成をはじめとした各種施策に取り組んでいく 平成１７年度予算案において同事

。 必要がある。 業を拡充（箇所数：新規２００、継続

２００）

クラブマネジャー養成講習会を引き

続き実施。（１６，１７年度）

生涯スポーツコンベンションを引き

続き実施。（１６，１７年度）

広域スポーツセンター育成モデル

事業を引き続き実施。（１６，１７年度

）

平成２２年度までに、全 ・総合型地域スポー ○総合型スポーツクラブの育成については、 ○平成１６年度より、総合型地域ス

国の各市区町村におい ツクラブを育成してい 平成１５年７月現在、５５８の市区町村で取り ポーツクラブの全国展開を一層推

て少なくとも一つは総合 る市町村数 組まれており、着実に育成されてきていると 進するための新たな取組として、「総

型地域スポーツクラブを 言える。 なお、全国の各区市町村において 合型地域スポーツクラブ育成推進

育成する。 少なくとも一つは総合型地域スポーツクラブ 事業」を実施しており、全国２００か
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が育成されるよう、引き続き、各種施策に取り 所において新たに総合型地域スポ

組んでいく必要がある。 ーツクラブを育成予定。平成１７年

度予算案において同事業を拡充。（

箇所数：２００箇所→４００箇所）

平成１５年度まで、総合 ・総合型地域スポー ○平成１５年度までに１１５市区町村におい ○平成１６年度より、総合型地域ス

型地域スポーツクラブ育 ツクラブ育成モデル て総合型地域スポーツクラブ育成モデル事 ポーツクラブの全国展開を一層推

成モデル事業を引き続き 事業を実施した市町 業が実施され、目標を想定どおり達成できた 進するための新たな取組として、「総

実施する。 村数 。なお、全国の各市区町村において少なくと 合型地域スポーツクラブ育成推進

も一つは総合型クラブが育成されるよう、引 事業」を実施しており、全国２００か

き続き、各種施策に取り組んでいく必要があ 所において新たに総合型地域スポ

る。 ーツクラブを育成予定。平成１７年

度予算案において同事業を拡充。（

箇所数：２００箇所→４００箇所）

総合型地域スポーツクラ ・クラブマネジャー養 ○クラブマネジャー講習会は基本的に受講 ○クラブマネージャー養成講習会を

ブの運営を担う人材の育 成講習会参加者数 者１００名程度を想定しているところ、平成１５ 引き続き実施。（１６，１７年度）

成のため、クラブマネジャ 年度においては１５５人が受講し、目標を想

ー養成講習会を実施し、 定以上に達成できた。総合型地域スポーツ

１００名以上の参加者を クラブの育成・定着のためには、その運営を

得る。 担う人材の養成・確保が課題であり、引き続

きクラブマネジャー養成講習会を実施してい

く必要がある。

生涯スポーツコンベンシ ・生涯スポーツコンベ ○生涯スポーツの振興を担う関係者の意見 ○生涯スポーツコンベンションを引

ョンを開催し、意見交換 ンション参加者数 交換の場である生涯スポーツコンベンション き続き実施。（１６，１７年度）

会やシンポジウム等を通 を開催。約１０００名の関係者が参加しており

じて生涯スポーツの振興 、目標を想定どおり達成できた。生涯スポー

を担う関係者の連携・協 ツ関係者の連携・協力体制を強化し、生涯ス

力を図る。 ポーツ振興をさらに推進していくため、引き

続き生涯スポーツコンベンションの開催を行

う必要がある。

平成２２年度までに、各 ・広域スポーツセンタ ○平成１５年度までに、２８都道県において ○広域スポーツセンター育成モデ

都道府県において少なく ー育成モデル事業 広域スポーツセンター育成モデル事業が実 ル事業を引き続き実施。（１６，１７年

とも一つは広域スポーツ 実施都道府県数 施されており、「全国の半分以上の都道府県 度）
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センターを育成する。 での実施」という達成目標に照らすと、目標

平成１７年度までに、全 を想定以上に達成できた。なお、平成２２年

国の半分以上の都道府 度までに各都道府県において少なくとも一つ

県において広域スポーツ は広域スポーツセンターを育成するために、

センター育成モデル事業 引き続き広域スポーツセンター育成モデル

を実施する。 事業を実施する必要がある。

施策目標７－２ 我が国の国際競技力の向上

【主管課】 平成 22年まで 平成１７年までにトップレ ・実施競技団体数 ○平成 15年度においては、 34競技団体 ○各競技団体に対し、 JOCを通じ
スポーツ・青少 にオリンピック競 ベルの競技者を組織的・ 中、 19団体で一貫指導システムが構築され て、一貫指導システムの構築に努め

年局競技スポー 技大会における 計画的に育成するため、 、進捗にやや遅れが見られるが、一貫指導 るよう促すとともに、一貫指導システ

ツ課 メダル獲得率 一貫指導システムを構築 システムの構築のためのモデル事業が平成 ムに基づく事業をスポーツ振興くじ

3.5%を実現する する。 14年度で終了しており、今後一貫指導シス 助成の助成対象事業の一つとする

。 テムを導入する競技団体数をいかに拡大さ ことで実施競技団体の拡大を図って

せるか、各競技団体への働きかけが課題で いる。（ 16年度）
ある。

平成 20年までにハード・ － ○「ナショナルトレーニングセンターの設置 ○ナショナルトレーニングセンター

ソフト両面において充実 等の在り方に関する調査研究協力者会議」 の整備については、平成 17年度予
した機能を有するナショ による中間まとめにおいて、国立スポーツ科 算案において、用地購入費、実施

ナルレベルの本格的なト 学センターの所在する西が丘地区に中核拠 設計料及び屋外トレーニング施設

レーニング拠点を整備す 点を整備することが提言されるなど、目標達 建築工事費を計上している。

る。 成に向け順調に進捗している。

○トップレベル競技者の強化に当たっては、 ○ナショナルレベルのトレーニング

集中的・継続的にトレーニングを行う環境を センター施設の整備に係る業務の

整える必要があるという課題があり、ハード・ 推進を遂行するため、トレーニング

ソフト両面において充実した機能を有するナ 拠点整備推進専門官 1名を措置。
ショナルレベルの本格的なトレーニング拠点 （ 17年度）
の整備が必要。

専門的な技術指導を行う ・配置済み競技団体 ○平成 15年度においては、専任コーチを ○（財）日本オリンピック委員会補助

専任コーチを競技団体 数 配置している競技団体が 30団体あり、その を実施する。（専任コーチの設置）

に配置し、配置にあたっ うち重点競技団体は 18競技団体ある。また （ 16 ・ 17年度）
てはメダル獲得の期待の 、平成 15年度からはメダル獲得の期待が高
高い競技に重点を置く。 い競技について重点的に配置することとして
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おり、目標達成に向け概ね順調に推移して

いる。

競技者各人の特性に応 ・資格取得者数 ○平成 15年度においては、競技者各人の ○（財）日本体育協会補助を実施す

じた専門的な技術指導を 特性に応じた専門的な技術指導を行うことが る。（指導者の養成）（ 16 ・ 17年度）
行うことができる指導者（ できる指導者が、対前年度比約 800名増の
コーチ、スポーツドクター 16,104名であり、年度によって資格取得者
、アスレティックトレーナ 数に差が生じてくるものの、目標達成に向け

ー）を平成２０年までに新 概ね順調に推移している。

たに５千人養成する。

トップレベルの選手に対 ・合宿実施回数 ○平成 15年度においては、各競技団体に ○（財）日本オリンピック委員会補助

し、国内外での強化合宿 おいて強化合宿を前年度に比べ約 300回 を実施する。（強化合宿の実施）

を実施する。 以上多い 483回実施しており、目標達成に （ 16 ・ 17年度）
向け順調に推移している。なお、より効果的

な合宿となるよう、実施時期、期間、合宿メン

バー、人数等について各競技団体で十分検

討していくこととする。

平成２０年までに高度な － ○平成 15年度から 5年間で、ナショナルコ ○ナショナルコーチ等育成プログラ

専門的能力を有する指 ーチ等育成プログラム策定に向けてプログラ ム策定のためのモデル事業を実施

導者を養成・確保するた ム内容及び関係機関との連携方策の検討を し、プログラム作成のための調査研

めの研修制度（ナショナ 行い、平成 20年度までに制度の確立を予 究や、スポーツ関係団体との連携方

ルコーチアカデミー）を確 定しているが、現在、（財）日本体育協会と加 法などについての調査研究などを

立する。 盟競技団体が実施する「公認スポーツ指導 行う。（ 16 ・ 17年度）
者制度」の養成システムの見直しを行ってお

り、これとナショナルコーチ等育成プログラム

との位置付けやカリキュラムの検討に遅れが

生じているため、進捗にやや遅れが見られる。

スポーツ医・科学情報に － ○スポーツ医・科学情報に関する研究成果 ○平成 16年以降も引き続き、国立
関する研究成果の活用 の活用を図るため、国立スポーツ科学センタ スポーツ科学センター（ＪＩＳＳ）と各競

を図るため、国立スポー ーと各競技団体や研究機関などの関係機関 技団体や研究機関などの関係機関

ツ科学センターと関係機 との連携・協力を進めており、目標達成に向 との連携・協力を進め、トータルスポ

関との連携・協力体制を け順調に推移している。国立スポーツ科学セ ーツクリニック事業やスポーツ医・科

強化する。 ンターの役割を広く周知し、理解されるよう継 学研究事業、スポーツ診療事業、ス
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続して努める必要がある。 ポーツ情報サービス事業などのスポ

ーツ医・科学、情報に関する事業を

実施する。

施策目標７－３ 学校体育・スポーツの充実

【主管課】 地域、学校にお 児童生徒の体力の低下 ・児童生徒の体力の ○子どもの体力・運動能力は、長期的に低 ○「体力向上キャンペーン」を引き続

スポーツ・青少 いて、たくましく 傾向を上昇傾向に転じさ 状況 下傾向にあり、進捗にやや遅れがみられる。 き実施。（１６、１７年度）

年局企画・体育 生きるための健 せる。 引き続き、学校・家庭・地域が連携して、子ど ○子どもの体力向上実践事業を引

課 康や体力を培う もの体力の重要性に関する普及啓発、子ど き続き実施。（１６、１７年度）

【関係課】 ため、子どもの もの運動習慣や望ましい生活習慣の形成等 ○「スポーツ・健康手帳」等を引き続

スポーツ・青少 運動に親しむ資 に取り組んでいく必要がある。 き作成・配布。（１６、１７年度）

年局参事官 質・能力を育成 児童生徒の体力の低下 ・児童生徒の体力の ○キャンペーン「ポスター」「標語」を全国の ○「体力向上キャンペーン」を引き続

し、体力を向上 の問題や体力の重要性 状況 小学生から公募、全国各地で子どもたちが き実施。（１６、１７年度）

させるための取り について理解を促し、体 ・キャンペーンイベン 体を動かすことやスポーツの楽しさを味わえ

組みを推進する 力向上のための取組が ト開催ヵ所数 る啓発イベントの開催、等の体力の重要性を

。 なされるような全国キャン 啓発するための全国的なキャンペーン事業

ペーンを実施する。 を実施し、目標を想定どおり達成できた。引

き続き、これらの事業を推進する必要がある

。

児童生徒が主体的に体 ・児童生徒の体力の ○子どもたちが自ら進んで規則正しい生活 ○「スポーツ・健康手帳」等を引き続

を動かすようになるため 状況 習慣を身に付けたり、体を動かす動機付けと き作成・配布。（１６、１７年度）

の資料を作成配布する。 ・スポーツ・健康手帳 なる「スポーツ・健康手帳」等の作成・配布を

、外遊びスタンプカ 行い、目標を想定どおり達成できた。引き続

ード配布部数 き、これらの事業を推進する必要がある。

地域のスポーツ指導者を ・学校の体育の授業 ○体育の授業や運動部活動の指導者にお ○平成１７年度において、体育の授

体育の授業や運動部活 や運動部活動に対 ける地域のスポーツ指導者の活用人数は、 業や運動部活動における地域のス

動に積極的に活用する する地域のスポーツ 平成１５年度には、約１０，０００人を達成し、 ポーツ指導者の発掘・養成・活用の

取組を推進する。 指導者の活用状況 概ね順調に進捗している。体育の授業にお 促進のための調査研究を実施し、そ

いては、それぞれの子どもの個に応じた指導 の成果を全国に普及する。

を可能にするため、また、運動部活動におい （１７年度新規）

ては、多様化する子どものスポーツニーズに

対応するため、今後も体育の授業や運動部

活動に地域のスポーツ指導者を積極的に活
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用していくことが必要である。

中学校や高等学校にお ・中学生の運動部活 ○運動部活動の参加率は、平成１５年度で ○平成１７年度においても、前年度

いて、複数校合同運動 動への参加率 は、中学生は横ばい、高校生については微 に引き続き、複数校合同運動部活

部活動など他の学校や ・高校生の運動部活 増しており、概ね順調に進捗。少子化等によ 動等の取り組みを推進するための

地域と連携して運動部活 動への参加率 り、単独の学校ではチーム編成ができないな 実践的な調査研究を実施し、その

動を活性化する取組を推 どの状況が見られるため、引き続き複数校合 成果を全国に普及する。

進する。 同運動部等の取り組みを推進していく必要

がある。

施策目標７－４ 学校における健康教育の充実

【主管課】 児童生徒が健康 全中学・高校における薬 － ○平成１５年度の少年の覚せい剤事犯の検 ○平成１６年度においては、薬物乱

スポーツ・青少 で安全な学校生 物乱用防止教育につい 挙人数は減少しているものの、青少年の薬 用防止教室の推進や教育教材の作

年局学校健康教 活を送れるような て、実施割合を改善する 物乱用の問題については、中・高校生の覚 成・配布等、薬物乱用防止教育の

育課 条件整備を行う 。 せい剤事犯検挙者数が高水準で推移して 充実を図ってきたところである。

とともに、生涯に おり依然として予断を許さない状況にある。 平成１７年度においては、薬物乱

わたって健康で 以上のことから、一定の成果が上がっている 用防止教育の一層の充実を図るた

安全な生活を自 が、一部については想定どおり達成できなか め、中高生が、自らの心と体を守る

ら営んでいくた った。このため、引き続き薬物乱用防止教育 ことができるよう、薬物乱用をはじめ

めの知識や態度 の一層の充実が必要である。 とする飲酒、喫煙や性感染症などの

を養う。 問題について、総合的に解説する

啓発教材を作成する。

学校独自の危機管理マ ・学校独自の危 ○学校安全と児童生徒の心のケアの充実に ○平成１６年度においては、学校安

ニュアルの作成などすべ 機管理マニュア 総合的に取り組む「子ども安心プロジェクト」 全及び心のケアの充実に総合的に

ての学校における安全 ルの作成状況 を実施し、各学校における安全管理の取組 取り組む「子ども安心プロジェクト」を

管理に係る取組を進め、 ・死亡見舞金支給件 が進むとともに、障害見舞金支給件数が減 さらに推進するために、地域ぐるみ

学校における重大な事 数 少するなど一定の成果をあげているが、学校 の学校安全推進モデル事業や防犯

故件数を減らす。 ・障害見舞金支給件 における事件が後を絶たないなどの課題が 教室の推進等を行ってきたところで

数 残されており、一定の成果が上がっているが ある。

、一部については想定どおり達成できなかっ 平成１７年度においては、地域ぐ

た。今後より実効性の高い安全管理の取組 るみの学校安全体制整備推進事業

が継続的に行われるように対応していく必要 （新規）及び「防犯教室実践事例

がある。 集の作成」（新規）、「防犯教室

の推進」等を行う。
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全小・中学校における食 － ○食に関する指導の取組状況については、 ○平成１６年度においては、食生活

に関する指導の取組状 ティームティーチング、特別非常勤講師制度 学習教材の作成・配布、指導シンポ

況を改善する。 を活用した食に関する指導の取組状況が前 ジウムの開催、学校を中心とした食

年度より増加しており、概ね順調に進捗と判 育推進事業などを行い、食育の推

断。 進を図ってきたところである。

また、食に関する指導体制の一層の整備 平成１７年４月から栄養教諭制度が

を図るため、「学校教育法の一部を改正する 開始されることから、、平成１７年度

法律」が成立し、「栄養教諭」制度が創設さ においては、現職の学校栄養職員

れたことを受けて、学校栄養職員が栄養教 が栄養教諭免許状を円滑に取得で

諭免許状を円滑に取得できるよう講習を開 きるようにするための講習を開設す

設する事業に取り組んでいく必要がある。 る事業等に取組む。

○また、平成１７年度より、食育担当

の専門職を配置し、施策の一層の

充実を図る。

施策目標７－５ 青少年教育の充実と青少年健全育成の推進

【主管課】 青少年の豊かな 自然体験機会を得た青 ・自然体験機会を得 ○当該達成目標については、平成１４年度 ○青少年が自然体験をする機会を

スポーツ・青少 人間性をはぐく 少年の割合を、平成１４ た青少年の割合 調査における自然体験機会を得た青少年の 維持または増加させるため、以下の

年局青少年課 むため、自然体 年度の割合を基準として 割合を基準として達成状況を確認することと 施策を引き続き実施。（１６年度）

【関係課】 験活動の充実、 、維持し又は増加させる しており、平成１５年度調査においては、平 ・自然体験活動に関するモデル事

スポーツ・青少 子どもの読書活 。 成１４年度調査と比較し、全体にやや減少し 業

年局参事官 動の推進、国際 ている。今後、この調査結果を踏まえ、平成 ・地方公共団体が行う自然体験活動

交流の促進等に １７年度末時点において、当該調査結果を に関する事業に対する助成

より、青少年の 維持又は増加できるよう所要の施策に取り組 ・自然体験活動に関する普及・啓発

健全な育成の推 む必要がある。 ・国立又は公立青少年教育施設の

進を図る。 利用の促進に向けた施策

自然体験活動に係る指 ・自然体験活動の指 ○自然体験活動に係る指導者の養成及び ○トレーナー２種の養成及び登録制

導者の養成及び登録制 導者の養成・登録制 登録制度の構築とは、一定の基準を満たし 度の改善のため、自然体験活動の

度を構築する。 度 た指導者を登録・活用していくための仕組み 安全管理についてのプログラムの追

・指導者の登録人数 を構築することである。平成１５年度末現在 加など、既存のカリキュラムにさらに

の登録指導者数は 16040人で、前年度から 検討を加える。（１６年度）
3310人増加している。また、平成１５年度に
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は、登録された指導者の活用促進方策につ

いて調査研究を行うとともに、トレーナー２種（

コーディネーター（自然体験活動の企画・運営ができる者）を養成する者）養成の

ためのカリキュラムを再検討・作成して養成

会を実施したところであり、指導者登録の仕

組みづくりは概ね順調に進捗している。今後

、特に、制度発足当初であるトレーナー２種

の養成及び登録制度の改善を行う必要があ

る。

自然体験活動に資する ・自然体験活動に資 ○自然体験活動に資する場所の整備につ ○自然体験活動に資する場所の一

場所の登録件数を増加 する場所の登録件数 いては、「子どもの水辺」再発見プロジェクト、 層の登録推進を図るため、登録制

させる。 「あぜ道とせせらぎ」づくり推進事業、子ども 度の広報・周知を徹底し、登録状況

達の海・水産業とのふれあい推進プロジェク の定期的な調査を実施するとともに

トにおける登録件数の合計件数によりその達 、「省庁連携子ども体験型環境学習

成状況を確認しているところである。当該登 推進事業」において、登録された場

録件数については、昨年度実績と比較し、 所での事業への支援を引き続き実

約１．２倍の増加を示しており、順調に進捗し 施。（１６年度）

ているところであるが、「子どもの水辺」再発 事業の成果を広く普及するするた

見プロジェクト以外のプロジェクトにおいては め、都道府県行政関係者や民間団

、登録数の伸びが低調になっており、その原 体関係者を対象としたフォーラムを

因としては、都道府県担当者の認知度や意 開催。（１６年度）

識が十分でないこと等が考えられ、対策を検 「「あぜ道とせせらぎ」づくり推進プ

討する必要がある。 ロジェクト」、「子どもたちの海・水産

業とのふれあい推進プロジェクト」の

登録手続きの簡略化について関係

省庁に呼びかけ。（１６年度）

子どもの読書活動に関す ・子ども読書活 ○平成 15年度末においては、「子ども読書 ○広く子どもの読書活動についての

る社会的気運の醸成を 動推進計画の策 活動推進計画」について、都道府県におい 関心と理解を深めるため、引き続き

図るとともに、地域におけ 定状況 て 40都道府県が策定済み（平成 14年度 ポスターの作成・配布、フェスティバ

る子どもの読書活動推進 末においては 5都府県）、市町村において ルの実施等、全国的なキャンペーン

体制の整備を図る。 49市町村が策定済み（平成 14年度末にお を実施。（１６年度）

いては 17市町村）であり、子どもの読書活 都道府県及び市町村に対し、「子
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動の推進については概ね順調に進捗してい ども読書活動推進計画」を早期に策

るところであるが、未だ未策定の市町村も多 定するよう機会を捉えて働きかけ。（

く、子どもの読書活動についての関心と理解 １６年度）

を深め、計画策定を一層推進することが必

要である。

国際交流を通じ、我が国 ・海外に青少年 ○平成１５年度においては、ドイツに５２人我 ○さらなる国際交流の推進のため、

及び各国における青少 を派遣、招へい が国の青少年の派遣を行うとともに、アメリカ 日韓首脳共同声明（平成１５年６月）

年及び青少年育成指導 した国・人数 から４０人、イギリスから１８人、ドイツから６０ を踏まえ、韓国への派遣（５９人）及

者相互の認知度・理解度 人、各国の青少年を受け入れており、青少 び韓国からの日本招へい（６０人）を

の向上を図る。 年の国際交流の推進については、概ね順調 実施。（１６年度）

に進捗している。今後、海外派遣・日本招へ

いを行う国・人数の増加を図り、青少年の国

際交流を進めることが重要。

○以上の他、青少年の健全育成に係る課題 ○青少年を取り巻く有害環境・少年

として、メディア上の行き過ぎた性、暴力等の 非行に対応するため、以下の事業を

有害情報など青少年を取り巻く有害環境へ 実施。（１６年度）

の対応、最近の少年非行の情勢を踏まえた ・「問題を抱える青少年のための

少年非行対策、青少年の社会的自立の遅 継続的活動の場づくり事業」

れへの対応が急務となっている。 ・「青少年を取り巻く有害環境対

策」

さらに、青少年の社会的自立の遅れ

に対応するため、以下の事業を実施

予定。（１７年度）

・青少年の自立支援事業

施策目標８－１ 芸術文化活動の振興

【主管課】 我が国の芸術文 優れた芸術創造活動へ ・直接的な牽引力と ○指標は順調に推移しているが、「芸術団体 ○引き続き「芸術団体重点支援事

文化庁芸術文化 化活動水準の向 の支援を継続し、芸術創 なることが期待され、 重点支援事業」については、「今後の舞台芸 業」を実施した。（１６年度）

課 上を図るとともに 造活動を活性化させる。 支援を受ける芸術団 術創造活動の支援方策について（提言）」（ ○支援対象事業を明確化すること

【関係課】 、国民全体が、 体の自主公演数 平成１６年２月文化審議会文化政策部会）等 により、更なる我が国の芸術創造活

文化庁伝統文化 芸術文化活動に を踏まえて、その支援目的及び支援対象事 動の水準向上及び活性化を目指し

課・美術学芸課 参加できる環境 業をより明確にし、団体の総体の活動ではな て、「芸術団体重点支援事業」の見

を整備する。 く、公演ごとのプロジェクト支援である趣旨に 直しを行い、「芸術創造活動重点支
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則した活動を支援対象とするなどの見直しを 援事業」を新たに実施予定。（１７年

行い、優れた公演に対するきめ細やかな支 度）

援の拡充を図っていく必要がある。

新進芸術家の海外への ・新進芸術家海外留 ○実践的な研修の機会の提供による累積派 ○引き続き「新進芸術家海外留学

留学を支援することにより 学制度における累積 遣者数の増加が図られている。また、将来有 制度」を実施した。（１６年度）

、芸術創造活動を活性 派遣者数 望な芸術家を選定して派遣することにより質

化させる。 の確保も図られているところであり、概ね順

調に進捗していると判断。

引き続き支援の継続の必要がある。

新進芸術家の国内での ・新進芸術家国内研 ○実践的な研修の機会の提供による累積派 ○引き続き「新進芸術家国内研修

研修を支援することにより 修制度における累積 遣者数の増加が図られている。また、将来有 制度」を実施した。（１６年度）

、芸術創造活動を活性 派遣者数 望な芸術家を選定して派遣することにより質

化させる。 の確保も図られているところであり、概ね順

調に進捗していると判断。

引き続き支援の継続の必要がある。

公立文化会館や劇場等 ・公立文化会館や劇 ○我が国の芸術拠点の形成につながる優れ ○引き続き「芸術拠点形成事業」を

における優れた自主企 場等で開催される優 た自主企画・制作、公演に対する支援数は 実施した。（１６年度）

画・制作及び公演に対す れた自主企画・制作 増加しており、順調に進捗していると判断。

る重点支援を行い、芸術 や公演に対する累積 引き続き支援の継続・拡充の必要がある。

創造活動を活性化させる 支援件数

。

子どものための公立文化 ・こどものための公立 ○公立文化施設における公演数は増加して ○引き続き「本物の舞台芸術に触れ

施設における公演機会 文化施設における公 おり、順調に進捗していると判断。 る機会の確保」を実施した。（１６年

の提供を継続し、芸術文 演機会の累積提供 引き続き支援の継続・拡充の必要がある 度）

化の普及活動水準を向 数

上させる。

子どものための学校にお ・こどものための学校 ○学校における公演数は増加しており、順 ○引き続き「本物の舞台芸術に触れ

ける芸術文化に触れる機 における芸術文化に 調に進捗していると判断。 る機会の確保」を実施した。（１６年

会の提供を継続し、芸術 触れる機会の累積提 引き続き支援の継続・拡充の必要がある。 度）

文化の普及活動水準を 供数

向上させる。

施策目標８－２ 文化財の次世代への継承・発展
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【主管課】 文化財のうち重 近代の分野を含め文化 ・文化財の指定 ○平成 15年度末現在の文化財の指定等件 ○引き続き文化財保護法に基づき、

文化庁伝統文化 要なものの指定 財のうち重要なものの指 、選定及び登録 数（累積総数）は 19,798件であり、そのうち 文化財の指定、選定及び登録を実

課・美術学芸課・ 等を行い、保護 定等を着実に行い、保護 の件数 近代の分野のものは 19.2％と年々増加して 施した。（１６年度）

記念物課・建造 のための必要な のため必要な措置を講 ・文化財の指定 いるほか、平成 15年度の文化財関係補助 ○人と自然の関わりの中で作り出さ

物課 措置を講ずると ずることにより、その適切 、選定及び登録 事業の対象として 2,354件の文化財の保存 れてきた文化的景観及び生活や生

ともに、専門職 な保存整備・活用を図る の件数のうち、 整備・活用が図られており、想定どおり達成 産に関する用具、用品等の製作技

員等の資質向上 。 近代の分野のも されている。 術など地域において伝承されてきた

や文化財に関す の ○今日の社会構造や国民の意識の変化を 民俗技術を新たに保護の対象にす

る情報化の推進 ・文化財関係補 踏まえ、国民の生活に密接に関係した文化 るとともに、近代の文化財等を保護

により文化財の 助事業の対象件 的所産として新たに保護対象の拡大が求め するため建造物以外の有形文化財

次世代への継承 数 られている分野や、保存及び活用のための 、有形の民俗文化財及び登録記念

・発展を図る。 措置が特に必要とされる分野への対応を図 物に登録制度を拡充するため

るなど、文化財保護制度の改善を図る必要 、文化財保護法の一部改正を行っ

がある。 た。（１６年度）

○従来の文化財に加えて、新たに

文化財の対象となったものについて

の保護に要する経費についても措

置予定。（１７年度）

○文化的景観及び登録記念物保護

制度の推進等を図るため、選定登

録係長及び主任文化財調査官（文

化的景観部門）及び文化財調査官

（民俗文化財部門）の３名を措置。（

１７年度）

文化財の保存・活用の取 ・文化財の保存・活 ○研修会の受講者は毎年一定数を確保して ○引き続き「指定文化財（美術工芸

組を充実させて、文化財 用に関する研修会の おり、文化財に携る人材の確保と資質・能力 品）企画展示セミナー」、「美術館・

に携る人材の確保と資質 受講者数 の向上に資するものとなっており、想定どお 歴史博物館学芸員専門研修会」及

の向上を図るため、文化 り達成されている。 び「伝統的建造物群保護行政研修

財の保存及び活用に関 参加者人数の増加とともに、参加者の現 会」を実施した。（１６年度）

する研修の実施を推進 状での実務上の課題を取り入れるなど更に

する。 事業内容を充実させ、文化財の保存活用に
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関する専門職員等の資質向上を図る必要が

ある。

都道府県及び市区町村 ・文化財の保存・ ○毎年、各都道府県教育委員会等からの推 ○引き続き「文化財行政講座」を実

の文化財行政に携わる 活用に関する講 薦者全員を文化財の保存・活用に関する講 施した。（１６年度）

者を対象に職務遂行に 習会(文化財行 習会(文化財行政講座)の受講者として受け 講義内容の充実を図るため、スラ

必要な基礎的事項及び 政講座)の受講 入れており、想定どおり達成されている。 イドやパソコンを導入し、受講者にと

実務上の課題に関する 者数 参加者人数の増加とともに、既受講者の ってさらに分かりやすい講義を実施

講習会を行い、文化財行 要望を反映しながら、よりニーズに呼応した した。（１６年度）

政の向上に資する。 講座を目指し、文化財行政に関する職員等

の資質向上を図る必要がある。

国指定文化財について、 ・国指定文化財のホ ○国指定文化財の指定数の増加に伴い、国 ○総務省と相互に連携しつつ、「文

文字情報及び画像情報 ームページでの文字 指定文化財の文字情報のデジタル化の件 化遺産オンライン構想」として、文化

をデジタル化し、その公 情報・画像情報の公 数も増加していることから、想定どおり達成さ 遺産ポータルサイトを確立し、我が

開の促進を積極的に進 開状況 れている。 国文化遺産に関する情報をインタ

める。また、国立博物館・ IT化の急速な進展への対応や、国民の ーネットで総覧できるようにするため

美術館等の所蔵品をデ 多様なニーズに対応する必要があるため、 、「文化遺産オンライン試験公開版」

ジタル化し、その分の公 総務省と相互に連携を図りつつ、国や地方 をインターネット上で公開した。（１６

開の促進を積極的に進 の有形・無形の文化遺産に関する情報を積 年度）

める。 極的に公開することなどを目的とする「文化

遺産オンライン構想」を強力に推進することと

し、本構想を実現するため、（１）我が国文化

遺産のインターネット上での総覧の実現、（２

）文化遺産情報化推進戦略の策定等の取組

を進める必要がある。

施策目標８－３ 文化振興のための基盤整備

【主管課】 高度化、多様化 国立新美術館の整備を ・国立新美術館の建 ○平成１５年度には、「躯体工事」（平成１３ ○引き続き「国立新美術館の建設

文化庁政策課・ しつつある国民 行う。 設工事の進捗状況 年度～）を終了するとともに、引き続き「設備 工事」を実施した。（１６年度）

著作権課・国際 の文化への関心 工事」（２年計画の第１年次）に着手し、当初

課・芸術文化課・ の高まりに応え の予定通り工事を進めている。また施設の正



78

国語課・美術学 るため、新たな 式名称を「国立新美術館」と決定、管理運営

芸課 文化拠点等の整 に関する検討結果報告書（文化庁）に基づき

備を行うほか、 、独立行政法人国立美術館（国立新美術館

文化に関する総 設立準備室）において管理運営の具体的な

合的な情報シス 在り方につき検討を進めており、概ね順調に

テムの構築を進 進捗している。

める。また、文化 引き続き平成１８年度の開館を目指して、

活動を支える基 独立行政法人国立美術館で準備及び整備

盤である国語及 を進める必要がある。

び著作権制度の 九州国立博物館（仮称） ・九州国立博物館（ ○平成１５年度には、「建設工事」（３年計画 ○「九州国立博物館の展示工事」を

普及・啓発を図 を開設する。 仮称）の建設工事の の第三年次）を終えるとともに、独立行政法 実施した。（１６年度）

る。 進捗状況 人国立博物館において「展示工事（２年計画

）」に着手しており、当初の予定通り博物館の

整備が進んでいるため、概ね順調に進捗し

ている。

引き続き平成１７年度の開館を目指して、

独立行政法人国立博物館で準備及び整備

を進める必要がある。

文化庁ホームページを含 ・情報提供システム ○平成１５年度は、文化庁ホームページへの ○引き続き「文化政策情報システム

めた文化情報総合システ へのアクセス数（文化 アクセス数（月平均）が平成１４年度の約１．４ 整備」を実施した。（１６年度）

ムの情報内容の充実を 庁ホームページアク 倍に増加していることから、概ね順調に進捗

図る。 セス数、月平均） しているものと判断。

文化庁ホームページのアクセス数は年々

増加しており、国民の文化に対する関心が

高まってきていることがうかがえる。今後もコ

ンテンツの充実を図り、文化に関する情報を

国内外に総合的に提供する必要がある。

国民の国語に関する意 ・国語の普及を図る ○「言葉」について考える体験事業及び国語 ○引き続き「国語の普及を図るため

識の把握に努めるととも ための協議会等の に関する問題について協議する研究協議会等 の協議会」等を実施した。（１６年度）

に、国語の普及・啓発を 開催箇所数 の開催個所の増加や「言葉」について考える体

図るため、より広範に、国 験事業について、参加者の拡充によって、より広く

語に関する協議会等を 参加者の意識の高揚が図られており、全体的に順調
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開催する。 に進捗している。

さらに国語の普及・啓発を図るためには、

内容の充実を進め参加者の満足度を高めて

いくことが必要である。

著作権の普及・啓発を図 ・著作権の普及・啓 ○著作権講習会の開催については、国民一 ○引き続き「著作権講習会」等を実

るため、より広範に、著作 発を図るための講習 般、教職員、図書館職員等の対象者別の講 施した。（１６年度）

権に関する講習会等を 会等の開催箇所数 習会を計画どおり１３箇所で開催し、多様な

開催する。 対象者に対するきめ細かな講習会を提供し

ており、概ね順調に進捗している。

受講者のニーズに応じた講習会の実施に

向け、講習会の在り方の検討を行う必要があ

る。

著作権教育の充実を図 ・「中学生向けマンガ ○全国の中学３年生全員（１００％）にマンガ ○引き続き著作権マンガ教材を中

るため、全国の中学３年 」の配布数 教材を配布することができ、想定どおり達成 学３年生に配布した。（１６年度）

生にマンガ教材を配布 した。

する。 著作権教育研究指定校においてマンガ

教材の活用の研究を行う必要がある。

施策目標８－４ 国際文化交流の推進による芸術文化水準の向上、文化を通じた国際貢献、諸外国との相互理解の増進

【主管課】 我が国の文化芸 ハイレベルな海外の芸術 ・ハイレベルの芸術 ○量的な面からすると予算の削減などを受 ○引き続き「外国人芸術家・文化財

文化庁国際課 術活動の水準を 家・文化財専門家を招へ 家・文化財専門家の け、招へい人数は若干減少しているものの、 専門家招へい事業」を実施した。（１

【関係課】 向上し、文化を いし、国際文化交流のた 招へい人数 質的な面からすると、世界各国で第一人者と ６年度）

文化庁芸術文化 通じた国際貢献 めのネットワークの構築を して活躍している芸術家・文化人の招へいを

課・伝統文化課・ を行うとともに諸 図る。 行っており、芸術家・文化財専門家の質は確

美術学芸課・記 外国との相互理 保されている。

念物課・建造物 解の増進を図る 引き続き支援の継続を図る必要がある。

課 ために、文化芸 我が国の芸術団体が海 ・我が国の芸術団体 ○量的な面からすると、海外公演数は若干 ○引き続き「国際芸術交流支援事

術振興、文化財 外公演を行うことにより、 による海外公演数 減少しているものの、質的な面からすると、 業（二国間交流・海外公演）」を実施

保護における国 文化芸術振興及び国際 世界の多様な芸術との相互刺激を通じて豊 した。（１６年度）

際文化交流を推 文化交流を推進する。 かな芸術を生み出すことが期待されている公

進する。 演であることや、スタッフ、キャスト等の専門

性にも留意するなどの観点から審査を行っ

ており、海外公演の質は確保されている。
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舞台芸術創造活動は、企画から公演の実

施まで相当の期間を必要とすることから、今

後は、芸術的な完成度を高めるため、支援

決定の早期化を図る必要がある。

海外の芸術団体と我が ・海外の芸術団体と ○量的な面からすると「海外の芸術団体と我 ○引き続き「国際芸術交流支援事

国の芸術団体とが共同 我が国の芸術団体と が国の芸術団体との共同制作公演数」は概 業（国際共同制作公演）」を実施し

制作公演を行い、文化芸 の共同制作公演数 ね横ばいだが、質的な面からすると、世界の た。（１６年度）

術振興及び国際文化交 多様な芸術との相互刺激を通じて豊かな芸

流を推進する。 術を生み出すことが期待されている公演であ

ることや、スタッフ、キャスト等の専門性にも

留意するなどの観点から審査を行っており、

共同制作公演の質は確保されている。

舞台芸術創造活動は、企画から公演の実

施まで相当の期間を必要とすることから、今

後は、芸術的な完成度を高めるため、支援

決定の早期化を図る必要がある。

世界の文化遺産保護に ・文化財修復等に関 ○量的には、「文化財修復等に関する招へ ○引き続き「アジア太平洋地域世界

おける国際協力につい する招へい者数 い者数」は減少しているが、これらの事業を 遺産等文化財保護協力推進事業」

て我が国の経験や技術 行うことで、招へい者の資質の向上に繋がっ 、「アジア諸国文化財の保存修復等

を活用するために、文化 ており、また事業の質は確保されている。 協力事業（博物館・美術館の研究協

財専門家の派遣や招へ 今後も文化財専門家の派遣や招へい研 力）」、「アジア諸国文化財の保存修

い研修の充実を図る。 修を行い、技術者間の情報交換、研究等の 復等協力事業（文化財建造物の保

機会を提供するために、引き続き支援の継 存修復協力）」を実施した。（１６年度

続を図る必要がある。 ）

施策目標９－１ 日本人の心の見える国際教育協力の推進

【主管課】 開発途上国の貧 拠点システムを整備し、 ・拠点システムへの参 ○国際教育協力懇談会最終報告、並びにカ ○左記の課題を踏まえ、平成１６年

大臣官房国際課 困削減を進める 協力経験の豊富な理数 加団体数 ナナスキスサミットで小泉総理が発表した 度以降は、帰国現職教員を対象とし

国際協力政策室 ための最重要分 科教育、教員研修制度、 ・経験の浅い協力分 BEGINにも示された、我が国の教育経験 たワークショップを開催し、協力結果

【関係課】 野の一つである 教育行政、学校運営の 野における現地調査 の活用と現職教員の派遣を促進していくた の活用を含めた現地経験の効果的

国際統括官付 教育分野に対し 諸分野において開発途 やワークショップ等の めの国内実施体制として、拠点システムを構 な集約を図るとともに、第三国にお

て、国際教育協 上国における協力経験 実施数 築した。具体的には、 けるワークショップを開催し、協力に

力懇談会（文部 を蓄積・分析し、協力関 １．協力経験が豊富で我が国の主力となる教 適用できる我が国の教育経験の普
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科学大臣の私的 係者に伝達するとともに 育分野（理数科教育・教員研修制度・教育 及を促進するべく、事業を拡大する

懇談会）におけ 、協力経験の浅い他の 行政・学校運営）に関し、これまでの協力経 予定。

る議論を踏まえ 分野においては、ワーク 験を蓄積・分析し、協力に共通して活用でき

つつ、我が国の ショップの開催や開発途 る協力モデル（活動内容や教材等）の整備

経験と人材を生 上国における現地調査 を図っている。

かした効果的な などにより、我が国の教 ２．我が国としての協力経験の浅い分野（学

国際教育協力を 育経験に関する情報提 校保健、環境教育等）に関して、分野別のグ

実現させ、また、 供と対話プロセスの強化 ループ形成を促進し、我が国の教育経験の

我が国の「内な を行う。以上の活動を通 整理を行うとともに、開発途上国との対話の

る国際化」を推 じ、我が国の教育経験を 過程を通して情報提供の拡大を図っている。

進する。 広く途上国に普及する。 これらの活動の結果、拠点システムへの参

加団体数は平成１５年度において４２団体に

上るなど、順調に基盤整備がなされてきたが

、次の段階として、派遣される現職教員から

の協力モデル活用結果を含めた現地経験を

効果的に集約すること及び協力に適用でき

ることが実証された我が国の教育経験を近

隣諸国への波及することが課題となってきて

いる。

○青年海外協力隊等、国際協力事業への ○国際協力事業への現職教員の参

現職教員の参加体制の整備・強化に関して 加については、ＪＩＣＡ等と協力し、全

は、都道府県教育委員会との意見交換や現 国の公立小・中・高等学校及び各都

職教員参加制度の意義・趣旨等を周知する 道府県・政令指定都市教育委員会

パンフレットの作成・配布を通して、協力参加 に対して、当制度に係るパンフレット

人数の底上げに努めている。（平成１５年度 を送付し、教員及び各自治体への

参加人数５６名） 広報活動を引き続き実施予定。

青年海外協力隊をはじ ・現職教員の青年海

めとする国際協力事業へ 外協力隊「特別参加

の現職教員の参加体制 制度」への参加人数

を整備・強化し、毎年度

の参加人数が１００人以
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上となるようにする。

行政から草の根までを含 ・地方自治体やＮＧ ○都道府県教育委員会との意見交換拠点

めた幅広い協力を実現 Ｏとの公式会合開催 システム運営委員会等による NGO 、コン
するため、 NGOや地方 数 サルタント企業との意見交換を開催しており

自治体との会合を定期 、概ね順調に進捗している。（平成１５年度公

的に開催する。 式会合開催数５回）

「万人のための教育」を － ○「万人のための教育（ EFA)」は、ユネスコ ○文部科学省（ユネスコ国内委員会

主導するユネスコへの協 の教育分野における最重点事業と位置づけ （以下、国内委）事務局）内において

力を通じて、開発途上国 られ、途上国支援の一環として、我が国とし 、ユネスコへの協力に関する総合的

における就学率の向上、 てもかかるユネスコによる取り組みへの貢献 な企画立案能力や、ユネスコ他国

識字率の向上、教育の が強く求められている。「ダカール行動の枠 際機関及び諸外国との高度な調整

すべての局面における 組み」で示された就学率、識字率の向上等 ・交渉力を強化する体制を構築し、

質の改善など、「ダカー の目標の達成のため、途上国自身の取り組 EFAに向けた国内体制の強化を引
ル行動の枠組み」で示さ み及び先進国による支援の一層の強化が必 き続き図るため、関係局課及び関係

れた目標に向けた取り組 要とされており、我が国のユネスコを通じた 機関（国立教育政策研究所、広島

みに貢献する。 協力活動を強化していく必要がある。これま 大学、財団法人アジア・ユネスコ文

で、アジア太平洋地域を対象とした識字事 化センター他）等との連携強化を図

業等に対し、信託基金の拠出、専門家の派 り、特に関係機関とは国際シンポジ

遣を通じた協力を実施。 ウムを共催・後援し、その際 EFAに
また、アジア太平洋地域の途上国におけ 向けた方策等について検討等を行

る教育の質の改善を図るため、「アジア太平 った。

洋地域教育開発計画（以下、 APEID ）」巡
回講師団派遣事業(昭和４９年～）及び IT
教育信託基金事業(平成１３年～）を実施し

ており、概ね順直に進捗しているところであり

、両事業については、一定の効果が見られ

たため廃止する。

施策目標９－２ 諸外国との人材交流の推進

【主管課】 諸外国との人材 １０万人の留学生を我が ・我が国が受け入れ ○平成１５年に、我が国における留学生数は ○平成１５年１２月の中央教育審議
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大臣官房国際課 交流等をとおし 国に受け入れる。 ている留学生数 １０９，５０８人となり、「留学生受入れ１０万人 会｢新たな留学生政策の展開につ

【関係課】 育成を推進する 計画」を達成したが、高等教育機関の学生に いて｣（答申）を踏まえ、質を確保す

高等教育局学生 とともに、諸外国 占める留学生の割合は、諸外国と比べると低 るため、適切な入学者選抜の実施

支援課 の人材養成への く留まっており、国際的にはまだ十分な水準 や在籍管理の徹底を行うよう１７年１

協力、我が国と ではない。また、近年の留学生の急増に大 月に通知を発出した。（ 16年度）
諸外国の相互理 学等の受入れ体制は必ずしも十分ではなく、

解の増進、我が 留学生の質への懸念が増し、不法就労など ○また、留学生の指導体制の強化

国の経済・社会 の問題も表面化していることが課題であり、 を行うため、外国人学生指導専門官

構造の国際化等 留学生の指導体制の強化を行う必要がある １名を措置。（１７年度）

を図り、豊かな 。

国際社会を構築

する。

私費外国人留学生学習 ・私費外国人留学生 ○学習奨励費の給付人数は、対前年度比 ○平成１７年度予算において、私費

奨励費給付制度を通じ 学習奨励費給付者 100人増の 11,000人となり、留学環境の整 外国人留学生学習奨励費の給付者

て、成績優秀で、学習意 数 備に寄与したことから、概ね順調に進捗と判 を対前年度２００人増とした。（１７年

欲のある留学生が経済 断。学習意欲のある私費外国人留学生が、 度）

的に安心して勉学に専 経済的に安心して修学するため、学習奨励

念できる留学環境の整備 費の給付の充実を図る必要がある。

充実を図る。

留学生宿舎の整備を通 ・公的宿舎に入 ○公的宿舎の整備が進んだことにより、公的 ○留学生に対する宿舎を確保する

じて、留学環境の整備を 居している留学 宿舎に入居している留学生数は前年度に比 ため、留学生宿舎建設奨励事業や

図る。 生数 して 1,600人増となり、留学環境の整備に寄 留学生住宅総合補償を実施し、留

与したことから、概ね順調に進捗と判断。留 学環境の整備を図った。（１６年度）

学環境の整備の観点から、奨学金制度のほ

かに、留学生の生活を送るための基盤である

留学生宿舎の整備等の施策等を推進するこ

とが重要である。

国内外において実施さ ・日本留学試験 ○留学希望者の負担を軽減し、渡日前に入 ○渡日前入学を得ることを可能とす

れ、渡日前に入学許可を の国内外実施都 学許可を得ることを可能とするため、平成 15 る日本留学試験を国内外２９箇所の

得ることを可能とするため 市数 年度においては、国内外 27都市（対前年 都市（対前年度比２箇所増）で実施

、日本留学試験の実施を 度比２都市増）で実施しており、概ね順調に した。（１６年度）

推進する。 進捗と判断、今後とも、日本留学試験の着実
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な実施と定着に努める必要がある。

諸外国の初等中等教育 ・諸外国の教職 ○中国及び韓国の初等中等教育の教職員 ○諸外国との相互理解の増進、国

段階の教職員を招へい 員の招へい を各１００名ずつ招へいし、児童生徒や教職 際交流のため、引き続き、交流の推

し，我が国の教育制度， 員と交流することで、我が国の教育制度や教 進を図る必要があることから、１６年

教育事情に関する理解 育事情を理解してもらい、両国間の相互理 度についても、中国及び韓国の初

を深める機会を提供する 解が深まり、また教職員の資質向上も図られ 等中等教育の教職員を各１００名ず

とともに，我が国教職員と たことから、概ね順調に進捗と判断。 つ招へいし、各地域の児童生徒や

の交流することにより，相 教職員と交流を行い、我が国の教

互理解の増進及び教職 育制度や教育事情を理解してもら

員の資質向上を図る。 い、両国間の相互理解が深まった。

諸外国の行政官・学者・ ・外国との相互 ○諸外国との相互交流によって、教育・文化 ○諸外国との相互理解の増進、国

専門家を招へいするとと 交流 ・スポーツ・学術・科学技術分野における意 際交流のため、引き続き、交流の推

もに，我が国の行政官・ 見交換・情報交換が行われ。二国間の相互 進を図る必要があることから、１６年

学者・専門家を諸外国に 理解が深まったことから、概ね順調に進捗と 度についても、諸外国の行政官・学

派遣し，交流等を通じて 判断。 者・専門家を招へいするとともに，我

相互理解の増進を図り， が国の行政官・学者・専門家を諸外

教育・文化・スポーツ・学 国に派遣することで、意見交換・情

術・科学技術分野におけ 報交換を行い、ニ国間の相互理解

る二国間の連携協力関 が深まった。

係を図る。

スポーツの普及・発展に ・交流競技会等 ○中国や韓国をはじめ、諸外国とのスポーツ ○「日韓共同未来プロジェクト」の一

寄与するとともに、友好 の交流 交流について、各競技団体が実施する既存 環として日韓スポーツ交流事業を推

親善や国際的な視野と のスポーツ交流事業のほか、地方自治体へ 進するほか、各競技団体へ委嘱し

資質を持った青少年の 委嘱して行う事業などにより、スポーツの普 て行う諸外国とのスポーツ交流につ

健全育成を目的として、 及・発展に寄与するとともに、友好親善や国 いても引き続き実施している。

諸外国との交流競技会 際的な視野と資質を持った青少年の健全育

等を行うスポーツ交流事 成が図られたことから、概ね順調に進捗と判

業を推進する。 断。

外国語教育の多様化を ・外国語教育推 ○平成１４・１５年度の２か年、中国語推進地 ○引き続き、平成１６・１７年度の２か

推進するため、英語以外 進指定地域の指 域３県、韓国語推進地域 1府をそれぞれ指 年、中国語推進地域４府県、韓国語

の外国語教育に取り組ん 定校数 定し、当該府県３８校で、中国語及び韓国語 推進地域２府県をそれぞれ指定し、

でいる都道府県を推進 ・日本人高校生 の教育に取り組んだ。また、推進地域の日本 当該府県５７校で、中国語及び韓国
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指定地域に指定し、地域 の諸外国への派 人高校生を、中国に１３名、韓国に１１名派 語の教育に取り組み、外国語教育

の関係機関との連携のも 遣者数 遣して、約１か月間、ホームステイをしながら の多様化を推進している。また、推

とに実践的な調査研究を 現地校に通学させ、語学学習や交流活動を 進地域の日本人高校生の派遣（中

行い、外国語教育の一 実施し、相互理解と友好親善が図られたこと 国２１名、韓国１４名）及び中国と韓

層の推進を図る。また、 から、概ね順調に進捗と判断している。 国の高校生の受入れ（中国２１名、

国際理解教育を推進す 韓国１４名）を実施。約１か月間、ホ

る観点から、日本人高校 ームステイをしながら現地校に通学

生を諸外国に派遣する。 させ、語学学習や交流活動を実施

して、相互理解、友好親善を図って

いる。

（平成１７年度予定額 ２０百万円）

施策目標９－３ 大学等による国際協力活動及び国際協力に携わる人材の育成・確保

【主管課】 大学が有する「 国内大学における国際 ・国際開発協力のた ○平成１３年度から平成１５年度にかけ、国 ○大学における国際開発協力への

大臣官房国際課 知」を活用した 開発協力ポテンシャル（ めの大学データベー 際開発協力のための大学データベースを整 参画体制の整備として、援助機関の

国際協力政策室 国際開発協力を 協力可能な教員、途上 ス登録数（大学組織 備し、国立・公立・私立大学についての登録 要人による大学経営層との懇談会

効果的・効率的 国への協力実績、協力 、大学教員） 作業を行ったところ、登録大学は２４０大学、 を開催。

に進めるために に関する抱負等）を把握 登録教員は３２５０人。４年制大学の約１／３ ○大学と援助機関等との関係構築

、国際教育協力 し、援助機関等の外部機 が大学データベースに登録。登録教員が達 及び海外向け PR等として、①国別
懇談会（文部科 関に対し国内大学を紹 成目標の３０００人を超え、一定の成果があ ・分野別開発協力ネットワークの形

学大臣の私的懇 介可能とするため、大学 がっているが、登録大学数が想定どおり達成 成を促進し、大学等間の連携を強

談会）における 組織および教員のデー できなかったことから、引き続き登録数の拡 化。②プロジェクト情報の収集及び

議論を踏まえつ タベースを整備し、登録 大を 援助機関との関係構築等のための

つ、大学が組織 大学を 300大学、登録 目指す。 、国際援助機関への分野別専門家

として国際開発 教員を 3000人まで増や の派遣を行い、サポート・センターと

協力活動を行う す。 援助機関や大学等との関係を構築

また、国際開発 。③大学組織・大学教員に関するデ

協力に携わる人 大学における国際開発 ・関係構築がなされ ○平成１４年７月に提出された国際教育協力 ータベースの充実や国際開発協力

材の育成・確保 協力活動を支援するサ ている援助・連携機 懇談会最終報告を受け、平成１４年度後半 プロジェクト等の情報発信のため英

をはかる。 ポート･センターを整備し 関数 からサポート・センターの立ち上げに係る準 語によるホームページを整備し、海

、同センターを通じ、５の 備を行い、平成１５年７月に正式に開所。現 外むけの PRを充実。
援助機関、１０の国内外 在、ネットワークを構築していくべき主要な機 ○大学における実務能力の強化と

大学関係機関、５のその 関（ JICA ：独立行政法人国際協力機構、 して、大学教員及び事務局職員を
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他連携機関との連携を JBIC ：国際協力銀行、 ECFA ：海外コンサ 対象に、開発プロジェクト受託に必

開始・強化する。 ルティング企業協会、WB ：世界銀行、 要な研修を実施。

ADB ：アジア開発銀国等）の把握がなされ
たところであり、達成目標を想定どおり達成し

たが、引き続きサポート・センターの活動を通

じ、関連機関との関係の構築および連携の

強化を図る。

開発途上国の開発問題 － ○開発援助人材養成研究科等（開発途上 ○国際機関等への学生のインター

を専門とする若手人材が 国の自立的、内発的発展を助け、これらの国 ンシップ等の派遣や、援助関係機

国際開発協力活動等に 々の発展に資するため、国立の大学及び大 関等への就職等、 開発問題を専門

携わることを推進し、人材 学院に設置されている学部、研究科）からの とする若手人材の国際開発協力活

の育成を図る。 国際機関等へのインターン数及び開発援助 動を引き続き推進する。

人材養成研究科等の援助関係機関への就

職者数等は、１５年度においても順調に増加

していると思われる。
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（２） 事業評価

① 新規・拡充事業
評価結果の政策への反映状況

№ 事業名 主管課及び 評価結果の概要 上段：平成１７年度予算概算要求額

関係課 下段：平成１７年度予算案

（定員等を含む）

政策目標１ 生涯学習社会の実現

１ 放送大学の充実・整備 【主管課】 総務省が平成13年7月に定めた放送普及基本計画において全ての放送事 3,857百万円
～地上テレビ放送デジタ 生涯学習政策局 業者は、平成 18年末までに地上デジタルテレビ放送を開始することが求めら 2,685百万円
ル化～ 生涯学習推進課 れている。このため放送大学においても上記計画に従い平成18年中にＮ

ＨＫ及び民放各局との共同建設により、効率的に放送設備の整備を進め

る必要がある。（平成16年度から3年計画）

2 専修学校教育重点支援プ 【主管課】 専修学校においては、変化の激しい技術革新、技術の高度化・複雑化に 526百万円
ラン（新規） 生涯学習政策局 即応し、常に最先端の職業教育、技術教育が実践できるよう、新たなカリキュ 453百万円

生涯学習推進課 ラム開発が不可欠である。また、大学卒業後の学生の専門学校への入学や

専門学校からの大学への編入学が増えている状況などから、大学と遜色のな

い教育内容の高度化が求められている。

本事業により、このような社会的要請の高い課題に対応する教育体制・方

法等の開発を、「研究指定校」として指定した専修学校に委託し、その成果を

全国に普及することで、教育支援体制の向上を図ることが期待されている。

3 ｅラーニングによる人材育 【主管課】 若者を取り巻く厳しい雇用情勢や雇用慣行の変化等から自己責任による 503百万円
成支援モデル事業（新規） 生涯学習政策局 職業能力の向上が求められているが、そのための社会的な基盤が整備され 189百万円

参事官 ていない状況にある。

このため、フリーターや若年人材等が、就職・仕事に役立つ知識・ビジネス

スキルをいつでも、どこでも、だれでも手軽に学べる機会を提供するため、ジョ

ブカフェや地域の大学等の教育機関等を中心として「草の根ｅラーニングサー

ビス」を提供する仕組みの整備を図ることが重要であると判断。

4 図書館の連携・協力と情 【主管課】 この事業は、地域の学習拠点として重要な役割を果たすことが期待される 114百万円
報拠点化に関する調査研 生涯学習政策局 図書館が、より豊かで質の高いサービスを提供することができるよう、情報技 30百万円
究（新規） 社会教育課 術の積極的な活用などによる、公立図書館の連携・協力と情報拠点化に関す

る調査研究を実施し、利用者に応じた多様な図書館サービスを展開する「こ
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れからの図書館像」の構築に向けた検討を行い、その成果を都道府県に示

すことによって、図書の貸し出しだけにとどまらず、ビジネス情報の提供やレフ

ァレンスサービスの充実など住民のニーズに対応するための図書館機能の充

実が期待できる。

5 家庭の教育力の向上に向 【主管課】 近年、都市化、核家族化、地域における地縁的なつながりの希薄化等を背 1,763百万円
けた総合的施策の推進 生涯学習政策局 景に、家庭の教育力の低下が指摘され、また、少年非行や児童虐待の深刻 1,432百万円

男女共同参画学 化、急速な少子化の中で、すべての親に対するきめ細やかな家庭教育支援

習課 を充実することが求められている。

このため、平成 17年度においては、すべての親に対するきめ細やかな家
庭教育支援を最重要課題として、親が子育て中の悩みや不安を払拭し、自信

を持って子育てができるよう、ＩＴを活用した家庭教育支援手法の開発・普及、

行政と子育て支援団体等が連携した家庭教育に関する学習機会の提供な

ど、家庭の教育力の向上に向けた総合的な施策を推進する必要がある。

これにより、子育て支援団体等のノウハウ等を取り入れながら、親が集まる

様々な機会を活用し、より多くの親への家庭教育に関する学習機会の提供

や、ＩＴを活用した取組により、時間や空間の制約を超え、いつでもどこでも気

軽に学習や相談ができるよになり、これまで手の届きにくかった親へのアプロ

ーチも図られ、効率的な事業の実施が期待できる。

6 地域子ども教室推進事業 【主管課】 地域における教育力を総合的に高めるための環境を整備するためには、地 14,067百万円
（地域教育力再生プラン） 生涯学習政策局 域の大人の協力を得ながら、子どもたちが放課後や週末において、様々な体 8,762百万円

生涯学習推進課 験活動や交流活動を安全・安心して行うことができる子どもの居場所（活動拠

点）づくりの支援を引き続き充実することが必要不可欠である。

本事業は 3 ヵ年の期間を限定した計画であり、事業実施後は、地方単独の
事業が展開されるよう促すこととしており、限定的な国としての資源投入で大き

な効果を得ることが期待される。

7 地域ボランティア活動推 【主管課】 国民一人一人がボランティア活動を身近に感じたり、継続的に参加したくな 947百万円
進事業（地域教育力再生 生涯学習政策局 るよう働きかけるボランティア活動の全国的な展開を推進していくため、子ども 539百万円
プラン）（新規） 社会教育課 から大人、そして高齢者までの地域住民全体を対象とするとともに、特に高校

生を対象とし、地域におけるボランティア活動促進のための多彩なプログラム

開発を行う事業を実施し、ボランティア活動の全国的な展開を推進する。

本事業の実施により、高校生等が主体となって地域住民を巻き込んでいく

事業展開がなされるなど、地域におけるボランティア活動の積極的な促進が
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期待できる。

政策目標 2 確かな学力の向上と豊かな心の育成

8 スーパー・イングリッシュ・ 【主管課】 経済や社会のグローバル化が急速に進展する中、英語によるコミュニケーシ 613百万円
ランゲージ・ハイスクール 初等中等教育局 ョン能力を身に付けるため、「英語が使える日本人」を育成すべく、行動計画 526百万円

国際教育課 を策定している。

英語教育の先進事例となるような学校づくりを推進するため、英語教育を重

点的に行う高等学校等を指定し、その取組を推進し、その成果の分析・評価

を行い、さらに、周知・普及につとめることは、我が国の英語教育の向上、ひ

いては確かな学力の向上のためにも必要である。また、独自に開発した評価

指標や効果的な指導法の開発、大学等との連携のあり方等について、企画

評価協力者らにより評価を行うこととしている。

9 小学校英語活動地域サポ 【主管課】 平成１５年度に、「総合的な学習の時間」等により、小学校英語活動を実施 219百万円
ート事業（小学校英語活 初等中等教育局 した学校は、全体の約９割に当たる。しかし、その取組内容は平均月１時間程 113百万円
動指導力向上事業）（新 国際教育課 度であるほか、小学校教員は英語活動のための教育を受けていないため、課

規） 題や問題を抱えている。そこで、本事業の実施により、英語活動の実践に悩 ※当初予定していた、全国一律

む教員等を支援して円滑で効果的な英語活動の実践を目指し、教材・教具 の底上げを図る以前に、喫緊の

の活用・作成、ＡＬＴ（外国語指導助手）との協同による授業実践など、小学校 課題として、英語活動の実践で悩

における英語活動の取組の向上を図る必要がある。 む教員等に対し重点的に支援す

る必要があると判断したため事業

名を変更。

10 地上デジタルテレビ放送 【主管課】 地上アナログテレビ放送が停波となる 2011年に向け、計画的に地上デジタ 222百万円
の教育活用促進事業（新 生涯学習政策局 ルテレビ放送を活用した教育における効果的な実践事例についての知見を 84百万円
規） 参事官 蓄積し、模範的な活用法の全国的な普及促進を図ることは、地上デジタルテ

レビ放送を活用した「効果的な授業」が実施されるきっかけとなるものと判断。

11 幼児期からの「人間力」向 【主管課】 本施策は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2004 」（平成 16 720百万円
上総合推進プラン（新規） 初等中等教育局 年 6月閣議決定）において「幼児期からの「人間力」向上のための教育を重 483百万円

幼児教育課 視する」こととされたこと等を踏まえ、子どもを取り巻く環境の変化等に配慮し

【関係課】 て幼児教育の拡充のための各般の施策を総合的に推進しようとするものであ

初等中等教育局 る。

教職員課 保育カウンセラー等の専門家からなる幼児教育サポートチームを設置する

幼児教育サポートチーム事業、就学前の教育と保育を一体として捉えた一貫

した総合施設モデル事業や幼稚園と保育所の連携を促進する観点から職員
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資格の併有を推進するための幼稚園教員資格認定試験の実施など、就学前

教育・保育に係る諸施策について関係省庁等とも連携しつつ進めることにより

充実した幼児教育体制の構築を目指している。

12 児童生徒の心に響く道徳 【主管課】 子どもたちに、命を大切にする心や他人を思いやる心、規範意識等の道徳 281百万円
教育推進事業 初等中等教育局 性の育成を図ることは極めて重要なことである。また、小学生による同級生殺 239百万円

教育課程課 害事件後に設置されたプロジェクトチームのまとめにおいて、命を大切にする

教育の一層の充実が強調されており、喫緊に取り組むべき社会的要請となっ

ている。

このため、本事業において命を大切にすることなどについて指導内容、指

導法法等を研究し、広く成果の普及を図ることは、各学校の取組を促進するこ

とにつながり、子どもが命の大切さなどを実感するような道徳教育の推進に資

するものである。。

13 伝え合う力を養う調査研究 【主管課】 子どもたちに、命を大切にする心や他人を思いやる心、規範意識等の道徳 50百万円
（新規） 初等中等教育局 性とともに社会性の育成を図ることは極めて重要なことである。また、小学生に 30百万円

教育課程課 よる同級生殺害事件後に設置されたプロジェクトチームのまとめにおいて、命

を大切にする教育の一層の充実について強調する中で伝え合う力の育成の

必要性が述べられていることからも、喫緊に取り組む社会的要請となってい

る。

このため、言葉で自分の思いを伝え、他者と関わり合う力を高め、望ましい

人間関係を育成するための研究を行い、広く成果の普及を図ることは、各学

校における伝えあう力と望ましい人間関係の構築の推進に資するものである

14 豊かな体験活動推進事業 【主管課】 児童生徒の問題行動等に対応するためには、児童生徒に社会性や豊かな 491百万円
初等中等教育局 人間性を身に付けさせることが重要であり、現在行っている社会奉仕体験活 400百万円
児童生徒課 動や自然体験活動を全国の学校において実施することに加え、命の大切さ

について知識だけではなく体験的に理解させるための体験活動を行うことが ・政策群「都市と農山漁村の共

必要である。 生・対流の推進」として位置付け。

こうしたことから、文部科学省では、「豊かな体験活動推進事業」を実施し、 （平成 17年度）
全国にモデル地域を指定して、その成果を交流会や事例集を配布するなどし ・政策群「少子化の流れを変える

て全国に普及させている。 ための次世代育成支援」として位

本事業の実施により、その成果が全国に普及され、学校において体験活動 置付け。（平成 17年度）
を実施している時間数が増加し、体験活動を行った児童生徒に社会性や豊

かな人間性が育まれるなどの効果が見込まれる。
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15 キャリア教育実践プロジェ 【主管課】 近年、学校卒業後、いわゆるフリーターと呼ばれる者の増加が指摘されて 730百万円
クト（新規） 初等中等教育局 いる。これは本人だけの問題ではなく我が国の社会全体の活力を著しく損な 500百万円

児童生徒課 うことになるのではないかと懸念されているところであり、児童生徒の勤労観、

職業観の育成は喫緊の課題である。 ・政策群「若者・長期失業者の就

このため、文部科学省としては、文部科学大臣をはじめ関係 5大臣で合意 業拡大」として位置付け（平成 17
した「若者自立・挑戦プランの強化の基本的方向」（平成 16年 6月 18日）に 年度）

基づき、各都道府県等において、中学校を中心に、 5日間以上の職場体験
等の実施など、地域の教育力を最大限活用し、キャリア教育の更なる推進を ※キャリア教育の推進を図るた

図ることとしている。 め、指導調査係員 1名を措置（１
本事業の実施により、児童生徒の勤労観、職業観の育成に資する。 ７年度）

16 スクールカウンセラー活用 【主管課】 児童生徒の問題行動等に対応するためには、子どもたちの悩みや不安を 4,605百万円
事業補助 初等中等教育局 受け止めて相談に当たることが大切であり、従来の「指導的」側面のアプロー 4,222百万円

児童生徒課 チだけでは不十分であることから、外部の専門家の協力を得て、学校におけ

る教育相談体制の充実を図ることが、国としての喫緊の課題となっている。

こうしたことから、文部科学省では「スクールカウンセラー活用補助」を実施

し、臨床心理士などの児童生徒の臨床心理に関し高度に専門的な知識・経

験を有する者をスクールカウンセラーとして配置してきたところである。

これまでの実施により、スクールカウンセラーの配置校では暴力行為や不

登校の増加が抑制されており、本事業では、スクールカウンセラーの配置が

進むとともに、全国レベルで、同様の効果が得られると考えられる。

17 学校における児童虐待防 【主管課】 児童虐待の問題は極めて深刻な状況にあり、 子どもに接する機会が多い 18百万円
止に向けた取組に関する 初等中等教育局 教職員は、児童虐待の早期発見・対応において重要な役割を担っている。さ 15百万円
調査研究（新規） 児童生徒課 らに、改正された児童虐待防止法においては、学校・教育委員会による適切

な対応・支援の充実が一層求められている。

こうしたことから、国においては国内・海外の様々な先進的取組等を集中的

に収集し、専門家等の協力を得ながら分析を行い、その研究成果を全国へ

普及することにより、地域における取組の充実を図ることとしている。

本事業の実施及び成果の普及により、全国の学校・教育委員会において、

教職員に対する啓発・研修資料として活用・参照したり、また、独自の取組を

行う際に参考とするなど、各地域における児童虐待防止に向けた取組の充実

に資する。

18 子どもと親の相談員等の 【主管課】 小学校における不登校や問題行動等については、昨年 3月にまとめられた 1,060百万円
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配置 初等中等教育局 「今後の不登校への在り方について（報告）」において、小学校の教育相談体 501百万円
児童生徒課 制の充実が求められている。

こうした状況を踏まえ、文部科学省では、「子どもと親の相談員」、「生徒指

導推進協力員」を配置するとともに、不登校や問題行動等への対応の在り

方、幼少連携・小中連携の在り方、訪問指導・援助への協力の在り方、関係

機関との連携などについて調査研究し、それを全国に普及することとしてい

る。

本事業の実施により、小学校段階から、児童生徒の不登校やいじめ・暴力

行為などの未然防止や早期発見・早期対応など、小・中を通じて学校におけ

る教育相談体制の充実が図れるようになり、また、校内の生徒指導体制の強

化・充実が図れるようになる。

19 不登校への対応における 【主管課】 不登校児童生徒数はここ 10年で約 2倍となり、平成 15年度の不登校児 105百万円
ＮＰＯ等の活用に関する 初等中等教育局 童生徒数が 12万 6千人に上るなど、教育上の大きな課題となっている。 103百万円
実践研究事業（新規） 児童生徒課 こうしたことから、文部科学省では不登校児童生徒及びその保護者への指

導・支援を行っている実績のあるＮＰＯ、民間施設、公的施設に対し、不登校

児童生徒の実態に応じた効果的な学習カリキュラム、活動プログラム等の開

発を委託し、その成果を全国に普及することとしている。

本事業の実施により、不登校児童生徒の実態に応じた効果的な学習カリキ

ュラム、活動プログラム等の開発がなされ、その成果の普及を図ることにより、

不登校児童生徒等への多様な支援がなされる。

20 スクーリング・サポート・ネ 【主管課】 不登校については、学校や教育委員会において、それぞれに学校復帰に 927百万円
ットワーク整備事業（ＳＳ 初等中等教育局 向けた取組を行ってきているが、不登校の要因・背景・態様が多様化する中、 838百万円
Ｎ） 児童生徒課 教育委員会の設置・運営する教育支援センター（適応指導教室）など既存の

相談機関の利用状況を踏まえると、必ずしも十分な支援が行き届いていると

は言い難い状況である。

こうしたことから、文部科学省では「スクーリング・サポート・ネットワーク整備

事業」を実施し、不登校児童生徒の早期発見・早期対応をはじめ、より一層き

め細かな支援を行うため、不登校対策に関する中核的機能（スクーリング・サ

ポート・センター）を充実し、学校・家庭・関係機関が連携した地域ぐるみのサ

ポートシステムの整備を図っているところである。

本事業の実施により、学校・家庭・関係機関が連携した地域ぐるみのサポ

ートシステムの整備が図られ、教員や指導員の研修、家庭への訪問指導、保
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護者への支援、不登校児童生徒の自立に向けた支援等の一層の充実が図ら

れる。

21 問題行動に対する地域に 【主管課】 児童生徒の問題行動等は依然として憂慮すべき状況にあり、また最近の重 545百万円
おける行動連携推進事業 初等中等教育局 大な少年事件等からも、問題行動等への対応は喫緊の課題である。 530百万円

児童生徒課 こうした状況を踏まえ、文部科学省では「問題行動に対する地域における

行動連携推進事業」において、問題行動等を起こす個々の児童生徒に着目

して的確な対応を行うため、学校や教育委員会のみならず、ふさわしい関係

機関の職員等からなる「サポートチーム」を形成して指導・助言にあたるほか、

「あそび・非行」の不登校児童生徒等に対応するため、学校内外での支援の

場や機能の充実を図るなど、児童生徒の問題行動等に対して地域ぐるみで

取り組んでいるところである。

本事業の実施により、モデル地域を指定し、その先導的かつ実践的な研究

を国として援助し、その成果を全国に普及することで、より一層きめ細かな支

援に向けた取組が全国的に推進されることになる。

22 目指せスペシャリスト（「ス 【主管課】 近年、各地域においては、経済や産業の多様化と構造的な変化がある一 470百万円
ーパー専門高校」） 初等中等教育局 方、地域を担う人材の空洞化が問題となっている。専門高校には、これまで以 225百万円

参事官 上に地域社会を担う人材を育成するために、それぞれの学科の特性を生かし

た教育の展開や、専門高校と地域社会の結びつきを強めた教育の在り方が ※政策群「若者・長期失業者の就

求められている。 業拡大」 として位置付け

このため、文部科学省としては、文部科学大臣をはじめ関係５大臣で合意 （平成 17年度）
した「若者自立・挑戦プランの強化の基本的方向」（平成 16年 6月 18日）に
基づき、地域産業界等と連携し、先端的な技術・技能等を取り入れた教育や

伝統的な産業に関する学習活動を重点的に行うなどの特色ある取組を行う専

門高校等を支援する「目指せスペシャリスト（「スーパー専門高校」）」事業の充

実を図り、実施していくこととしている。

本事業の実施により、将来の地域社会の担い手となる専門的職業人の育

成を図ることができる。

23 学校教育情報化推進総合 【主管課】 児童生徒を取り巻くＩＴ環境が著しく変化し様々な情報が溢れている中で、 1,084百万円
プラン 初等中等教育局 インターネットを使う上でのモラルやマナーが児童生徒に十分に浸透していな 929百万円

参事官 いことが課題となっている。また、「 e-Japan重点計画 2004 」に、教員のＩＴに
関する指導力の向上を図ることが目標として記載されているが、コンピュータ

を使って指導できる教員の割合について進捗にやや遅れが見られ、その理
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由として、ＩＴを活用した授業実践のノウハウが不足していることや情報の共有

化がなかなか進んでいないといった事情が考えられるため、今後は授業実践

のノウハウの提供等の観点からの取り組みを一層推進する必要がある。本事

業は、各自治体が自らの判断で実施する研修事業等を支援し、国により実施

する研修とほぼ同等の効果を期して実施するものであり、教員のＩＴに関する

指導力の向上を図ることができると判断できる。

24 公立小中学校施設の耐震 【主管課】大臣官 公立学校施設は児童生徒の学習の場であると同時に、児童生徒及び教職 175,112百万円
化 房文教施設企画 員が一日の大半を過ごす生活の場でもあり、さらに、非常災害時には地域住 （うち、文部科学省計上分

部施設助成課 民の応急避難場所としての役割をも果たすものである。 165,709百万円）
そのような公立学校施設は、安全で安心できるものであることが重要であ

り、その耐震性の確保は大変重要である。公立学校施設の耐震化の推進に 117,304百万円
ついては、平成 15年度も耐震補強等を行う際に必要な経費の補助を行うな （うち、文部科学省計上分

ど、公立学校施設の耐震化を推進したところである。しかしながら公立小中学 108,812百万円）
校の建物のうち、耐震性を確保しているものは半数に満たない状況にある。

したがって、公立学校施設の耐震性能を把握し、必要なものについて耐震

補強や改築を行いその耐震性を確保することは喫緊の課題であることから、

更に耐震化を推進するために拡充することが必要である。

25 コミュニティ・スクール（学 【主管課】 保護者や地域住民が公立学校運営に参画するための新たな制度とし 152百万円
校運営協議会制度）推進 初等中等教育局 て、平成16年9月から学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール） 108百万円
プラン（新規） 初等中等教育企 が導入されたところであり、同制度の全国的な普及及び推進について国

画課 として必要な支援を行う必要がある。

本事業は、各地域における制度の効果的かつ効率的な実施が可能とな

るよう、国において、全国的な研究の実施及びその成果の普及促進を図

るフォーラムを開催するものである。

これらの取組により、制度の円滑な実施と地域に開かれた学校づくり

が推進されるものと判断できる。

26 教員養成の改革に関する 【主管課】 学校教育が抱える課題の複雑・多様化、教員の指導力に対する信頼の低 208百万円
総合的調査研究等（新 初等中等教育局 下等を背景として、教員の資質能力の向上、特に教員養成の改革が喫緊の 162百万円
規） 教職員課 課題となっている。

教育委員会と大学との連携・協力等を促進し、大学等における教員養成の

改善・充実を図っていくことや、教員養成の改革の必要性について、関係者

の理解を深めること、さらに、各地域の教育実践・教育行政において指導的
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役割を果たす者を養成してくことが不可欠であり、本事業を実施することで、こ

れらの取り組みが格段に推進されることが期待できる。

政策目標 3 個性が輝く高等教育の推進と私学の振興

27 大学改革研究委託事業 【主管課】 大学改革に関する中教審等の諸提言を受け、これまで文科省において 527百万円
（先導的大学改革研究委 高等教育局高等 は、各大学の自主性・自律性向上に資するための様々な制度改正等を進め 385百万円
託事業）（新規） 教育企画課、大 てきたところ。他方、大学が引き続き社会の期待に応え、人材養成の中核を

学振興課 担う役割を果たしていくためには、先導的教育システムの開発や大学評価の ※当初の予定では、大学教育の

充実などの今後の大学改革に機動的に対応した調査研究を実施することが 新展開に資する取組みや、将来

必要。このため、 型の先導的教育システム開発等

① 国を挙げて取り組むべき大学教育の改革課題について、大学等への委 の調査研究を大学等に委託し実

託によって調査研究を行い、これらの成果を今後の国公私立を通じた高等教 施することを目的としていたが、大

育行政施策の企画立案等に反映させると同時に、 学改革に機動的に対応するため

には、認証評価制度の委託事業

② 導入間もない認証評価制度全体の水準向上のため、認証評価の実施体 と統合し、より効率的な委託事業

制や方法等、先導的な認証評価機関に調査研究を委託し、第三者評価機関 を実施する必要があったため、予

による認証評価制度の更なる充実を図る 算編成過程で事業の見直しを行

ことにより、大学改革の一層の推進と教育の質の向上に資することができる。 い、それに合わせて事業名の変

更をしたところである。

28 大学・大学院における教 【主管課】 近年、学校教育が抱える課題の複雑・多様化に適切に対応できる、高 1,000百万円
員養成推進プログラム（資 高等教育局専門 度な専門性と実践的指導力を兼ね備えた教員の養成及び現職教員の再教 550百万円
質の高い教員養成を目指 教育課 育の一層の充実を図り、教員の資質能力の向上を図ることが求められて

す高度・実践的な取り組 いる。このため、大学、大学院において、資質の高い義務教育段階の教 ※概算要求時にはプログラム名

み支援）（新規） 員を養成するための教育内容・方法の開発・充実、実践性の高い取組等 が決まっていなく、予算編成過程

を行う特色ある優れた教育プロジェクトを、国公私を通じた競争的な環 で決まったため、事業名の変更を

境の中で選定し、重点的な財政支援する方法を取ることにより、競争的 したところである。

な環境の整備や資源配分の効率化が図れるとともに、教員養成全体の活

性化を促進することができる。また、効果の検証の方法として、本事業

の選定委員会などによる事後評価の実施についても検討する。

29 大学教育の国際化推進プ 【主管課】 社会、経済等のグローバル化の進展とともに、高等教育における国際的流 3,404百万円
ログラム 高等教育局学生 動性が高まる中、欧米諸国においても積極的な留学生施策の実施や国境を 2,375百万円

支援課 越えた教育の提供が行われており、我が国における大学教育の一層の国際

化推進が喫緊の課題となっている。
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このような背景の下、我が国の高等教育の国際的通用性・共通性の向上と

国際競争力の強化及び国際的に活躍できる優秀な人材の育成が求められて

いるため、大学等が行う教職員や学生の海外派遣の取組や海外の大学との

積極的な連携等を図る取組のうち、特に優れた取組に対して財政支援を行う

ことにより、各大学等における大学教育の国際化を推進し、高等教育の更な

る活性化を図る必要がある。

30 地域医療等社会的ニーズ 【主管課】 医師をはじめとする医療人にかかる臨床教育の中心的機関である大学病 2100百万円
に対応した医療人教育支 高等教育局医学 院が地域医療等社会的ニーズに対応して、その使命・役割を十分に果たす 750百万円
援プログラム（新規） 教育課 ためには、教育機能の一層の強化を図り、患者本位の全人的医療を実現で

きる医療人の養成を図る必要がある。

このため、国公私立大学を通じた競争的環境の下で、地域医療や全人的

医療を担う医療人を養成する特色ある優れた大学病院の教育プロジェクトを

選定の上、重点的な財政支援を行う。

これにより、全人的医療や地域医療に対する大学の取組が幅広く認知され

るとともに、大学間の競争的環境の醸成による教育の活性化が図られる。

31 特色ある優れた大学教育 【主管課】 21世紀を担う人材養成において大学教育改革は極めて重要な課題であ 7,812百万円
の一層の展開（グッド・プラ 高等教育局大学 り、この課題に対応した各大学の積極的な取組を一層促進するために 6,267百万円
クティス(ＧＰ)） 振興課 は、国公私を通じた競争的環境の下で、特色ある優れた取組を支援する

【関係課】 「特色ある大学教育支援プログラム」及び「現代的教育ニーズ取組支援 ※教育改革支援体制の強化を目

高等教育局専門 プログラム」を充実することが必要。 的として、改革支援第二係長を措

教育課 事業の効果は、選定取組の事例集やフォーラムへの社会的反響、選定 置（平成 17年度）
取組の実態調査等により把握。

・ 「特色ある大学教育支援プログ

ラム」

政策群「若年・長期失業者の就

業拡大」に登録

・「現代的教育ニーズ取組支援

プログラム」

政策群「若年・長期失業者の就

業拡大」及び「コンテンツビジネ

スの振興」に登録

32 法科大学院等専門職大学 【主管課】 専門職大学院制度の確実な定着を図りつつ本格的な展開を促進し一層の 2,500百万円
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院の形成支援 高等教育局専門 充実を図ることが不可欠である。このため、法科大学院等専門職大学院にお 1,800百万円
教育課 いて行われる教育内容・方法の開発・充実等に取り組む優れたプロジェクトを

第三者評価により選定し重点的に支援することが必要である。また、効果の検 ※政策群「キャリア高度化プラン

証の方法として、本事業の選定委員会などによる事後評価の実施についても の推進」として位置付け。（平成

検討する。 17年）
33 産学連携による高度人材 【主管課】 社会のグローバル化や産業構造の変化に伴って、実社会の問題の中から自 3,503百万円
育成（新規） 高等教育局専門 らの専門の位置づけを社会活動全体の中で理解したり、現実的課題の中から 130百万円

教育課 主体的に問題設定を行い、それに取り組む能力のある人材育成が必要とされ

ている。そのためには、産学官がそれぞれの特徴を十分に発揮し、連携して

人材育成を図ることが重要である。

大学と産業界が契約に基づくパートナーシップを形成し、産学連携による

高度専門人材の育成を行うことにより、大学の人材養成機能の充実・強化を

図ることが必要とされている。

34 「魅力ある大学院教育」イ 【主管課】 我が国の大学院については、今後とも量的拡大が進んでいく中で、質的充 12,114百万円
ニシアチブ（新規） 高等教育局大学 実（大学院における教育の課程の組織的展開）が重要な課題である。 3,000百万円

振興課 このため、現代社会の新たなニーズに応えられる創造性豊かな若手研究

者の養成機能の強化を図るため、大学院における意欲的かつ独創的な教育

の取組を重点的に支援する事業が必要である

本事業は、専門家・有識者からなる第三者評価委員会において、本事業の

政策目的の達成可能な取組に限定して採択し、重点支援することとし、競争

的な環境の整備や資源配分の効率化に資する。

35 国立大学等施設緊急整備 【主管課】 「国立大学等施設緊急整備 5か年計画」の整備目標の約 600万㎡に対 324,742百万円
5か年計画の推進 大臣官房文教施 し、平成 15年度までに約 329万㎡（ 55.1％）の整備を実施しており、「大学 90,070百万円

設企画部計画課 院施設の狭隘解消等」及び「卓越した研究拠点等」などの優先的整備目標に

【関係課】 ついては想定どおり達成している。しかしながら、整備対象別に見ると、「老朽

高等教育局国立 化した施設の改善」について当初想定した整備水準を下回っていることから、

大学法人支援 更に重点的な整備を推進することが必要。

課・専門教育 「老朽化した施設の改善」の対象としている昭和 45年以前に整備された施
課・医学教育 設は、経年劣化が著しく、また耐震性が劣るものが多いため、早期に改善を

課、研究振興局 図る必要があり、総合科学技術会議においても「老朽化した施設の改善を中

学術機関課 心に、更なる施設整備を推進」と指摘。
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5か年計画の実施に当たっては、積極的にコスト縮減を図り、予算の効率
的な執行に努めるとともに、民間資金を活用したＰＦＩ方式を導入するなど、新

たな整備手法に取り組みながら重点的・計画的な整備を推進。

さらに、施設の整備面積や利用状況、効率的・弾力的利用を図るための学

内組織・規定の整備状況については、フォローアップを行うとともに、これらの

調査結果を有識者による検討会において審議。

36 個性豊かな教育研究の推 【主管課】 本事業は、我が国の学校教育の発展に大きく貢献している私立学校の振 481,382百万円
進等私学助成の充実（教 高等教育局私学 興を目的として、昭和 45年の私立大学等経常費補助及び私立高等学校等 457,580百万円
育研究の質の向上支援等 部私学助成課 経常費助成費補助の予算措置、昭和 50年の私立学校振興助成法の施行を
私学助成の充実） 経て事業が継続されてきており、平成 16年度の予算額は 4,555.8億円とな ・政策群「小子化の流れを変える

っている。本事業の開始以後、授業料の公私間格差の縮小及び私立学校に ための次世代育成支援」として位

おける教員一人あたりの学生数等の減少の傾向がみられることなどから、本事 置付け。（平成 17年度）
業は十分な効果を上げているものと考える。

○授業料の公私間格差 ○教員一人あたりの学生数 ※事業名称については、毎年概

幼稚園 S50年6.1倍 → H16年3.1倍 幼稚園 S50年27.3人 → H16年16.6人 算要求の内容等を考慮し、現状

高等学校S50年9.2倍 → H16年3.0倍 高等学校S50年25.7人 → H16年18.3人 に即した名称に変更を行っている

大 学 S50年5.1倍 → H16年1.6倍 大 学 S50年31.5人 → H16年22.4人 ところである。現在の事業名につ

今後も、私立学校振興助成法の趣旨に沿って、私立学校の教育条件の維 いては、今年度の概算要求の内

持向上、私立学校の経営の健全性を高めることなどにより私立学校の健全な 容等を考慮した結果、標記のとお

発達に資するため、前述の両経常費助成及び施設設備の整備に対する補助 り変更したところである。

等を充実していく必要がある。

政策目標 4 科学技術の戦略的重点化

37 科学研究費補助 【主管課】 学術研究の推進は、中長期的な観点から見れば社会経済の発展に資する 219,600百万円
研究振興局学術 ことが明らかであり、それを支える基幹的研究費である本事業は、幅広く、着 188,000百万円
研究助成課 実に、かつ持続的に推進することが必要である。

科学研究費補助金は、人文・社会科学から自然科学までの全ての分野に

わたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」（研究者の自由な発想に基

づく研究）を格段に発展させることを目的とする「競争的資金」であり、ピア・レ

ビューによる審査を経て、独創的・先駆的な研究に対する助成を行うことは

「学術研究」を推進する上で、極めて効率的である。

38 タンパク 3000プロジェクト 【主管課】 世界的に疾病関連のヒト由来タンパク質、病原体由来タンパク質へ研究が 10,690百万円
研究振興局ライ 急速にシフトしようとしており、創薬ターゲットのタンパク質の早期解析着手と 9,773百万円
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フサイエンス課 速やかな成果の産業移転がますます必要となっている。

タンパク質の構造機能解析に基づく創薬の推進は、創薬の効率をあげると

ともに薬の認可のスピード化をもたらす。そのため、国民がよりよい薬をより早

く利用できるようにするために必須である。

39 個人の遺伝情報に応じた 【主管課】 本事業においては多型情報から機能解析への研究推進のための体制が 3,995百万円
医療の実現プロジェクト 研究振興局ライ 構築されたところであり、また米国ＦＤＡにおいて薬理ゲノム学に注目した施 3,165百万円

フサイエンス課 策が実施されるなど世界的に競争が激化しており、我が国においても疾患関

連遺伝子研究に着手する必要がある。本事業における疾患関連遺伝子研究

は世界トップレベルのＳＮＰ解析能力及び解析効率を有する理化学研究所遺

伝子多型研究センター及び国内研究者の知の集積において実施されるもの

であり、その成果が期待される。

40 革新的ながん治療法等の 【主管課】 平成15年度に文部科学省と厚生労働省が共同で策定した「第3次対が 2,167百万円
開発に向けた研究の推進 研究振興局ライ ん10か年総合戦略」では、基礎研究の成果を予防・診断・治療へ応用す 962百万円

フサイエンス課 るトランスレーショナル・リサーチの推進を「重点的に研究を推進する

分野」の中で掲げており、がんが依然として我が国における死亡原因の

第一位である現状に鑑みれば、トランスレーショナル・リサーチをより

一層推進し、我が国発の有効な治療法等の開発につなげることが急務で

ある。我が国はゲノム科学、免疫学等の分野で国際的にも高いレベルを

有しており、これらの優れた基礎研究成果を有効に活用することによ

り、効率的な研究成果の創出を図ることが可能と判断される。

41 社会のニーズを踏まえた 【主管課】 持続可能な社会を構築するためには、食料・エネルギー等の確保が喫緊 2,220百万円
ライフサイエンス分野の研 研究振興局ライ の課題となっている。今後も増加し続ける世界人口に見合う食料の確保を目 －

究開発（うち 先端的ライ フサイエンス課 指し、植物生産性を強化した作物を創出することが必要である。食料の生産 ※予算の編成過程において廃止

フサイエンス研究開発プロ 性向上等が実現すれば、その経済効果は相当規模に上がることが期待され となった。

グラム（植物生産性向上 る。我が国は植物研究分野で国際的にも高いレベルを有しており、これらの

研究））（新規） 優れた基礎研究成果を有効に活用することにより、効率的な研究成果の創出

を図ることが可能と判断。

42 社会のニーズを踏まえた 【主管課】 分子イメージング技術は、個体から生体分子まで各階層で生体反応を可視 3,010百万円
ライフサイエンス分野の研 研究振興局量子 化することが可能で、生命の統合的理解に道を開くばかりでなく、疾患の病態 1,150百万円
究開発（うち 分子イメー 放射線研究課 解明等による国民の健康増進と医療産業の育成に大きく寄与。

ジング研究プログラム）（新 【関係課】 本研究は欧米諸国でも国家プロジェクトとして開始されており、国際競争や

規） 研究振興局基礎 我が国の知的財産確保の観点からも早急に開始することが必要。
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基盤研究課・ラ 研究の成果は、知的財産の取得に直接的につながるため、本格的な国際競

イフサイエンス課 争の時代。国際競争力の強化や国民の健康寿命の延伸など、その価値は極

めて高い。

本研究は様々な分野の融合が必要な総合科学であるが、その要素である

放射線科学、有機合成化学、核医学、薬理学、分子生物学、生化学等の我

が国のレベルは世界的にも高い。また、世界トップの放射薬剤合成技術に基

づいた PET研究や計測分析技術など、国内に重要な技術・研究基盤があ
り、世界をリードする先導的な研究が推進可能である。

43 社会のニーズを踏まえた 【主管課】 新興・再興感染症の世界各地での発生により、社会不安が増大する一方、 4,500百万円
ライフサイエンス分野の研 研究振興局ライ 国内の大学等においては主要感染症は征圧したとの認識から本分野の研究 2,300百万円
究開発（うち 新興・再興 フサイエンス課 人材が減少し、研究設備や資源は規模が縮小・老朽化しており、緊急の課題

感染症研究拠点形成プロ への対応が困難。本事業で研究体制の整備を行うことにより、研究施設・設備 ※新興・再興感染症研究の推進

グラム）（新規） や資源を複数の大学等でシェアすることが可能となるほか、多様な視野を持 等を図るため、課長補佐及び感

った若手研究者の育成、国内外の研究機関間の共同研究や海外での継続 染症研究推進係長の２名を措置

研究が容易となり、感染症研究分野の人材育成、知見の集積に相当の成果 （平成 17年度）
が期待される。また、関係各省と密接に連携して事業を進めることにより、これ

らの人材や知見を迅速な感染症対策立案実行に活用することが可能となる。

44 将来のスーパーコンピュ 【主管課】 スーパーコンピュータによる先進的シミュレーションに代表される高度な計 2,000百万円
ーティングのための要素 研究振興局情報 算科学技術は、現代科学技術の発展に必要不可欠なものである。これを支え 1,450百万円
技術の研究開発プロジェ 課 るインフラとしてのスーパーコンピューターについて、今後更なる高性能化が

クト（新規） 求められており、既存技術の壁を突破するために不可欠なハードウェアの要

素技術について研究開発を推進する必要がある。

本プロジェクトは、競争的手法により、実現の核となる知見を有する大学・研

究機関と、それを製品化する技術を有する企業とが連携することにより、得よう

とする効果の達成は可能と判断される。

45 革新的シミュレーションソ 【主管課】 シミュレーション（計算科学技術）は、理論と実験とともに、「科学技術の第 3 1,600百万円
フトウェアの研究開発プロ 研究振興局情報 の方法」といわれており、科学技術や産業の発展に大きな役割を果たしてい 1,160百万円
ジェクト（新規） 課 る。シミュレーションは、広範な科学研究への適用や、産業の国際競争力の強

化のみならず、ライフラインへ災害影響予測といった、安全・安心な社会を構

築するための手段としても重要である。

本プロジェクトは、競争的手法により、実現の核となる知見を有する大学・研

究機関と、それを製品化する技術を有する企業とが連携することにより、得よう
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とする効果の達成は可能と判断される。

46 安全なユビキタス社会を 【主管課】 ユビキタス社会において、デジタル・コンテンツ等の安全かつ快適な利活用 600百万円
支える基盤技術の研究開 研究振興局情報 を実現するためには、安全かつリアルタイムに処理が可能な組み込み型基本 360百万円
発プロジェクト（新規） 課 ソフトウェアや次世代電子タグ等の開発が必要不可欠である。さらに、世界に

先がけてユビキタス社会を構築し、国際的な標準化を推進していくためにも本

プロジェクトの役割は大きい。

本プロジェクトは、競争的手法により、実現の核となる知見を有する大学・研

究機関と、それを製品化する技術を有する企業とが連携することにより、得よう

とする効果の達成は可能と判断される。

47 地球観測システム構築推 【主管課】 第 2回地球観測サミット（平成 16年 4月）において採択された地球観測 10 1,702百万円
進プラン（新規） 研究開発局海洋 年実施計画枠組みに基づき、我が国が地球観測システムの構築に貢献を果 1,017百万円

地球課地球・環 たすため、気候変動の理解及び水資源管理の向上などの社会経済的利益

境科学技術推進 分野に取り組む必要がある。そのため，海洋二酸化炭素の観測，アジア・モン

室 スーン地域の降水・気候変動等の課題について取り組むプログラムを実施す

る。

本事業は、文部科学省が各プロジェクトの目標を策定し、公募により産学官

を結集し、集中的、効率的に推進する。

我が国のこれまでの観測・研究実績と研究資源・能力を生かし「全世界

をカバーする地球観測システムの構築に貢献する」という効果が得られる

ものと判断。

48 人工衛星による地球観測 【主管課】 第 2回地球観測サミット（平成 16年 4月東京）において、「地球観測の 10 6,238百万円
推進のための基盤整備 研究開発局宇宙 年実施計画枠組み文書」が合意され、災害被害の軽減、気候変動や気候変 3,555百万円

開発利用課宇宙 化の理解・適応、水資源管理の向上など 9つの地球観測の対象及び目標が
利用推進室 明確化された。

衛星による地球観測は、 9つの重要分野のうち、我が国がとりわけ取組を
強化すると表明した「地球温暖化・炭素循環変化への対応」「気候変動・水循

環変動への対応」「災害の防止・軽減」の 3分野全てにおいて貢献でき、
CO2の吸収・排出の推定など地上では不十分かつ偏在しているデータの取
得が可能である。

本事業は、関係府省の壁を越えて国の政策として一体的に推進できる

文部科学省の補助金により実施することで効率的・効果的な研究開発の
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推進及び成果の利用、プロジェクトの推進が図られる。

我が国は，従来から人工衛星からの地球観測や観測船を利用した海洋観

測などを通じて数多くの実績と経験を有し，その技術的な資源や能力は国際

社会からも高く評価されている。

これらを踏まえて、地球環境問題等に対応するため、衛星による地球観測

を推進し、地球観測データを継続的に提供できる体制を構築することは、国

が取り組むべき重要な責務である。

49 南極地域観測事業の推進 【主管課】 南極地域観測事業は、閣議決定により設置された「南極地域観測統合推進 9,874百万円
研究開発局海洋 本部」（本部長：文部科学大臣）を中心に関係府省の協力を得て、気象などの 6,484百万円
地球課 定常的な観測、地球規模環境変動の解明を目的とする各種のプロジェクト観

測、モニタリング（継続監視）観測を実施している。

地球規模環境変動の観測・研究・予測に、我が国として大きな国際貢献を

果たすためには、南極観測に空白を生じさせないことが重要であり、そのた

め、最も安全な輸送手段である「しらせ」後継船及びヘリコプター後継機を早

期に就役させる必要がある。

50 地球環境研究開発プログ 【主管課】 本事業は，地球シミュレータを活用し環境分野の創造的なシナリオ・モデル 1,020百万円
ラム（新規） 研究開発局海洋 開発を実施することにより，地球規模の循環・変動等の問題の解決及び自然・ －

地球課地球・環 人類の持続性の確保に寄与する研究成果を創出する。公募により産学官を ※本事業は独立行政法人科学技

境科学技術推進 集約し，集中的，効率的に推進する。 術振興機構の戦略的創造研究推

室 進事業にて実施予定。

51 ナノテクノロジー・材料を 【主管課】 本事業は、ナノテクノロジー・材料に関する明確な目標を設定し、今までの 6,200百万円
中心とした融合新興分野 研究振興局基礎 基礎研究の成果を生かして、革新的成果が期待できる新たな先端的融合研 1,450百万円
研究開発（新規） 基盤研究課 究領域における研究開発を強力に推進し、また、先端的融合領域を開拓する

ための研究拠点を形成することを目的としている。よって本事業では、成果が

得られることにより国民生活への寄与が非常に大きく、効果的かつ効率的で

あると期待される。

52 大強度陽子加速器計画の 【主管課】 本計画は、 K中間子やニュートリノビームなどを用いた原子核・素粒子に （原研） 15,305百万円
推進 研究振興局量子 関する基礎研究、中性子などを用いたタンパク質の水和構造の同定を含む （ＫＥＫ） 11,027百万円

放射線研究課 構造解析、磁性材料の磁気構造解析等の物質・生命科学研究など、基礎研

究から社会的・経済的に重要な研究まで、幅広い分野での最先端の研究が （原研） 14,127百万円
可能となる計画である。 （ＫＥＫ） 10,555百万円
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ニュートリノ研究をはじめとする原子核・素粒子物理学の分野は、人類の知

のフロンティア拡大を目指すものであり、その成果は人々に新たな自然認識

の道を開くものである。また、物質・生命科学研究の成果は、経済・産業の発

展や新技術の創成に直結するものであることから、いずれも各国・地域が競っ

て研究基盤の整備を図っている分野である。

従って、科学技術・学術的な意義、経済的・社会的な意義及び研究の重要

性、緊急性は依然極めて高いと認められる。また、ニュートリノ実験施設のよう

に、研究の急速な進展、国際競争の激化などにより、学術的意義や緊急性が

更に増してきているものもあり、このような情勢の変化も踏まえながら、計画全

体について積極的に推進を図るべきである。

53 ＩＴＥＲ計画（ＩＴＥＲ建設段 【主管課】 ITER計画は、人類究極のエネルギーといわれる核融合エネルギー実現の 3,960百万円
階）の推進 研究開発局原子 ための重要なステップであり、重要な国際共同研究プロジェクトとして、推進し 2,591百万円

力課核融合開発 ていく必要がある。

室 我が国においても、原子力委員会 ITER計画懇談会において「核融合エ
【関係課】 ネルギーは、その特徴から将来のエネルギー源の一つとして有望な選択肢」

研究振興局量子 （平成 13年）と評価されたように、その研究開発の社会的意義は大きく、国が
放射線研究課 長期的展望をもって取り組むべき研究開発である。

現在、「我が国は、 ITER計画が国家的に重要な研究開発であることに鑑
み、政府全体でこれを推進する」旨結論付けた総合科学技術会議決定（平成

14年 5月）、それを踏まえた ITER計画への参加・誘致に関する閣議了解
（平成 14年 5月）に基づき、 ITERを青森県六ケ所村へ誘致する提案と併
せ、 ITER建設・運転・利用・廃止措置についての共同実施協定を策定する
政府間協議を日米欧露中韓の 6極で進めているところである。

ITER計画を推進することにより、核融合エネルギーの開発に成功した場
合は、核融合機器の核心技術を占めることによる市場の占有が期待でき、ま

た、環境負荷の大きな軽減に向けた貢献等も考えられる。

また、 ITERの建設に用いられる超伝導技術、中性粒子入射技術、高周波
技術、トリチウム技術等において開発した技術が確立すれば、その波及効果と

して、極低温高強度材料の大量生産、次世代半導体製造、大電力ミリ波及び

マイクロ波によるセラミックス製作加工技術等への応用による新しい産業の創

出が予想される。

54 大都市大震災軽減化特別 【主管課】 国民の生命、財産等を守り、安全・安心な生活を営むことを可能とすること 3,413百万円
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プロジェクト ～地震災害 研究開発局地 は、国の基本的な責務の一つである。我が国は有史以来、数多くの地震災害 2,805百万円
に負けない都市への再生 震・防災研究課 を経験しており、地震災害を最小限に抑えられるよう科学技術を最大限に活

～ 防災科学技術推 用することは、国として当然行うべき施策である。加えて、我が国の中枢機能

進室、地震・防 を抱える大都市圏を地震災害から守ることは、国の存立基盤に関わる。阪神・

災研究課、科学 淡路大震災では、約 6400名もの人命が失われ、直接被害額が約 9 ． 6兆
技術・学術政策 円に上ったように、大都市圏における地震災害は極めて甚大なものとなると推

局計画官付 定される｡近い将来、東海地震、東南海･南海地震、宮城県沖地震等の大地

震が発生するとされており、南関東においても地震発生の可能性が指摘され

ている。このため、大都市の耐震性の向上は喫緊の課題であり、このため、地

震災害に負けない都市創りの基盤となる耐震技術の向上や、大都市圏にお

ける大地震による人的・物的被害の軽減化を目指した研究開発の推進、地震

防災対策に関する科学的・技術的基盤の確立は必要不可欠である。

55 文化科学技術の推進（新 【主管課】 文化芸術との融合的連携のもとでの科学技術の推進、文化芸術を支える科 49百万円
規） 科学技術・学術 学技術の推進のため、科学技術研究者と文化芸術関係者等の交流・連携の －

政策局計画官付 場を提供等することにより、新たな技術を導出し、その技術情報の拡充等を図 ※予算編成過程において廃止。

る必要がある。 ただし、文化に資する科学技術の

推進に係る調査に関する部分に

ついては、社会的・公共的価値の

創出に向けた科学技術の検討の

一環として、実施予定。

政策目標 5 優れた成果を創出する研究開発環境を構築するシステム改革

56 先端大型研究施設戦略活 【主管課】 研究活動の高度化が進む中、最先端の大型研究施設・設備の利用は、創 4,200百万円
用プログラム（先端研究施 研究振興局研究 造性に富んだ世界最高水準の研究開発を実施していくとともに、新技術・新 1,300百万円
設・設備等活用推進プロ 環境・産業連携 産業を創出していくために不可欠であり、これらの戦略的な活用を図っていく

ジェクト）（新規）） 課 ことが重要である。

【関係課】 我が国には、世界最高性能を有する大型研究施設が幾つか整備されてい ※予算要求の過程で、事業内容

研究振興局基礎 るものの、これらの施設は、国全体として必ずしも幅広く活用されていないとい の見直しを行い、事業名を変更。

基盤研究課、研 う指摘があり、これらの施設の能力を最大限に活用していくことが必要である。

究開発局海洋地 このため、利用者の支援体制を充実させること等により、優れた研究成果を

球課・地震・防 効果的・効率的な創出を図る。また、本事業については、外部有識者による

災研究課防災科 評価委員会において、課題の選定、事業内容の見直しや重点化を図る。

学技術推進室 最先端の研究施設を活用した研究開発の実施により効果的・効率的に研
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究成果を社会還元しようとするものであり、得ようとする効果の達成は可能で

あると判断する。

なお、予算編成の過程で本事業に当初含まれていた、先端研究設備リユ

ースプログラム及び産学官連携施設整備支援プログラムについて見直すこと

となった。

57 特定放射光施設の共用の 【主管課】 施設の利用者数は増加しており、また優れた成果が輩出されているが、産 1,185百万円
促進に必要な経費（新規） 研究振興局基礎 業界による施設の利用については、全体に占める割合がいまだ不十分である 1,091百万円

基盤研究課大型 ことから、今後とも利用者数の更なる拡大と利用分野の拡大に努めるととも

放射光施設利用 に、利用者の多様なニーズに応えることができるよう、施設の活用方策の策定

推進室 や施設・設備の整備を一層推進していくことが必要となる。

【関係課】 そこで、各利用者が高効率、高精度に実験することにより、利用課題の質

研究振興局基礎 的・量的拡大を図るとともに、放射光利用研究に関する多くの情報、経験、ノ

基盤研究課・量 ウハウ等を、ユーザーの要望等に即して策定した方策を制度的に支援するこ

子放射線研究課 とにより、研究成果の飛躍的拡大を目指す。

58 大学国際戦略本部強化事 【主管課】 我が国にとって世界から研究者、技術等の知的資源が集まるような活気あ 3,049百万円
業（新規） 科学技術・学術 る研究環境を構築することが課題であり、法人化した大学等の主体にはそれ 495百万円

政策局国際交流 ぞれの特徴を生かした戦略的な国際展開が期待されている。科学技術・学術

官付 審議会国際化推進委員会による評価でも「大学における特色ある組織的な国

際展開に向けた取組みの推進」によって、大学全体として明確な指針の下、

組織的な特色ある国際展開戦略を策定し、実施する取組みを推進すること

は、他大学の創意工夫ある自主的な検討を促すことにつながるなどの普及効

果を考えると、本事業は効果的に実施されるものであり、他大学の創意工夫

ある自主的な検討を促す参考例とすべく支援することは極めて重要とされて

おり、大学全体の国際展開への取組を促進するためにも必要。

政策目標 6 科学技術と社会の新しい関係の構築を目指したシステム改革

59 総合的産学官連携推進事 【主管課】 「知の世紀」たる 21世紀において、我が国経済社会が国際競争力を強化 4,548百万円
し、活力の維持・発展を図っていくためには、優れた知的財産を創出すること 3,800百万円

業 研究振興局研究 はもとより、これらの確保、活用を推進することにより経済・社会の活性化を促

環境・産業連携 進することが極めて重要である。国立大学の法人化（平成 16年度）に合わ
課 せ、特許等知的財産の機関帰属への転換が国の方針として示されていること

を踏まえ、「知」の源泉たる大学において、知的財産の戦略的な取得・活用を
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進めるための環境整備を図ることが急務となっている。

大学の主体的な取組を支援するため、大学が知的財産の戦略的なマネー

ジメントを実施する上で必要となる優秀な外部人材の確保やＴＬＯ等外部組

織との連携体制強化を図るための支援措置や、大学等における産学官連携

を推進するための体制の強化を図ること等が必要であり、「知的財産推進計

画」や「総合科学技術会議」の各種報告書等においても指摘がなされている

ように、「大学知的財産本部」における知的財産活動の実績等を踏まえ、国際

競争力強化に貢献が期待されるスーパー産学官連携本部を整備することや、

産学官連携コーディネーター等の専門人材の配置が重要である。

60 地域科学技術振興事業費 【主管課】 第 2期科学技術基本計画では、「地域における知的クラスター」の形成や 17,400百万円
補助金 科学技術・学術 「地域における科学技術施策の円滑な展開」のため、地域の資源やポテンシ 13,600百万円

政策局基盤政策 ャルを活用した、我が国の科学技術の高度化・多様化等のための施策を推進

課地域科学技術 することとされおり、知的クラスター創成事業等の地域科学技術振興施策を展 ・政策群「若年・長期失業者の就

振興室 開している。事業開始 3年目となる 16年度においては、政府の各種方針等 業拡大」及び、「科学技術駆動型

【関係課】 においても、知的クラスター創成事業をはじめとする地域科学技術施策の連 の地域経済発展」に事業の一部

研究振興局研究 携強化等が位置づけられるなど、施策の必要性が示されている。また、年々、 を登録（平成 17年）
環境・産業連携 本事業における産学官の共同研究者数や参加企業数、特許出願数などが、

課 予算の増加割合以上に増えており、その結果、地域独自の研究成果から革

新技術や新事業が創出されたケースも出てきている。さらに、地域自らも本事

業への資金負担を増やし、地域イノベーションシステムの構築に向け、国と地

域が協力しながら、効率的に事業が進められている。

さらに、「地域科学技術施策推進委員会」では、これまでの施策評価を行う

とともに、各地域に対する調査結果を踏まえて、今後取り組むべき施策につい

て検討し、産業クラスター計画との一層の連携強化、コーディネート活動の支

援、人材の育成・確保等の課題が指摘された。今後はこれらの課題を踏まえ

て、これまでの取り組みを工夫し、 17年度予算の拡充も図りながら対応を強
化することで、課題の克服も見込まれ、さらに効果的・効率的な事業展開が可

能となる。また、知的クラスター創成事業においては、事業開始 3年目を迎え
る地域に対して中間評価を実施し、平成 17年度以降の事業計画の見直し等
を行うほか、都市エリア産学官連携促進事業においては初年度開始 19地域
に対して終了評価を行うなど、これまでの効果についても検証する。

61 大学、学協会、研究機関 【主管課】 理科離れの傾向が指摘される中、子どもたちが知的好奇心や探究心を持 1,857百万円



107

等と教育現場の連携の推 科学技術・学術 ち、科学技術に親しみながら成長していくには、子どもたちが実際に研究者と 1,270百万円
進（サイエンス・パートナー 政策局基盤政策 ふれあったり、研究現場の環境を実際に体験することが有効である。このた

シップ・プログラム） 課 め、中学校・高等学校等と大学、研究機関等との連携の適切なあり方につい

て調査研究を実施することや、研究者の研究成果の情報発信等のあり方につ

いて知見を得る等の科学技術・理科、数学に関する学習支援方法について

調査研究を行うことは重要である。

政策目標 7 スポーツの振興と健康教育・青少年教育の充実

62 総合型地域スポーツクラ 【主管課】 平成１２年９月に策定した「スポーツ振興基本計画」では、生涯スポーツ社 1,864百万円
ブ育成推進事業（地域教 スポーツ・青少 会の実現に向け、成人の週一回以上のスポーツ実施率を５０％以上とするこ 1,366百万円
育力再生プラン） 年局生涯スポー とを目指し、そのために不可欠な施策として平成２２年度までに総合型地域ス

ツ課 ポーツクラブを全国の各市区町村に少なくとも一つは育成することを目標に

掲げている。

また、、少子・高齢化の進展や地域コミュニティの弱まりなどにより、青少年

の問題行動、子どもたちの社会性の低下や地域活力の低下など様々な問題

が引き起こされて総合型地域スポーツクラブは、地域住民の身近なスポーツ

活動の場として、生涯スポーツ社会の実現に寄与するとともに、子どもから大

人まで誰もが参画できる交流の場として、スポーツ活動を通した家族のふれあ

いや世代間交流による青少年の健全育成、地域教育力の再生などに大きな

役割を果たすことが期待されている。

本事業は、全国的な組織基盤を有する民間スポーツ団体を活用することに

より、総合型地域スポーツクラブ育成を円滑に進めることができ、また、本事業

の波及効果として各地域における自主的なクラブ育成が促されるという効果も

期待できるため、事業の更なる拡充が必要である。

63 ナショナルトレーニングセ 【主管課】 我が国の国際競技力が長期的・相対的に低下傾向にある状況を踏まえ、ス 4,194百万円
ンターの整備 スポーツ・青少 ポーツ振興基本計画（平成 12年 9月文部省告示）において、ナショナルレ 4,194百万円

年局競技スポー ベルのトレーニング拠点の早期整備の方針が示された。

ツ課 諸外国においても、トップレベル競技者が同一の活動拠点で集中的・継続 ※ナショナルレベルのトレーニン

的にトレーニングを行うことが可能な環境を整備するとともに、スポーツ医・科 グ施設の整備を図るためのトレー

学、情報の成果を活用した科学的なトレーニングを十分時間をかけて行うこと ニングﾞ拠点整備推進専門官 1名
により、オリンピック等国際競技大会でのメダル獲得率が飛躍的に向上してい を措置。（平成 17年度）
る現状にある。

このため、我が国のナショナルトレーニングセンターを国立スポーツ科学セ
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ンターに隣接して整備することによって、トップレベル競技者等のトレーニング

環境が総合的・効率的に整備でき、国立スポーツ科学センターの機能を活用

することにより、スポーツ医・科学の研究成果や最新の情報技術を取り入れた

効果的なトレーニングを行うことが可能になる。

64 中高生の心と体を守るた 【主管課】 中高生については、最近、薬物乱用に関して逮捕されるという事件が発生 274百万円
めの啓発教材の作成（新 スポーツ・青少 した。また、 10代の性感染症の罹患率が増加傾向にあり、その対策が急務 183百万円
規） 年局学校健康教 である。

育課 そのため、中高生に対し、喫煙や飲酒、薬物をすること、性感染症が体に

与える影響について認識させるとともに、自分の健康は自分で守るという意識

の啓発を図る教材の作成を行う。

65 学校安全及び心のケアの 【主管課】 学校の管理下での事件・事故が大きな問題になっている近年の状況を踏ま 1,827百万円
充実（子ども安心プロジェ スポーツ・青少 え、家庭や地域社会、関係機関との連携を一層強化しながら、各学校におい 1,029百万円
クト） 年局学校健康教 て、安全管理に関する継続的な取り組みを推進する必要がある。

育課 このため、平成 14年度より実施している「子ども安心プロジェクト」の推進に
【関係課】 より各種事業をより一層推進し、学校安全施策について継続的に対応する。

大臣官房文教施

設企画部施設企

画課

66 食生活に関する教育の充 【主管課】 食生活を取り巻く社会環境の変化に伴い、偏食、朝食欠食など子どもの食 577百万円
実（食育推進プラン） スポーツ・青少 生活の乱れや肥満傾向の増大がみられる。これらを踏まえ、学校教育におい 434百万円

年局学校健康教 て、児童生徒に正しい食事の摂りかたや望ましい食習慣を身に付けさせるな

育課 どのための食に関する指導の充実が喫緊の課題となっている。

これまでに、食生活学習教材の作成・配布、指導シンポジウムの開催、学

校を中心とした食育推進事業などの取組により、各小中学校における食に関

する指導の取組状況が増加するなど一定の効果が得られている。また、 16
年 5月に食に関する指導体制の整備を図るため、「学校教育法等の一部を
改正する法律」が成立し、栄養教諭制度が創設されたことを受けて、今後、学

校栄養職員が円滑に栄養教諭免許状を取得できるよう講習を開設する事業

に取り組む。

67 青少年の自立支援事業 【主管課】 昨今、青少年をめぐる新たな課題として，青少年の社会的自立の遅れ 410百万円

（新規） スポーツ・青少 やひきこもり等社会的不適応が指摘されている。この原因としては、青 180百万円

年局青少年課 少年の人間関係を築く能力の低下や、自ら目標を設定して行動する主体
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【関係課】 性が低下していることなどがあると考えられ、社会体験や生活体験、自

スポーツ・青少 然体験など多様な体験活動を経験する機会の減少がこのような能力の低

年局参事官 下の一つの背景であると言われている。

このようなことから、青少年が社会の中で豊かな人間関係を形成し、

自立した人間として成長するために、青少年の主体性・社会性をはぐく

む体験活動を推進する必要がある。

68 青少年を取り巻く有害環 【主管課】 情報化社会の進展の中で、メディア上の行き過ぎた暴力・残虐表 150百万円
境対策の推進 スポーツ・青少 現を含む情報や性描写等、青少年の人格形成に悪影響を及ぼすおそ 60百万円

年局青少年課 れのある、青少年を取り巻く有害情報への対応が急務となってい

【関係課】 る。

スポーツ・青少 そこで、メディア上の有害情報対策を推進する観点から、地域に

年局参事官 おける推進体制を整備し、平成16年度から引き続いて青少年とその保護

者を対象にインターネット上におけるコミュニケーションマナー（ネチ

ケット）等について学ぶ機会の提供などを行うとともに、平成17年度か

ら地域で大人たちが青少年を有害情報から守る取組みを拡充して、青少

年を取り巻く有害環境対策を推進する必要がある。

政策目標 8 文化による心豊かな社会の実現

69 芸術創造活動重点支援事 【主管課】 オーケストラ、バレエ、能、歌舞伎などは、我が国の文化の重要な一部を形 8,513百万円
業（新規） 文化庁文化部芸 成し、鑑賞活動等を通じ国民の文化活動に大きな影響を与えている。質の高 6,700百万円

術文化課 い創造性豊かな芸術文化を生み出すためには、国が安定的な財政支援を行

っていくことが必要である。また、我が国の舞台芸術創造活動をより活性化さ

せるため、これまでの芸術団体重点支援事業の実態を踏まえつつ、団体の総

体の活動ではなく、公演ごとの目的・趣旨を明確にする必要がある。

本事業は平成16年度において実施している芸術団体重点支援事業を見

直したものであり、事業を実施することで得られると思われるトップレベルの芸

術創造活動への重点支援等による我が国の芸術文化水準の向上や、我が国

の「文化力」の向上、文化国家としての国際的評価の高まりなどの波及効果を

考えると、本事業は効率的に実施されると判断。また、これまでの芸術団体重

点支援事業の実態を踏まえつつ、団体の総体の活動ではなく、公演ごとの目

的・趣旨を明確にすることにより、一層の効率性が図られるものと判断。

70 文化体験プログラム支援 【主管課】 青少年が各地域において多種多様な文化芸術に直に触れ、体験できる機 846百万円
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事業（地域教育力再生プ 文化庁文化部芸 会の充実などが求められている。また、地域や家庭の教育力の低下を背景と 347百万円
ラン） 術文化課、生涯 して、最近の子どもたちに関わる重大事件の続発など、青少年の問題行動が

学習政策局生涯 一層深刻化していることから、地域社会で心豊かな子どもたちを育成する気

学習推進課 運の醸成が急務となっている。安全・安心して活動できる子どもの居場所（活

動拠点）づくりの支援、地域資源を活用したボランティア活動や、スポーツ及

び特色ある様々な文化の体験活動などを一体的に促進することにより、より効

率的に地域教育力の再生を図ることができる。

本事業の実施により子どもの文化体験活動が推進され、子どもたちの異年

齢・異世代間の交流が促進されることにより、地域の活性化が図られる取組み

が各地域で行われることをもって、想定された効果が得られるものと判断す

る。

71 重要文化的景観等の保護 【主管課】 今日の社会構造や国民の意識の変化を踏まえ、国民の生活に密接に関係 652百万円
の推進（新規） 文化庁文化財部 した文化的所産として新たに保護対象の拡大が求められる分野や、保存及び 167百万円

伝統文化課・美 活用のための措置が特に必要とされる分野への対応を図るなど、文化財保護

術学芸課・記念 制度の改善が必要である。

物課 このため、平成 14年 12月に閣議決定された「文化芸術の振興に関する
基本的な方針」や文化審議会答申等における指摘を踏まえ、保護対象の拡

大と保護手法の多様化を図るため、平成 16年 5月、文化財保護法に関し、
所要の改正を行ったところである。

これに伴い、平成 17年 4月 1日の施行後は、重要文化的景観の選定や
登録文化財の登録等を行っていくこととなり、地方公共団体や所有者が行う

保存管理計画の策定・修理に対する補助など保護に要する経費が必要不可

欠となる。

なお、文化財保護法に基づく重要文化的景観の選定等については国の責

務として行うこととなるものであり、その保護のための支援についても国の責務

として行っていくことが必要不可欠である。

重要文化的景観等の修理等については、当該物件の所有者等の責任で

行われるものであるが、これには継続的に多大の費用が必要となるため、特

に多額の経費を要する修理等については、貴重な国民的財産である文化財

の適切な保存・活用を計る観点から、その経費の一部を補助することとするも

のである。

このように、本事業は、民間の所有者や地方公共団体等と国とが費用負担
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の面で連携協力することにより効率的に実施されるものである。

72 「Ｅラーニング用著作権学 【主管課】 情報化の急速な進展により、インターネットやパソコンなど著作物の｢創作 60百万円
習教材」の製作（新規） 文化庁著作権課 手段｣「利用手段」が急速に普及し、学校や図書館、博物館・美術館、公民 －

館、企業など様々な組織において、ホームページを作成して情報を発信する

など、従来の著作権関係企業だけに限らず、全ての人々にとって、著作権に ・政策群「コンテンツビジネスの振

関する知識や意識が不可欠となっており、独力による学習が可能な「Ｅラーニ 興」として位置付け。（平成 17年
ング用学習教材」を製作して著作権に関する普及啓発を行うことは極めて重 度）

要である。

全ての人々に対する著作権の普及啓発を実施するためには、講習会に参 ※予算の編成過程において廃止

加することが困難な者が好きな時間に自宅や職場など自由な場所で学習で となった。

きるＥラーニング用学習教材を活用することで大きな効果を生むものと考え

る。

73 海賊版対策事業 【主管課】 アジア等途上国においては、我が国の著作物に高い関心が寄せられている 85百万円
文化庁長官官房 一方で、それらの海賊版が大量に流通しており、これは文化的創造的活動を 47百万円
国際課 保護し、良質のコンテンツの交流を促進する観点から放置することのできない

深刻な問題である。 ・政策群「コンテンツビジネスの振

第 159回通常国会において、「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に 興」として位置付け。（平成17年

関する法律」が成立し、知的財産戦略推進本部において、「知的財産推進計 度）

画 2004 」が平成 16年 5月 27日に決定されたところであり、また、我が国著
作物が海外において適切に保護されることは、コンテンツ産業の海外進出の

促進につながることから、アジア地域において、海賊版対策を行うのは喫緊の

課題である。

経済産業省等の事業と連携しながら事業を実施することで我が国著作物の

保護を高めると考えられ、我が国のコンテンツ産業の海外進出を促進すること

につながるという効果を考えると、本事業は効率的に実施されると判断する。

本事業を実施することにより、侵害発生国において著作権に関する知識が

広く普及され、著作権保護意識が向上することで、著作権侵害自体の発生を

未然に防止することが可能になり、対象国での海賊版対策が推進されること

が見込まれる。

74 文化芸術分野における海 【主管課】 第 159回通常国会において、「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に 190百万円
外との共同創作活動を通 文化庁長官官房 関する法律」が成立し、知的財産戦略推進本部において、「知的財産推進計 20百万円
じた国際交流（交流年を 国際課 画 2004 」が平成 16年 5月 27日に決定されたところであり、
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活用したコンテンツの発信 「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」において、国内 ・政策群「コンテンツビジネスの振

の推進）（新規）交流年を 外のコンテンツ制作等を行う者の相互の交流の促進や海外における我が国 興」として位置付け。（平成17年

活用したコンテンツの発信 のコンテンツの普及を通じて我が国の文化等に対する理解の増進を図ること 度）

の推進（新規） ができるよう、我が国の魅力あるコンテンツの海外への紹介について指摘され

ている。

また、国際文化交流懇談会報告書（平成 15年 3月 24日）においても、文
化人・芸術家等の国際的な協力・共同関係の構築と強化のための事業の実 ※予算の編成過程において事業

施が指摘されており、諸外国で「ワークショップを通じた人材交流・共同制作」 の見直しを行い、「メディア芸術作

を一般向けに公開する役割は大きいと考える。 品海外展」の取りやめ及びワーク

事業を実施することで我が国のメディア芸術等のコンテンツ分野への関心 ショップの件数削減を図ったた

が高まり、経済産業省等のコンテンツ市場整備事業等と連携して、我が国の め、事業名を変更している。

コンテンツ産業の海外進出を促し、よって、さらなる国際交流の流れを生み出

すことができると考えられる。

政策目標 9 豊かな国際社会の構築に資する国際交流・協力の推進

75 途上国に対する初等中等 【主管課】 初等中等教育分野等の協力強化を目的に、国際教育協力に実績のある筑波大学、広 104百万円
教育分野等の協力強化を 大臣官房国際課 島大学を中核に、国公私立大学、NGO、民間企業等からなるネットワークを形成し、我が国の協力 90百万円
目的とした拠点システムの 経験、教育経験を活かした協力を推進するため拠点システムを構築した。

充実・強化 協力モデル開発における我が国の経験を活かした有効性を確保すること、途上国協力

への我が国の教育経験の適用性を検証することが今後の課題であり、そのために、以下の

実施が必要である。

1．協力経験の豊富な分野について、他援助国の協力実績を分析し、協力モデル開発に

その結果を反映させる。

2．協力経験の浅い分野について、整理された我が国の教育経験が途上国に適用できる

か、その現地実証を行う。

76 ユネスコ持続可能な開発 【主管課】 我が国の提案により、第 57,58,59回国連総会において、 2005年から始ま 305百万円
のための教育信託基金 大臣官房国際課 る「持続可能な開発のための教育の 10年」に関する決議案が採択された。提 203百万円
（新規） 国際統括官付 案国である我が国としては、持続可能な開発のための教育(以下、 ESD)を率

先して推進する立場にあり、本信託基金を通じて ESDの主導機関であるユ
ネスコと協力して事業を実施することは、国際社会の期待に応えるためにも極

めて重要である。また、途上国における教育の充実に長年の経験とネットワー

クを持つ我が国は、途上国の教員訓練、教材開発・作成、成功事例の収集・

普及等 ESDの推進に向けたユネスコの取り組みを効率的に支援することが
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できる。ユネスコによる事業報告・事業評価、信託基金レビュー会合の開催、

我が国による事後評価を実施して、効果を把握し、また、事業の中で各国に

おける ESDに対する取組の中から成功事例を収集、事例集の作成を計画し
ており、本事業の実施過程においても事業の効果が判断できる。

77 留学生交流の推進 【主管課】 我が国と諸外国との人材交流の推進を図ることは、諸外国との友好関係の 29,079百万円
高等教育局学生 構築や人材養成への貢献等の重要な役割を果たしており、平成 16年 5月 27,532百万円
支援課 には、留学生数は 117,302人となり、おおむね順調に達成されている。

一方で、大学等の在学者数に占める留学生数の割合は受入れ・派遣とも ※外国人留学生・就学生の指導

欧米先進国と比較して低い水準にあることから、留学生交流を更に推進し、 体制の強化を目的として、外国人

引き続き留学生受入れの推進を図る必要がある。 学生指導専門官を措置（平成 17
また、我が国の留学生政策においては、従来、途上国等の留学生受入れ 年度）

に重点が置かれてきたが、今後は、我が国の国際競争力の強化や国際的に

活躍できる人材を育成するという観点から、日本人学生の海外留学を推進す

ることや、近年留学生の受入れが急激に増加していることに伴い留学生の質

を確保することについても課題となっている。

平成 15年 12月の中央教育審議会答申「新たな留学生政策の展開につ
いて」における提言等を踏まえ、我が国として一貫した支援体制を整備するた

めに、引き続き国として支援を行う必要がある。

なお、本事業の実施により我が国の国際的人材育成の推進や諸外国の人

材養成への協力による相互理解の推進等が図られることから、効率性は高い

ものとなっている。

78 大学における途上国開発 【主管課】 我が国の大学には教育・研究のノウハウが蓄積されており、途上国の要請 74百万円
協力を通じた国際競争力 大臣官房国際課 に基づき国際援助機関を通じて、大学が各々の判断で日本の経験を生かし 42百万円
強化を図るための支援機 た国際教育協力を行ってきた。今後、我が国の大学の持つ知的資源の活用

能（サポート・センター)の が益々重要となることから、大学教員個人から大学組織による協力体制への

充実・強化 転換や、国際開発援助機関との関係構築が不可欠となる。

しかしながら、大学が国際開発協力に参画するためのノウハウや情報を

個々に入手・蓄積することは困難であることから、大学の積極的な取組みへの

支援、また、近年、高等教育のグローバル化が急速に進み、我が国の大学の

実践的な教育研究に関する国際競争力の強化、大学の国際化及び国際貢

献の在り方が喫緊の課題となっている。

このような中、国際開発協力に関する国別・分野別の多様な協力ニーズに
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対応し、我が国の大学が途上国開発プロジェクトに積極的に参画していくた

めには、国内の基盤整備及び大学と援助機関等の連携を強化することが重

要である。

このことから、大学における国際開発協力を促進するための支援機能とし

て平成 15年度に「サポート・センター」を創設し、援助機関との関係構築、国
際開発協力のための大学データベースの整備・運用、実務入門のための研

修会の開催などを行った。また、 16年度においては、国別・分野別の開発協
力ネットワークの形成を促進するなど、国内の基盤整備・関係者の連携促進

に取組んでいる。

17年度においては、大学データベースを整備するとともに、内外の援助機
関等との関係構築の強化、大学における実務能力の強化を目的とした研修

等を実施するなど、サポート・センター機能の充実・強化を図る。
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② 達成年度到来事業
№ 事業名 主管課及び 評価結果の概要 評価結果の政策への反映状況

関係課 改善事項等 上段：平成17年度予算概算要求額

（平成16年度以降の取組） 下段：平成17年度予算案

政策目標１ 生涯学習社会の実現

1 子どもや親のための 【主管課】 事業終了年度である平成 14年度までに本事業を実施した都 本事業は、平成 14年度で終 －

24時間電話相談に 生涯学習政策 道府県は、「子どものための 24時間電話相談事業」においては 了。左記のように、一定の成果

関する調査研究 局男女共同参 全体の 27都道府県である。また、平成 14年度末時点の調査 が得られており、今後は、各都

画学習課 によると、都道府県単独事業等も含め、 9割以上の都道府県に 道府県において、本事業の成果

【関係課】 おいて、子どもに対する電話相談事業を実施している。 を踏まえ、また、地域の実情に

スポーツ・青少 また、同調査によると、「家庭教育における 24時間電話相 応じて様々な媒体を活用しつ

年局参事官 談」についても、都道府県単独事業等を含めて、 9割以上の都 つ、子どもや親がいつでも相談

道府県において実施されていることから、 「他の電話相談機関 できる体制を一層充実させること

と連携を図りつつ・・・ 7～ 8割程度の都道府県に普及･定着さ が望まれる。

せる等適切な体制の整備」という達成目標に対して「想定以上の

効果が得られた」と考える。

政策目標 2 確かな学力の向上と豊な心の育成

2 外国教育施設日本語 【主管課】 我が国の学校教育における国際化及び地域レベルの国際交 帰国教員の活用状況に関す 139百万円
指導教員派遣事業 初等中等教育 流を一層促進させることについて、派遣校及び帰国後の勤務校 る情報収集に努め、地域・学校 135百万円
（ＲＥＸプログラム） 局国際教育課 等における各派遣教員の取組みにより、一定の成果を得た。派 等における具体的な実践例を広

遣者数が目標の 50名に対し、実績が 38名と目標を下回った く紹介するなど、各都道府県の

ことについては、主に、各都道府県教育委員会での本事業の知 積極的な参加を促すための方

名度が低かったことに起因すると考えられる。 策を検討することとしている。

3 10年経験者研修 【主管課】 任命権者が 10年経験者研修の実施に際し、個々の教諭等 10年経験者研修の円滑な実 246百万円
初等中等教育 の評価を行い、その能力・適性等に応じた研修を適切に実施し 施のための経費（補助金）を予 0
局教職員課 ているかを把握するための調査を実施した結果、計画案作成に 算措置（ 16年度） （一般財源化）

係る教員からの希望の聴取の実施率や研修実施前後における 10年経験者研修制度創設の
研修の評価の実施率はほぼ 100％達成されていた。また、各自 経緯等を踏まえながら、今後の

治体において教員の研修を一元的・体系的に実施する専門機 よりよい研修の在り方やその実

関である教育センターが中心となり、大学等の高等教育機関とも 現のための方策について協議

連携しつつ、専門的かつ多様な研修メニューを設定していた。 するため、 10年経験者研修研



116

このことから、 10年経験研修の趣旨である個々の教諭等の 究協議会を実施（ 16年度）
教科指導、生徒指導等に関する指導力等の評価を行い、個々 引き続き各自治体において、

の教諭等の能力、適性等に応じた研修が適切に実施されている 10年経験者研修の趣旨を踏ま
と評価できる。 え、個々の教諭等の能力や適性

等に応じて、研修が効果的に行

われることが必要

政策目標 3 個性が輝く高等教育の推進と私学の振興

4 私立大学学術研究高 【主管課】 本事業により，私立大学の研究施設・装置等研究環境の整備 本事業の，私立大学の研究 12,356百万円
度化推進事業 高等教育局私 が進み，研究成果の評価において多くの研究事業で優れた実 基盤の整備等に果たす役割の 10,205百万円

学助成課 績を挙げ，当該研究事業の研究実績に関連して， 21世紀 重要性にかんがみ，引き続き，

COE事業に採択される大学がでるなど，着実に想定どおりの効 継続して実施する。

果が得られてきていると認められる。 特に，研究成果の普及のた

め，各研究プロジェクトの協力の

もと，研究成果について，ホーム

ページで公表することについて

検討し，推進。

政策目標 4 科学技術の戦略的重点化

5 地球環境遠隔探査技 【主管課】 「温室効果気体の高精度な衛星センサ開発の基礎の確立」に 地球観測に対する国際的な －

術等の研究 研究開発局海 ついての研究では， 改良された分光センサの海上観測での感 関心の高まりを背景に，国内に

洋地球課 度確認が航空機に搭載した下で行えたことと，偏光の利用が非 おいても地球観測の重要性が

常に有効であることがわかったため，衛星に高精度なセンサを 認識されてきている点を考慮し

搭載できる基本的技術が確立できたものであり，想定されていた 現制度に代えてどのような制度

効果を得ることができた。 が望ましいものなのかを検討し

「我が国を対象とした二酸化炭素削減に効果的な制度の設 た結果， 遠隔探査技術に係る

計」についての研究では，2008年までという具体的期間を考慮し 研究を見直し， 地球観測10年

た提案をまとめることができた。 実施計画に貢献する目的の下，

以上得られた効果により，地球環境遠隔探査技術の発展に 地球観測システム構築推進プラ

寄与し，想定どおりの効果が得られた。 ンを新規事業として立ち上げる

こととした。

6 大型ミリ波サブミリ波 【主管課】 平成 15年度までに、「アルマ計画」実現に必要な技術レベル 本研究開発の効果を平成 16 －

干渉計に関する研究 研究開発局宇 を達成するという当初の目的については十分な効果が得られ 年度より日本が参加している「ア －

開発 宙政策課 た。その結果、日本が米欧との主要なパートナーとしてアルマ計 ルマ計画」における高精度アン
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【関係課】 画に参加する道筋がついた。 また、研究開発における波及効 テナ等の製作へ生かしていくこと

研究振興局学 果も得られるなど、本事業では想定した以上の効果が得られた。 とする。

術機関課

政策目標 6 科学技術と社会の新しい関係の構築を目指したシステム改革

7 技術移転支援センタ 【主管課】 大学等で創出された質の高い研究成果の権利化を支援す 国立大学の法人化に伴い、 3,835百万円
ー事業（「知の集積国 研究振興局研 る体制の構築が促進され、年間約６００件程度の国内・海 特許化支援の必要性が増すた 2,730百万円
家」創成プロジェクト 究環境・産業 外特許出願という当初想定していた効果に対して、平成１ め、本事業を継続して特許化

の特許出願機能の整 連携課 ５年度は８０２件（国内出願６２０件、外国出願１８２件） 支援体制の強化を図ることが

備部分） 【関係課】 の支援を行い、研究成果の社会還元の推進を図ることがで 必要である。

科学技術・学 きたものと考えられる。 また、国内出願比べて費用

術政策局基盤 しかし、これまで国立大学の特許出願経費については、 がかかる海外出願関連費用の

政策課 別途予算措置を行ってきたため、支援の対象が主に私立大 支援を強化する必要があり、

学及びＴＬＯ等であったが、平成１６年度の法人化に伴い、平成１６年度から海外特許出

国立大学に対する直接の予算措置は行われなくなることか 願とその維持費等の関連費用

ら、特許化支援体制の更なる強化が必要である。 の支援を実施している。１７

知的財産戦略大綱に則り、我が国として戦略的に知的財 年度も引き続き支援を行う。

産の確保・活用の推進を図るため、大学等の優れた知的財

産の権利化を支援する体制を科学技術振興機構の事業とし

て実施している。特に国内出願比べて費用がかかる海外出

願関連費用の支援を強化する必要があることから、平成１

６年度からは海外特許出願とその維持費等の関連費用を支

援することとした。

その他

8 行政手続等の電子化 【主管課】 本事業については、 申請者の負担軽減、行政手続等の簡素 本事業は、平成 15年度で終 －

の推進について 大臣官房政策 化、迅速化等を実現するため、文部科学省オンライン申請シス 了。

課情報化推進 テムという共通の受付窓口を構築し、ほぼ 100％にあたる 本事業については、想定どお

室 1,476件の手続きについて、地理的制約なしに行政手続きが りの効果が得られたが、本事業

24時間申請可能になった。 とは別に、行政のポータルサイト

化などといった問題なども新た

に指摘されているため、電子政

府全体の事業として「電子政府

構築計画に基づく電子政府の
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推進」において、引き続き推進し

ていくこととする。（平成 16年度
事業評価（新規・拡充事業）を実

施済。）
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